
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

令

和

七

年

度

自

衛

官

第

二

次

募

集

（

自

衛

官

候

危

機

管

理

課

補

生

）

担

当

課

（

室

）

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

目

次

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

規

則

】

○

私

立

学

校

法

等

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

総

務

学

事

課

【

】

公

告

規

則

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

〃

〃

【

訓

令

】

○

岡

山

県

庁

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

改

正

〃

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

水

島

港

港

湾

計

画

の

変

更

港

湾

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

【

告

示

】

○

学

校

法

人

の

行

う

こ

と

が

で

き

る

収

益

事

業

の

〃

の

完

了

種

類

の

一

部

改

正

○

〃

〃

○

岡

山

県

知

事

が

所

轄

す

る

学

校

法

人

等

の

寄

附

〃

○

〃

〃

行

為

及

び

寄

附

行

為

変

更

の

認

可

の

審

査

基

準

の

【

】

企

業

局

一

部

改

正

○

岡

山

県

企

業

局

職

員

就

業

規

則

の

一

部

を

改

正

総

務

企

画

課

○

岡

山

県

知

事

が

所

轄

す

る

私

立

学

校

等

の

設

置

〃

す

る

規

程

等

の

認

可

の

審

査

基

準

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

企

業

局

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

を

改

〃

○

岡

山

県

私

立

学

校

審

議

会

の

委

員

の

定

数

の

一

〃

正

す

る

規

程

部

改

正

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

知

事

を

所

轄

庁

と

す

る

学

校

法

人

に

係

る

私

立

〃

【

】

人

事

委

員

会

学

校

振

興

助

成

法

施

行

規

則

第

二

条

第

四

号

の

規

○

管

理

職

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

人

事

委

員

会

定

に

よ

り

知

事

が

定

め

る

書

類

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

県

費

負

担

教

職

員

の

給

与

に

関

す

る

規

〃

岡

山

県

公

報

令和７年３月２８日 第１２６８８号



担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

関

す

る

報

告

の

公

表

〃

○

給

料

表

の

適

用

範

囲

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

○

令

和

五

年

度

包

括

外

部

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

〃

改

正

す

る

規

則

講

じ

た

措

置

の

公

表

○

岡

山

県

人

事

委

員

会

事

務

局

の

組

織

に

関

す

る

〃

【

】

教

育

委

員

会

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

の

職

の

設

置

に

関

す

教

育

委

員

会

○

管

理

職

員

等

の

範

囲

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

〃

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

局

の

組

織

及

び

事

務

〃

○

初

任

給

、

昇

格

、

昇

給

等

の

基

準

に

関

す

る

規

〃

分

掌

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

教

育

職

員

の

免

許

状

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

○

寒

冷

地

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

〃

改

正

す

る

規

則

る

規

則

○

岡

山

県

教

育

財

産

管

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

る

規

則

○

岡

山

県

立

学

校

の

管

理

運

営

に

関

す

る

規

則

の

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

岡

山

県

教

育

職

員

免

許

状

再

授

与

審

査

会

規

則

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

改

正

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

監

査

公

表

【

公

安

委

員

会

】

【

】

○

岡

山

県

監

査

事

務

局

文

書

保

存

分

類

表

監

査

事

務

局

○

警

備

員

等

の

検

定

等

に

関

す

る

規

則

第

二

条

の

生

活

安

全

企

画

課

（

県

例

規

集

登

載

）

表

の

六

の

項

の

上

欄

の

規

定

に

よ

る

岡

山

県

公

安

○

財

政

的

援

助

団

体

等

に

係

る

令

和

六

年

度

の

監

〃

委

員

会

が

必

要

と

認

め

る

交

通

誘

導

警

備

業

務

【

収

用

委

員

会

】

査

の

結

果

の

公

表

○

令

和

六

年

度

の

監

査

の

結

果

に

基

づ

き

講

じ

た

〃

○

土

地

収

用

の

裁

決

手

続

の

開

始

決

定

収

用

委

員

会

【

正

誤

】

措

置

の

状

況

の

公

表
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担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

教

育

委

員

会

改

正

の

正

誤

（

県

例

規

集

登

載

）
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
。

「

」

。
」
、
「
。

「

」

。
」

「
。

「

」

第
一
条
中

以
下

法

と
い
う

以
下

政
令

と
い
う

及
び

以
下

省
令

と
い
う

」
を
削
る
。

。

「

」

「

」

、

第
二
条
第
二
項
中

法
第
六
十
四
条
第
四
項

を

私
立
学
校
法
第
百
五
十
二
条
第
五
項

に
改
め

同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
八
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

岡
山
県
庁
文
書
保
存
分
類
表
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

に
よ
る

た
だ
し

時
効
期
間

５
年
と

当
該
法
令
で
定
め
る
時
効
期
間
と
し

そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
５
年
と

に
つ
い
て
は

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
０
の
表
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

。
，

，
，

」
を
「

」
に
改
め

「

」
を
削
る
。

の
保
存
年
限
に
つ
い
て
は

当
該

を
下
限

、

，
，

に
よ
る

た
だ
し

時
効
期
間

５
年
と

当
該
法
令
で
定
め
る
時
効
期
間
と
し

そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
５
年
と

に
つ
い
て
は

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
１
の
表
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

。
，

，
，

」
を
「

」
に
改
め

「

」
を
削
る
。

法
令

の
保
存
年
限
に
つ
い
て
は

当
該
法
令

を
下
限

、

，
，

に
よ
る

た
だ
し

時
効
期
間

５
年
と

当
該
法
令
で
定
め
る
時
効
期
間
と
し

そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
５
年
と

に
つ
い
て
は

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
２
の
表
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に
、
「

。
，

，
，

」
を
「

」
に
改
め

「

」
を
削
る
。

法
令

の
保
存
年
限
に
つ
い
て
は

当
該
法
令

を
下
限

、

，
，

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
０
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

1
0

０
総

括
総

括
３

会
議

３
委
託
契
約

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
０
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

1
0

０
総

括
総

括
３

会
議

３
委
託
契
約

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
０
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

情
報
セ
キ

電
算
開
発

０
総

括
総

括
３

会
議

３
照
会
回
答

５
委
託
契
約

ュ
リ
テ
ィ

５
資
料

1
0

1
0

ー

ポ
リ
シ

第
四
表
第
一
分
類
Ｇ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
１
の
項
か
ら
３
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
晴
れ
の
国
お

晴
れ
の
国
お

お
か
や
ま

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



1
0

1
0

1
0

1
0

〃
進
捗
状
況

５
創
生
総
合

か
や
ま
生
き

か
や
ま
生
き
活

き
プ
ラ
ン

ビ
ジ
ョ
ン

活
き
プ
ラ
ン

戦
略

・
計
画

１
第
３
次
晴
れ
の

第
４
次
晴
れ
の

1
0

1
0

国
お
か
や
ま
生

国
お
か
や
ま
生

き
活
き
プ
ラ
ン

き
活
き
プ
ラ
ン

市
町
村
と
連
携

自
治
体
衛

部
局
横
断

国
鉄
清
算

地
域
課
題
解

２
調

整
総

括
５

星
通
信
機

３
３

型
政
策
課

３
５

５
事
業
団

決
支
援
プ
ロ

し
た
人
口
減
少

対
策
事
業

構
題
調
整

ジ
ェ
ク
ト

総
合
特
区

地
域
再
生

ハ
イ
ビ
ジ

広
域
共
同

３
計

画
〃

５
ョ
ン
シ
テ

５
プ
ロ
ジ
ェ

５
道
州
制

５
５

５
制
度

計
画

ィ
ク
ト

ー

第
四
表
第
一
分
類
Ｇ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
９
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

全
国
知
事

中
国
地
方

中
四
国
サ

両
県
知
事

岡
山
市
連

中
国
地
域

将
来
世
代

中
国
圏
広
域

〃
３

３
３

発
展
推
進

３
３

３
応
援
知
事

３
３

３
市
長
会

３
会

知
事
会

ミ
ッ
ト

会
議

携
強
化

地
方
計
画
推

会
議

同
盟

進
会
議

９
広
域
連
携

令
和
臨
調

市
町
村
要

お
か
や
ま
創

町
村
会

３
３

３
知
事
連

３
望

生
広
域
連
携

「
」

推
進
事
業

合

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

事
業
調
整

3
0

1
0

1
0

3
0

１
県
民
局

〃
３

公
有
財
産

運
営
指
導

３
委
託
契
約

３
庁
舎
建
設

再
編

費

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
７
の
表
第
三
分
類
１
の
項
及
び
２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年
次
報
告

〃
３

推
進
月
間

３
Ｄ
Ｖ
対
策

３
補
助
金

５
調

査
３

委
託
契
約

５
５

研
修
事
業

３
書

男
女
共
同

参
画
施
策

１
男
性
育
児
休

５
業
取
得
等
促

進
事
業

２
女
性
団
体

総
括

３
補
助
金

５
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第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
９
の
表
第
三
分
類
３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

工
事
設
計

指
定
管
理

イ
ン
ボ
イ

3
0

1
0

1
0

1
0

3
0

３
体
育
施
設

〃
３

委
託
契
約

５
業
務
報
告

５
補
助
金

〃
３

維
持
修
繕

図
・
完
成

者
ス

図

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
Ｄ
の
表
第
三
分
類
３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
策
の
推

再
犯
防
止

関
係
機
関

３
〃

３
総
合
窓
口

５
・
団
体
等

５
５

進
相
談
事
業

と
の
連
携

第
四
表
第
一
分
類
Ｊ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
５
の
項
及
び
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

地
域
振
興

６
関
係
補
助

総
括

１
交
付
申
請

５
交
付
決
定

５
確

定
５

基
金
管
理

調
査

３
1
0

金

第
四
表
第
一
分
類
М
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
７
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

狩
猟
取
締

狩
猟
者
団

鳥
獣
捕
獲

狩
猟
者
登

狩
猟
者
台

狩
猟
委
託

〃
３

猟
政
事
務

３
５

５
５

３
狩
猟
免
許

３
狩
猟
統
計

５
５

指
導

体
等
の
許
可

録
帳

補
助

3
0

７
猟
政
指
導

鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者

３
の
認
定

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
２
の
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

Ｄ
成
年
後
見

〃
３

協
議
会

３
研

修
３
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第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
指
定
・
告

救
命
救
急

医
療
情
報

ド
ク
タ

〃
３

５
５

協
議
会
等

５
５

災
害
医
療

５
５

示
セ
ン
タ

シ
ス
テ
ム

ヘ
リ
事
業

ー

６
救
急
医
療

小
児
救
急
医

病
院
救
急
救

メ
デ
ィ
カ

小
児
救
急

小
児
救
命

ド
ク
タ

救
急
医
療

ー
10

3
0

ル
コ
ン
ト

５
５

医
療
体
制

５
救
急
セ
ン

５
ヘ
リ
広
域

５
療
電
話
相
談

命
士
特
定
行

体
制
整
備

等
事
業

為
認
定

ロ
ル

整
備

タ
連
携
協
定

ー
ー

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

感
染
症
予

医
療
措
置

１
〃

３
報
告
統
計

３
集
団
発
生

３
災
害
防
疫

３
疫
学
調
査

３
患
者
通
報

３
検

査
３

医
療

５
５

防
協
定

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
９
の
項
及
び
Ａ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

健
康
づ
く

健
康
づ
く

〃
３

委
託
契
約

５
補
助
金

５
り
環
境
整

５
り
計
画

1
0

備
健
康
増
進

対
策

９

熱
中
症
対

ア
レ
ル
ギ

５
５

策
対
策

ー

精
神
保
健

精
神
障
害

高
次
脳
機

心
の
健
康

総
括

３
補
助
金

５
福
祉
審
議

５
者
保
健
福

３
社
会
復
帰

５
３

能
障
害
支

５
委
託
契
約

５
づ
く
り

会
祉
手
帳

援
精
神
保
健

福
祉
対
策

Ａ
地
域
移
行

促
進
セ
ン

５
審
査
請
求

５
計

画
５

ー

タ

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

許
可
・
登

特
定
医
薬

許
可
登
録

3
0

医
薬
品
等

録
・
承
認

品
台
帳

総
括

３
指
導
取
締

３
諸

届
１

処
分

５
５

照
会
報
告

３
５

生
産
動
態

１

製
造
業
・

製
造
販
売

４

業
報
告
・
統

適
合
性
調

3
0

1
0

承
認
台
帳

廃
止
台
帳

５
３

計
査
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第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
Ｄ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

子
育
て
応

ア
ド
バ
ン

子
育
て
環

Ｄ
〃

３
企
画
啓
発

５
補
助
金

５
表

彰
援
宣
言
企

５
ス
企
業
認

５
境
づ
く
り

3
0
業

定

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
７
の
表
第
三
分
類
Ｃ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

日
本
人
拉

国
民
の
集

Ｃ
総

括
３

５
致
問
題

い

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
９
の
表
第
三
分
類
９
の
項
及
び
Ａ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

９

医
療
的
ケ

Ａ
ア
児
等
支

総
括

５
補
助
金

５
養
成
研
修

５
援

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
３
の
項
及
び
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３４
連
合
会

総
括

１
共
済
連

３
厚
生
連

３
中
央
会

３

第
四
表
第
一
分
類
Ｚ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

土
地
立
入

30
3
0

1
0

〃
３

５
事
業
認
定

５
仲

裁
あ
っ
せ
ん

代
執
行

許
可

１
土
地
収
用

所
有
者
不
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3
0

明
土
地
裁

定

第
四
表
第
一
分
類
Ｚ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
有
財
産

普
通
海
域

都
市
計
画

普
通
海
域

国
有
財
産
法
に

そ
の
他
特
別
法

道
路
法
に
基

30
3
0

3
0

1
0

1
0

3
0

３
〃

３
５

用
途
廃
止

管
理

管
理

法
同
意
等

調
査

基
づ
く
財
産
管

に
基
づ
く
財
産

づ
く
財
産
管

理
・
処
分

管
理
・
処
分

理
・
処
分

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
令
和
五
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
訓
令
第
四
号

庁

中

一

般

岡
山
県
庁
文
書
保
存
分
類
表
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
３
の
項
及
び
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

青
少
年
育

青
少
年
育

４
成
県
民
会

総
括

３
成
県
民
会

５
議

議
補
助
金

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

児
童
対
象

ヤ
ン
グ
ケ

困
難
な
状
況

８
〃

３
３

３
に
あ
る
子
ど

性
暴
力

ア
ラ

ー

も
・
若
者

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

安
全
・
安

特
殊
詐
欺

県
民
運
動

県
民
会
議

県
民
推
進

２
〃

３
県
民
会
議

５
５

３
心
ま
ち
づ

３
等
被
害
防

５
の
推
進

登
録
会
員

大
会

く
り
旬
間

止

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
５
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

道
路
・
住
宅

犯
罪
の
防
止
に

防
犯
責
任

５
総

括
３

者
の
設
置

５
３

補
助
金

５
配
慮
し
た
社
会

等
の
防
犯
指

針
普
及
促
進

環
境
の
整
備

促
進

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
Ａ
の
表
第
三
分
類
３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

犯
罪
被
害
者

犯
罪
被
害
者

関
係
機
関

性
犯
罪
・
性
暴
力

性
犯
罪
・
性
暴
力
被

性
暴
力
・
配
偶
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〃
３

総
合
窓
口

５
・
団
体
等

５
５

５
５

５
支
援
ハ
ン
ド

等
見
舞
金
給

3
0

被
害
者
相
談
支
援

害
者
の
た
め
の
医
療

者
暴
力
被
害
者

ブ
ッ
ク

付
事
業

施
策
の
推

と
の
連
携

体
制
強
化
事
業

費
等
公
費
支
援
事
業

等
支
援
交
付
金

進
３

犯
罪
被
害

者
等
支
援

５
調
整
会
議

第
四
表
第
一
分
類
М
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
Ｄ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｄ第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
１
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
情
報

院
内
感
染

総
括

３
開
設
許
可

変
更
許
可

５
使
用
許
可

５
医
療
監
視

５
５

諸
届

３
業
務
報
告

３
医
療
安
全

３
５

3
0

化
対
策

１
医
療
機
関

地
域
医
療

か
か
り
つ

医
療
機
能

地
域
医
療

１
５

連
携
推
進

け
医
機
能

５
情
報
提
供

支
援
病
院

30
法
人

報
告

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
Ｆ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
費
適

医
薬
品
適

医
療
費
適

Ｆ
〃

３
協
議
会

５
５

補
助
金

５
正
化

正
使
用

正
化
計
画

1
0

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
０
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
ど
も
の
福

社
会
福
祉
審
議

児
童
問
題

総
括

３
例

規
表

彰
調

査
３

５
児
童
委
員

５
連
絡
協
議

３
５

3
0

3
0

会
児
童
福
祉
専

祉
と
保
健
に

関
す
る
報
告

門
分
科
会

会
０

総
括

岡
山
県
子
ど

児
童
福
祉

施
設
調
理

５
3
0
も
・
若
者
未

来
会
議

特
区

第
四
表
第
一
分
類
Ｒ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
７
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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太
陽
光
発

太
陽
光
発
電
施

７
〃

５
例

規
許

可
５

届
出

５
監
督
処
分

電
事
業
技

５
設
の
安
全
な
導

3
0

1
0
術
審
査
会

入
の
促
進

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
１
の
項
及
び
２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

設
立
合
併

定
款
等
変

市
町
村
移

組
合
等
広

組
合
等
検

〃
３

業
務
指
導

３
経
理
指
導

３
補
助
金

５
認
可

更
認
可

譲
認
可

域
合
併

査
3
0

3
0

3
0

3
0

1
0

農
業
共
済

団
体

１
報
告
徴
取

1
0

・
措
置
命

令

農
作
物
共

保
険
金
請

２
総

括
３

引
受

５
損
害
評
価

５
３

料
率

５
損
害
防
止

３
済

求

第
四
表
第
一
分
類
Ｚ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
０
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

入
札
・
契

3
0

1
0

０
総

括
総

括
３

例
規

地
域
計
画

３
進
行
管
理

１
会
計
検
査

３
統

計
３

技
術
指
導

５
調

査
５

表
彰

５
約

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

監
督
処
分

被
災
宅
地

工
事
等
の

規
制
区
域

中
間
・
完

宅
地
造
成
・

総
括

３
５

立
入
検

５
都
市
防
災

５
交
付
金

５
危
険
度
判

５
基
礎
調
査

５
届
出
・
定

３
宅
地
造
成

指
定

了
検
査

3
0

1
0

特
定
盛
土
等

・

査
等

定
期
報
告

及
び
特
定

工
事
許
可

盛
土
等
規

４

制
法
関
係

大
規
模
盛

宅
地
液
状

照
会
・
回

許
可
・
届

５
条
証
明

５
出
・
証
明

１
土
造
成
地

化
対
策

答
1
0

8
8

3
0

台
帳

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
Ｊ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
物
省

指
示
・
命

報
告
の
徴

省
エ
ネ
性

Ｊ
〃

３
認

定
５

台
帳

能
適
合
性

３
協

議
３

３
立
入
検
査

３
エ
ネ
法

令
収

30
1
5

判
定

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
７
の
項
及
び
８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

改
良
住
宅

市
町
村
改

８
良
住
宅
指

総
括

３
３

管
理

導

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
Ｒ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

住
宅
セ

セ
フ
テ

居
住
サ
ポ

終
身
建
物

ー

ー

居
住
支
援

3
0

1
0

3
0

3
0

3
0

1
0

30
3
0

Ｒ
フ
テ
ィ
ネ

〃
３

供
給
計
画

補
助
金

ィ
ネ
ッ
ト

認
可
承
認

指
導
監
督

ト
住
宅

賃
貸
借
認

法
人
指
定

ー

ッ
ト
法

住
宅
登
録

登
録

可

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
令
和
六
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
一
号

学
校
法
人
の
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
七
百
五
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
中
「
は

」
を
「
は
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す

、

る
統
計
基
準
で
あ
る
」
に
改
め

「

平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
五
号

」
を
削
り
、
本
則

、
（

）

第
二
号
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
二
号

岡
山
県
知
事
が
所
轄
す
る
学
校
法
人
等
の
寄
附
行
為
及
び
寄
附
行
為
変
更
の
認
可
の
審
査
基
準
（
平

成
十
四
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
一
の
一
の

中
ア
を
削
り
、
イ
を
ア
と
し
、
ウ
を
イ
と
し
、
エ
を
削
り
、
オ
を
ウ
と
し
、
カ
を
エ

(四)

と
し
、
キ
を
オ
と
す
る
。

第
一
の
二
の

及
び
第
二
の
二
の

中
「

エ
を
除
く
。)

」
を
削
る
。

（

(四)

（二）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
三
号

岡
山
県
知
事
が
所
轄
す
る
私
立
学
校
等
の
設
置
等
の
認
可
の
審
査
基
準
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
告
示

第
二
百
二
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
二
の
一
の
ア
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
四
の

中
(一)

「
財
団
法
人
日
本
語
教
育
振
興
協
会
（
平
成
二
年
二
月
二
十
六
日
に
財
団
法
人
日
本
語
教
育
振
興
協
会

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う

」
を
「
文
部
科
学
大
臣
」
に
改
め
る
。

。
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
の
四
の

の
改
正
規
定
は
、

(一)

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
四
号

岡
山
県
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
の
定
数
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
中
「
私
立
学
校
法
第
十
条
」
を
「
私
立
学
校
法
第
九
条
」
に
改
め
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
五
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
（
令
和
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
同
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
書
類
を

次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

知
事
を
所
轄
庁
と
す
る
学
校
法
人
に
係
る
私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
規
則
第
二
条
第
四
号
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
定
め
る
書
類
は
、
人
件
費
支
出
内
訳
表
が
同
令
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む

）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
と
す

。

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
度
に
係
る
書
類
の
提
出
か
ら
適
用

す
る
。

（
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
学
校
法
人
の
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
の
指
定
の
廃
止
）

２

平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
学
校
法
人
の
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
の
指
定
（
平
成
二
十
八
年

岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
学
校
法
人
の
監
査
報
告
書
に
係
る
監
査
事
項
の
指
定
の
廃
止
に
伴
う
経

過
措
置
）

３

令
和
六
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
添
付
す
る
公

認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
六
号 

 

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
七
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

採
用
自
衛
官
の
区
分 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
（
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、

採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
で
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

１ 

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者 

２ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条

項
に
該
当
す
る
者 

３ 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
心
神
耗
弱
を
原
因
と
す
る
も
の
以
外
の
者 

三 

受
付
期
間 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で 

四 

採
用
試
験
種
目 

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
、
身
体
検
査
及
び
経
歴
評
定 

な
お
、
筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
に
よ
り
実
施
す
る
。 

五 

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先 

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所 

六 

採
用
試
験
期
日 

１ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
） 

令
和
七
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
で
、
志
願
者
本
人
が
希
望
す
る
日
時 

２ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
日
ま
で
の
う
ち
指
定
す
る
一
日 

七 

試
験
場 

１ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
） 

 
 

受
験
者
の
任
意
の
場
所
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
Ｐ
Ｃ
等
を
使
用
し
通
信
環
境
を
有
す
る
場
所
） 

２ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 

(1) 

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
） 

 

(2) 

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ
（
岡
山
市
中
区
西
川
原
） 

 

(3) 

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
） 

 

(4) 

右
記
の
ほ
か
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

採
用
予
定
時
期 

１ 

令
和
八
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間 

２ 

右
記
の
ほ
か
に
設
定
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

そ
の
他 

１ 

現
に
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
し
て
い
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
八
六
―
二
二
六
―
〇
三
六
一 
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自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所 

 
 

 
 

 

〇
八
六
八
―
二
二
―
五
六
三
七 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所 

 
 

 

〇
八
六
―
四
二
二
―
七
三
五
八 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所 

 
 

 

〇
八
六
六
―
二
二
―
二
三
一
四 

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所 

 
 

 

〇
八
六
―
二
二
四
―
二
八
二
四 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
.
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
七
号 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

平
病
院 

２ 

所
在
地 

和
気
郡
和
気
町
尺
所
四
三
八 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
十
年
三
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

村
上
脳
神
経
外
科
内
科 

２ 

所
在
地 

笠
岡
市
大
井
南
二
八
―
四 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
十
年
三
月
二
十
六
日 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
八
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

新
見
多
里
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

落
合
建
部
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

新
見
市
神
郷
釜
村
字
小
ふ
け
川
端
二
七
七
八
番

一
地
先
か
ら 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
七
百
田
二
七
八
〇
番
一
地

先
を
経
て 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
弥
四
郎
田
二
七
八
六
番
一

〇
地
先
ま
で 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
小
ふ
け
川
端
二
七
七
八
番

一
地
先
か
ら 

新
見
市
神
郷
釜
村
弥
四
郎
田
二
七
八
六
番
一
〇

地
先
ま
で 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
小
ふ
け
川
端
二
七
七
八
番

一
地
先
か
ら 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
七
百
田
二
七
八
〇
番
一
地

先
を
経
て 

新
見
市
神
郷
釜
村
字
弥
四
郎
田
二
七
八
六
番
一

〇
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 
新
旧

別 

九
・
八
～ 

二
四
・
六 

四
・
八
～ 

三
一
・
八 

九
・
八
～ 

二
四
・
六 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
〇
一
・
三 

一
九
〇
・
〇 

二
〇
一
・
三 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

神
代
勝
山
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

江
与
味
上
河
内
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

真
庭
市
旦
土
字
宮
ノ
後
二
四
九
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
旦
土
字
岡
野
ヶ
市
一
七
一
二
番
五
地
先

を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
前
茶
畑
三
四
二
七
番

九
地
先
ま
で 

真
庭
市
旦
土
字
宮
ノ
後
二
四
九
番
一
地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
前
茶
畑
三
四
二
七
番

九
地
先
ま
で 

真
庭
市
旦
土
字
宮
ノ
後
二
四
九
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
旦
土
字
岡
野
ヶ
市
一
七
一
二
番
五
地
先

を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
前
茶
畑
三
四
二
七
番

九
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
二
～ 

四
三
・
〇 

六
・
〇
～ 

七
六
・
三 

八
・
二
～ 

四
三
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
五
〇
・
五 

四
九
八
・
七 

三
五
〇
・
五 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

真
庭
市
神
代
字
清
水
一
〇
八
一
番
三
地
先
か
ら

真
庭
市
神
代
字
堂
ノ
前
一
〇
五
〇
番
一
地
先
を

経
て 

真
庭
市
神
代
字
三
そ
う
谷
九
七
一
番
地
先
ま
で 

真
庭
市
神
代
字
山
キ
ワ
六
九
七
番
地
先
か
ら 

真
庭
市
神
代
字
三
そ
う
谷
九
七
一
番
地
先
ま
で 

真
庭
市
神
代
字
清
水
一
〇
八
一
番
三
地
先
か
ら

真
庭
市
神
代
字
堂
ノ
前
一
〇
五
〇
番
一
地
先
を

経
て 

真
庭
市
神
代
字
三
そ
う
谷
九
七
一
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
五
～ 

四
三
・
〇 

三
・
〇
～ 

一
七
・
八 

八
・
五
～ 

四
三
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
七
〇
・
四 

四
七
六
・
〇 

二
七
〇
・
四 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

上
有
漢
北
房
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

平
岡
小
鎌
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

真
庭
市
旦
土
字
円
開
一
六
九
四
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
旦
土
字
岡
野
ヶ
市
一
七
一
二
番
五
地
先

を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
中
島
三
四
三
六
番
二

地
先
ま
で 

真
庭
市
旦
土
字
円
開
一
六
九
四
番
一
地
先
か
ら

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
中
島
三
四
三
六
番
二

地
先
ま
で 

真
庭
市
旦
土
字
円
開
一
六
九
四
番
一
地
先
か
ら

真
庭
市
旦
土
字
岡
野
ヶ
市
一
七
一
二
番
五
地
先

を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
西
川
上
字
中
島
三
四
三
六
番
二

地
先
ま
で 区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
二
～ 

六
〇
・
八 

六
・
〇
～ 

六
〇
・
八 

八
・
二
～ 

六
〇
・
八 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
〇
一
・
五 

三
一
四
・
二 

三
〇
一
・
五 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
六
四
番
一
地
先

か
ら 

真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
八
五
番
一
地
先

ま
で 

真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
六
四
番
一
地
先

か
ら 

真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
八
五
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

三
・
九
～ 九

・
八 

五
・
四
～ 

一
五
・
一 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
三
四
・
〇 

一
三
四
・
〇 

延 
 

 

長 
（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



 

  

赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

赤
磐
市
小
鎌
字
竹
信
一
八
八
七
番
一
地
先
を
経

て 赤
磐
市
小
鎌
字
後
田
一
六
八
三
番
一
地
先
を
経

て 赤
磐
市
小
鎌
字
合
之
坂
二
二
九
四
番
一
地
先
ま

で 赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

赤
磐
市
小
鎌
字
合
之
坂
二
二
九
四
番
一
地
先
ま

で 赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

赤
磐
市
小
鎌
字
竹
信
一
八
八
七
番
一
地
先
を
経

て 赤
磐
市
小
鎌
字
後
田
一
六
八
三
番
一
地
先
を
経

て 赤
磐
市
小
鎌
字
合
之
坂
二
二
九
四
番
一
地
先
ま

で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
二
～ 

八
九
・
三 

四
・
六
～ 

一
五
・
九 

八
・
二
～ 

八
九
・
三 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
七
一
・
二 

一
一
一
一
・
七 

一
〇
七
一
・
二 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
九
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

   

県
道 

県
道 

道

路

の

種

類 

上
有
漢
北
房

線 百
々
樫
村
線 

路

線

名 
真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
六
四
番
一
地
先
か
ら 

真
庭
市
上
水
田
字
四
反
田
四
九
八
五
番
一
地
先
ま
で 

美
作
市
城
田
字
大
林
三
五
五
番
一
地
先
か
ら 

美
作
市
城
田
字
足
ヶ
谷
四
四
九
番
四
地
先
を
経
て 

美
作
市
下
山
字
柿
ヶ
坂
八
〇
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
三

月
二
十
八
日 

令
和
七
年
三

月
三
十
一
日

（
十
時
） 

供
用
開
始

年

月

日 

（
時
間
） 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
一
六
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
井
原 

 
 
 
 
 

所
在
地 

井
原
市
下
出
部
町
二
丁
目
一
一
番
一
三
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 
 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

山
西 
泰
明 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
七
番
一
三
号
福
永
ビ
ル
二
階
Ａ
号
室 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

 
 

（
変
更
後
）
名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
千
日
前
一
丁
目
四
番
八
号
千
日
前
Ｍ
‘
ｓ
ビ
ル
五
階 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
三
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
一
七
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
邑
久 

 
 
 
 
 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
樋
口
二
六
八
番
地
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

山
西 
泰
明 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

 
 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
北
区
野
田
三
丁
目
二
番
八
号 

 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

田
原 

正
弘 

 

イ 

名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
七
番
一
三
号
福
永
ビ
ル
二
階
Ａ
号
室 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

 

ウ 

名
称 

株
式
会
社
マ
ル
シ
ン 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
東
区
可
知
五
丁
目
一
三
〇
番
地
一
六 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

新
井 

 

仁 

 
 

 

（
変
更
後
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ 

 
 

 
 

 

住
所 

岡
山
市
北
区
出
石
町
二
丁
目
六
番
一
九
号 

 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

田
原 

正
弘 

 

イ 

名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
千
日
前
一
丁
目
四
番
八
号
千
日
前
Ｍ
‘
ｓ
ビ
ル
五
階 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

 

ウ 

退
店
の
た
め
削
除 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
一
八
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 
 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ゆ
め
マ
ー
ト
美
作 

 
 
 
 
 

所
在
地 

美
作
市
楢
原
下
字
土
屋
敷
一
二
六
八
―
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役
社
長 

山
西 

泰
明 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
七
番
一
三
号
福
永
ビ
ル
二
階
Ａ
号
室 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

 

イ 

小
売
店
舗
追
加 

 
 

 

（
変
更
後
） 

ア 

名
称 

株
式
会
社
ネ
ク
サ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ 

 
 

住
所 

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
千
日
前
一
丁
目
四
番
八
号
千
日
前
Ｍ
‘
ｓ
ビ
ル
五
階 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

原
本 

一
正 

イ 

氏
名 

薮
井 

淳
二 

 
 

住
所 

岡
山
市
北
区
番
町
二
丁
目
一
三
―
三
一
―
二 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
九
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
一
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
真
備
町
上
二

万
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
他
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
三
月
十
四
日
か
ら
同

年
七
月
二
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
二
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
里
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日 

終

了

年

月

日 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
二
一
〕
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
水
島
港

港
湾
計
画
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 

水
島
港 

港
湾
管
理
者 

 

岡 
 

 
 

山 
 

 
 

県 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

変
更
事
項 

 

水
島
地
区
に
お
け
る
専
用
埠ふ

頭
計
画 

二 

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所 

岡
山
県
土
木
部
港
湾
課
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
） 

岡
山
県
備
中
県
民
局
水
島
港
湾
事
務
所
（
倉
敷
市
水
島
福
崎
町
一
番
一
二
号
） 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
上
林
字
佳
美
林
九
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
井
尻
野
二
五
八
番
地
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
オ
ー
ク
Ａ
二
〇
一 

 

坂
本 

光
司 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
四
号 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
東
阿
曽
字
新
田
一
九
九
一
番
二
、
一
九
九
一
番
一
〇 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
中
央
六
丁
目
二
番
地
一
〇
五
ユ
ー
ミ
ー
セ
ン
タ
ー
・
コ
ム
Ｋ
Ｍ
三
〇
六
号
室 

森 
 

一
代 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
四
号 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



〔
一
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
黒
尾
字
窪
田
三
〇
九
番
一
一
、
三
一
二
番
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
旭
ヶ
丘
四
丁
目
一
三
三
七
番
地
一
ノ
ー
ブ
ル
メ
ゾ
ン
旭
ヶ
丘
二
〇
三
号
室 

藤
原 

勇
起 

藤
原 

咲
野 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
七
号 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

片 
 

山 
 

誠 
 

一 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
の
五
を
第
五
条
の
六
と
し
、
第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
） 

第
五
条
の
二 

所
属
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
か
ら
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終

業
の
時
刻
を
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
申
請
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を

さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
企
業
訓
令
第
一
号 

 

岡
山
県
企
業
局
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
企
業
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

片 
 

山 
 

誠 
 

一 
 

 
 

 

Ａ
総
括
の
表
４
人
事
の
部
２
給
与
の
項
中
「臨

的

」
を
「会

計
年

度

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
令
和

五
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

保
健
医
療
統
括
監

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中

を

局

長

部

次

長

」

「

「

室

長

保
健
医
療
統
括
監

局

長

労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

六
種

に
、

部

次

長

」

」

「
を

に
、

室

長

労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

」

「

室
長
（
行
政
職
給
料
表
の
六

「
を

に
、

級
の
職
に
限
る

）

所
長
（
行
政
職
給
料
表
の
六

。

所
長
（
行
政
職
給
料
表
の
六

級
の
職
に
限
る

）
。

級
の
職
に
限
る

）

」

。

」

「

課
長
（
行
政
職
給
料
表
の
六

課
長
（
行
政
職
給
料
表
の
六

「

級
の
職
に
限
る

）

を

に
、

。

級
の
職
に
限
る

）
。

」

総
括
参
事

」

「

副
管
理
者

八
種

副
課
長
（
行
政
職
給
料
表
の

を

六
級
の
職
に
限
る

）
。

」

「

副
管
理
者

六
種

に
、

副
課
長
（
行
政
職
給
料
表
の

八
種

六
級
の
職
に
限
る

）
。

」
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「

を

動
物
愛
護
セ

所

長

六
種

ン
タ
ー

」

「

動
物
愛
護
セ

所

長

六
種

に
、

ン
タ
ー

課
長
（
医
療
職
給
料
表

の

八
種

（二）

六
級
の
職
に
限
る

）
。

」

「

所

長

四
種

次

長

八
種

を

総
括
研
究
員

八
種

」

「

所

長

三
種

次
長
（
研
究
職
給
料
表
の
五

六
種

級
の
職
に
限
る

）

に
、

。

次

長

八
種

総
括
研
究
員

」

「

参

与

六
種

を

副

所

長

八
種

」

「

副

所

長

八
種

に
、

」

「

副

所

長

六
種

を
」

「

副

所

長

八
種

に
、

」

「

校

長

六
種

を

副

校

長

八
種

」
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「

校

長

五
種

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
中

副

校

長

八
種

」

「

課
長
（
行
政
職
給
料
表
の
七

「
を

に
改
め
る
。

級
の
職
に
限
る

）

課
長
（
行
政
職
給
料
表
の
七

。

室
長
（
行
政
職
給
料
表
の
七

級
の
職
に
限
る

）
。

級
の
職
に
限
る

）

」

。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
級
地
の
項
中

「

一
級
地

高
梁
市
立
宇
治
小
学
校

高
梁
市
宇
治
町
宇
治

新
見
市
立
神
郷
北
小
学
校

新
見
市
神
郷
釜
村

」

を「

一
級
地

新
見
市
立
神
郷
北
小
学
校

新
見
市
神
郷
釜
村

」

に
、

「

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
立
津
賀
小
学
校

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
加
茂

〃

〃

円
城
小
学
校

〃

〃

円
城

を

〃

〃

御
北
小
学
校

〃

〃

豊
岡
上

」

「

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
立
加
賀
東
小
学
校

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
円
城

に
改
め

」

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
警
察
本
部
警
務
部
厚
生
課
」
の
下
に
「
及
び
交
通
部
運
転
免
許
課
」
を

加
え
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
総
括
副
参
事
」
を

に
改
め
る
。

「
総
括
副
参
事

副
参
事

」

第
五
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
重
要
事
項
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
連
絡
又
は
調
整
を
要

す
る
事
項
そ
の
他
専
門
事
項
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
部
局
の
部
本
庁
の
項
中
「
、
総
務
班
」
の
下
に
「
、
法
制
班
」
を
加
え

「
並
び
に
総
務

、

班
及
び
法
制
班
」
を
「
及
び
総
務
班
」
に

「
政
策
推
進
課
、
人
事
班
」
を
「
政
策
推
進
課
、
地
方
創

、

生
推
進
室
、
人
事
班
」
に

「
秘
書
課
、
政
策
推
進
課
、
地
方
創
生
推
進
室
、
法
制
班
」
を
「
政
策
推

、

、

、

」

、

「

」

「

」

進
課

地
方
創
生
推
進
室

法
制
班

に
改
め

同
部
出
先
機
関
の
項
中

部
長

参
与

を

部
長

に

「
所
長

参
与
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

◎

、

、

。

初
任
給

昇
格

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。「

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
部
局
の
項
中

を

局
長

政
策
推
進
監

」

「

「

政
策
推
進
監

に
、

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
局
長

を

」

」

「

「

局
長

に
、

を

副
部
長

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
室
長

」

」

「

副
部
長

に
、

」

「

岡
山
空
港
管
理
事
務
所

総
括
副
参
事

五
級

を

次
長

六
級

総
括
参
事

」

「

岡
山
空
港
管
理
事
務
所

総
括
副
参
事

五
級

、
に

次
長

六
級

」

「

「

副
管
理
者

特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
学
芸

特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
学
芸

員

員

を

に
、

管
理
者

管
理
者

副
管
理
者

」

」

「

次
長

六
級

総
括
参
事

を

局
長

八
級
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」

「

総
括
参
事

六
級

次
長

七
級

に
改
め
る
。

局
長

八
級

」

「

別
表
第
一
ロ
の
表
警
察
の
項
中

室
長

を
」

「

に
改
め
る
。

室
長

音
楽
隊
長

」

「

別
表
第
一
ヘ
の
表
知
事
部
局
の
項
中

総
括
研
究
員

四
級

を
」

「

総
括
研
究
員

四
級

に
、

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
次
長

五
級

」

「

副
所
長

四
級

特
別
企
画
専
門
員

を

参
与

五
級

」

「

に
、

副
所
長

四
級

特
別
企
画
専
門
員

」

「

特
別
企
画
専
門
員

四
級

を

副
所
長

五
級

」

「

副
所
長

四
級

に
改
め
る
。

」

「

課
長

別
表
第
一
チ
の
表
知
事
部
局
の
項
中

を
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所
長

」

「

課
長

に
改
め
る
。

所
長

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
課
長

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部

寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

第
四
条
第
一
号
中
「
扶
養
親
族
（
」
の
下
に
「

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む

）
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を

。

」
を
加
え
る
。

受
け
て
い
る
も
の
及
び

第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二

所

在

地

公

署

津
山
市
加
茂
町
黒
木

美
作
県
民
局
黒
木
ダ
ム
管
理
事
務
所

〃

〃

倉
見

勝
間
田
高
等
学
校
倉
見
演
習
林
実
習
所

新
見
市
千
屋
花
見

新
見
市
立
千
屋
小
学
校

苫
田
郡
鏡
野
町
女
原

苫
田
郡
鏡
野
町
立
奥
津
小
学
校

真
庭
市
蒜
山
下
和

真
庭
市
立
中
和
小
学
校

〃

蒜
山
上
福
田

〃

川
上
小
学
校

〃

〃

真
庭
警
察
署
川
上
駐
在
所

〃

蒜
山
下
和

〃

中
和
駐
在
所

津
山
市
阿
波

津
山
警
察
署
阿
波
駐
在
所

苫
田
郡
鏡
野
町
女
原

〃

奥
津
南
駐
在
所

〃

奥
津
駐
在
所

〃

〃

奥
津
川
西

〃

〃

富
西
谷

〃

富
駐
在
所

〃

〃

上
齋
原

〃

上
齋
原
駐
在
所

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

（
経
過
措
置
）

こ
の
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
二
条

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
を
い
う
。

イ

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員

ロ

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
し
、
か
つ
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
又
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
区
域
に
居
住
す
る
職
員

二

新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
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に
基
づ
き
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。

三

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
て
、
新
寒
冷
地
等
在
勤
等

職
員
で
な
い
も
の
を
い
う
。

四

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員

基
準
日
（
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岡

山
県
条
例
第
十
八
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
そ
の
属
す
る
月
が
令
和
七
年
十

一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

）
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在

。

勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う

）
の
前
日

。

か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
間

引
き
続
き
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者

地

、

（

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る

職
員
及
び
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
岡
山
県

条
例
第
四
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
条
に
お
い

て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う

）
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
再
任
用
職
員
で
あ
っ
た
も

。

の
を
除
く

）
を
い
う
。

。

五

み
な
し
寒
冷
地
手
当
額

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
に
つ
き
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
と
み
な
し
て
、
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
第
十

二
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
を
い
う
。

継
続
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
に
対
し
て
、
み
な
し
寒
冷
地
手
当
額
が
、
次
の
表
の
上

第
三
条

欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な

し
寒
冷
地
手
当
額
か
ら
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
日
の
属
す
る
月
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
か
ら
令
和
八
年
三
月
ま
で

六
、
六
○
○
円

令
和
八
年
十
一
月
か
ら
令
和
九
年
三
月
ま
で

一
三
、
二
○
○
円

基
準
日
に
お
い
て
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
る
者
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
お

第
四
条

い
て
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
で
の

間
、
引
き
続
き
新
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
又
は
特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
で
あ
っ
た
も
の
（
前

条
の
規
定
に
よ
り
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ
る
者
を
除
き
、
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の

前
日
か
ら
再
任
用
職
員
で
あ
っ
た
も
の
を
除
く

）
に
対
し
て
は
、
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し

。

た
な
ら
ば
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
。

岡
山
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第

第
五
条

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
岡
山
県

公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山

県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
国
家
公
務
員
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
、
沖
縄

振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人

の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
、
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
を
い
う

）
の
職
員
又
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平

。

成
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
九
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
同
条
例
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
給
与
の
支
給
を
受
け
る
者
を
除
く

）
若
し
く
は
同
条
例
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退

。

職
派
遣
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
施
行
日
以
降
に
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
給

」

。
）

、

、

料
表
適
用
職
員

と
い
う

と
な
り

特
定
旧
寒
冷
地
等
在
勤
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

基
準
日
に
お
い
て
当
該
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
当
該
基
準
日
の
前
日
ま
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で
の
間
に
お
け
る
そ
の
給
料
表
適
用
職
員
で
な
か
っ
た
期
間
を
給
料
表
適
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て

い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
寒
冷
地
手
当
を
支
給
さ
れ

、

。

る
こ
と
と
な
る
と
き
は

こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
さ
れ
る
額
の
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

公
職
の
種
類

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

（
第
一
号
）

て
設
け
ら
れ
る
支
部

立
憲
民
主
党
岡
山
県
参
議
院
選
挙
区
第
１
総
支
部

國

友

彩

葉

高

原

俊

彦

岡
山
市
北
区
京
町
一
三

五
高

参
議
院
議
員

○

令
和
七

・

二
・

四

―

田
ビ
ル
一
階

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

イ

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
公
職

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

（
第
一
号
）

の
種
類
（
第
二
号
）

ひ
ろ
も
り
し
ほ
後
援
会

廣

森

志

穂

廣

森

郁

樹

岡
山
市
北
区
大
内
田
五
九
三

二

参
議
院
議
員

廣

森

志

穂
、
参
議
院
議
員

令
和
七

・

二
・
一
八

―

ロ

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

届
出
年
月
日

く
に
と
も
さ
よ
サ
ポ
ー

喜

多

雅

一

高

原

俊

彦

岡
山
市
北
区
京
町
一
三

五
高
田
ビ
ル
一

國

友

彩

葉

参
議
院
議
員

令
和
七

・

二
・
一
八

―

タ
ー
ズ

階

ハ

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

石
原
る
り
こ
後
援
会

石

原

瑠
理
子

須

田

名
帆
美

苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
八
〇

一
〇

令
和
七

・

二
・

四

―

う
え
き
卓
後
援
会

戸

田

修

二

植

木

敦

子

〃

中
谷
三
八
七
一

〃

二
・
一
四

小
椋
あ
け
み
後
援
会

小

椋

明

美

大

角

か
お
り

〃

羽
出
一
七
九
九

〃

二
・
二
七

竹
下
け
い
す
け
後
援
会

岡

田

稔

竹

下

佳

樹

〃

百
谷
一
一
一
六

〃

二
・
一
八

武
田
勝
彦
後
援
会

香

川

浩

樹

香

川

千

鶴

岡
山
市
北
区
表
町
一

三

九

〃

二
・
二
五

―

―

谷
み
か
後
援
会

谷

美

香

谷

日

向

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
一

一
七

〃

二
・
一
八

―

田
村
勝
後
援
会

田

村

勝

田

村

勝

赤
磐
市
釣
井
三
四
三

〃

二
・
一
〇

広
野
ま
ち
こ
後
援
会

廣

野

真
智
子

廣

野

真
智
子

瀬
戸
内
市
長
船
町
長
船
八
九
三

一

〃

二
・
二
七

―

牧
野
せ
い
じ
後
援
会

牧

野

勢

司

牧

野

勢

司

苫
田
郡
鏡
野
町
竹
田
二
六

四
マ
・
メ
ゾ
ン
Ｂ
二
〇
一

〃

二
・
一
七

―

松
岡
と
し
ま
さ
後
援
会

松

岡

俊

匡

松

岡

俊

匡

〃

井
坂
三
五
六

〃

二
・
一
二
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

国
民
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

川

合

孝

典

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
円
山
一
一
八
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ル
二

赤
磐
市
桜
が
丘
西
六

一

七

令
和
七

・

二
・
二
七

―

―

総
支
部

〇
二

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

川

合

孝

典

佐
々
木

雄

司

〃

〃

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

髙

橋

徹

佐
々
木

弓

子

〃

〃

〃

〃

公
職
の
種
類

参
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

〃

〃

自
由
民
主
党
岡
山
県
内
航
海

松

井

康

之

代
表
者
の
氏
名

松

井

康

之

久

本

久

治

〃

一
・

四

運
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
日
鳶
連

岡

本

啓

志

会
計
責
任
者
の
氏
名

延

原

雄

前

田

敏

幸

〃

二
・
二
七

支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

い
と
う
よ
し
の
り
後
援
会

池

原

敏

之

代
表
者
の
氏
名

池

原

敏

之

原

秀

樹

令
和
七

・

二
・
一
〇

浦
上
雅
彦
後
援
会

馬

場

国

広

〃

馬

場

国

広

永

山

久

人

〃

二
・

六

太
田
正
孝
後
援
会

柳

井

睦

〃

柳

井

睦

太

田

眞
治
郎

〃

二
・

七

沖
田
清
明
後
援
会

沖

田

清

明

会
計
責
任
者
の
氏
名

沖

田

清

明

沖

田

啓

子

令
和
六

・
一
〇
・

三

片
田
八
重
美
後
援
会

久

光

穂

江

代
表
者
の
氏
名

久

光

穂

江

田

渕

優

一

令
和
七

・

二
・

三

神
原
一
寿
後
援
会

上

原

正

之

〃

上

原

正

之

小

林

泰

二

〃

一
・

一

幸
福
実
現
党
倉
敷
後
援
会

大

月

輝

美

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
玉
島
黒
崎
一
〇
八
一
六

倉
敷
市
玉
島
爪
崎
一
四
一

二

〃

二
・
一
二

―

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

大

月

輝

美

髙

尾

泰

子

〃

〃

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

大

月

輝

美

髙

尾

泰

子

〃

〃

せ
の
お
文
彦
後
援
会

大
久
保

克

朗

代
表
者
の
氏
名

大
久
保

克

朗

妹

尾

嘉

大

〃

二
・

三

長
石
ゆ
き
お
後
援
会

平

井

均

会
計
責
任
者
の
氏
名

山

本

建

一

長

石

二

郎

〃

二
・
一
〇

陽
の
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に

齋

藤

武
次
郎

政
治
団
体
の
名
称

陽
の
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
に
光
を
あ
て
る
市
政

未
来
へ
の
責
任

〃

二
・
一
二

光
を
あ
て
る
市
政
を
つ
く
る

を
つ
く
る
会

会
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

岩
江
正
行
後
援
会

岩

江

正

行

令
和
七

・

一
・
三
一

大
月
も
と
こ
後
援
会

大

月

説

子

令
和
六

・
一
二
・
三
一

倉
敷
緑
風
の
会

森

守

〃

〃

古
山
司
後
援
会

古

山

司

令
和
七

・

二
・
一
六

し
お
つ
学
後
援
会

塩

津

学

令
和
六

・
一
二
・
三
一

竹
内
や
す
と
後
援
会

柴

田

憲

吾

〃

〃

古
川
て
る
み
つ
後
援
会

有

元

充

〃

〃

森
田
と
し
ひ
さ
後
援
会

森

田

敏

久

〃

〃

も
り
守
を
励
ま
す
会

久

保

雅

一

〃

〃
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

廣

森

志

穂

参
議
院
議
員

ひ
ろ
も
り
し
ほ
後
援
会

岡
山
市
北
区
大
内
田
五
九
三

二

令
和
七

・

二
・
一
一

―
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届

資
金
管
理
団
体
で

資
金
管
理
団
体
の
名
称

出
を
し
た
者
の
氏
名

な
く
な
っ
た
年
月
日

森

守

倉
敷
緑
風
の
会

令
和
六

・
一
二
・
三
一
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◎
岡
山
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

監 

査 

事 

務 

局 

 
岡
山
県
監
査
事
務
局
文
書
保
存
分
類
表
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
代
表
監
査
委
員 

 

浅 
 

間 
 

義 
 

正 
 

 
 

  
 

 

岡
山
県
監
査
事
務
局
文
書
保
存
分
類
表 

岡
山
県
監
査
事
務
局
に
お
け
る
文
書
の
分
類
及
び
保
存
年
限
は
、
こ
の
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

Ｂ Ａ

 
 第 

一 

分 

類 

監
査
第
二
課 

 

監
査
第
一
課 

 
 

一 

 
 

二 

 
 

三 四 

 
 

五 六  

 
 

一 

 
 

二 

 

三 

 

四 

 

五 

 

六 

 

七 

 

八 

 

九 

 

十   

十
一 

十
二 

十
三 

十
四 

十
五 

十
六 

十
七 

十
八 

十
九 

二
十 

二
十
一 

二
十
二 第

二

分

類 

監
査
公
表 

監
査
等
計
画
書 

請
求
及
び
要
求
監
査
関
係
書
類 

賠
償
責
任
監
査
関
係
書
類 

監
査
調
書
（
事
前
調
査
報
告
書
） 

監
査
資
料 

 

例
規 

 
 

人
事
関
係
書
類 

職
員
任
免
録 

履
歴
書 

事
務
引
継
書 

監
査
委
員
協
議
会
関
係
書
類 

全
国
監
査
委
員
協
議
会
関
係
書
類 

中
国
五
県
監
査
委
員
協
議
会
関
係
書
類 

監
査
等
実
施
通
知
書 

旅
行
命
令
（
依
頼
）
書 

※
旅
費
の
支
出
を
伴
わ
な
い
場
合
は
三
年
と
す

る
。 

服
務
賞
罰
関
係
書
類 

福
利
厚
生
関
係
書
類 

研
修
関
係
書
類 

文
書
受
発
件
名
簿 

復
命
書 

諸
手
当
関
係
書
類 

予
算
決
算
関
係
書
類 

財
務
関
係
書
類 

議
会
関
係
書
類 

庶
務
関
係
書
類 

内
部
統
制
総
括 

内
部
統
制
評
価 

三
十 五 

三
十 

 

五 五 

 

五  

三
十 五 

三
十 

三
十 

 

五 

 

五 

 

五 

 

五 

 

三 五   三 

 
三 

 

三 

 

三 

 

三 五 

 

三 五 三 

 

一 

 

三 

 

五 

保
存 

年
限 
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附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
等
） 

一 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適

用
し
、
令
和
六
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
岡
山
県
監
査
事
務
局
文
書
編
さ
ん
保
存
類
目
の
廃
止
） 

二 

岡
山
県
監
査
事
務
局
文
書
編
さ
ん
保
存
類
目
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。 

Ｄ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｃ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
部
監
査 

監
査
第
三
課 

  

 
 

一 

 
 

二 

 

三 

 

四 

 
 

五 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

二 

 

三 

 

四 
 

 
 

 

 五 六  七 八 九 十 七 
 

八 九 十  

 

十
一 

十
二 

十
三  

 

外
部
監
査
公
表 

外
部
監
査
協
議
関
係
書
類 

外
部
監
査
報
告
・
公
表
関
係
書
類 

外
部
監
査
実
施
関
係
書
類 

外
部
監
査
総
括 

 

歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
書 

基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
書 

公
営
企
業
会
計
決
算
審
査
意
見
書 

一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
審
査
関
係
書 

類 基
金
運
用
状
況
決
算
審
査
関
係
書
類 

公
営
企
業
会
計
監
査
及
び
決
算
審
査
関
係
書 

類 財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
関
係
書
類 

例
月
現
金
出
納
検
査
関
係
書
類 

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査
意
見
書 

健
全
化
判
断
比
率
等
審
査
関
係
書
類 

 

監
査
概
要
報
告
書 

監
査
台
帳 

監
査
等
報
告
・
公
表
関
係
書
類 

一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
基
金
の
監
査
関 

係
書
類 

行
政
監
査
関
係
書
類 

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
意
見
書 

内
部
統
制
評
価
報
告
書
審
査
関
係
書
類 

三
十 

 

五 

 

五 

 
五 

 
三  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十 十 十 

 

五  

 

五 

 

五  五 三 十 五  五 五 五 

 

三  

 

五 十 

 

五  
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◎
岡
山
県
監
査
公
表
第
三
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し

た
財
政
的
援
助
団
体
等
に
係
る
令
和
六
年
度
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を
、
同
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

髙 
 

橋 
 

 
 

 

徹 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

福 
 

島 
 

恭 
 

子 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

浅 
 

間 
 

義 
 

正 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
監
査
委
員 

 

飛 
 

山 
 

美 
 

保 
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１ 監査の概要 

(1) 監査等の種類  財政的援助団体等の監査 

(2) 監査の対象 

① 監査対象年度  令和５年度及び令和６年度 

         （井原鉄道株式会社についてのみ令和６年度も対象） 

② 監査対象団体 

・ 出資団体 ････ 県が資本金等の４分の１以上を出資している団体 

 ・ 補助金交付団体 ････ 県が１千万円以上の補助金を交付している団体 

 ・ 負担金・交付金交付団体 ････ 県が５千万円以上の負担金又は交付金を交付している団 

               体 

・  貸付金貸付団体 ････ 県が１億円以上の貸付金を貸し付けている団体 

・  指定管理者 ････ 県が公の施設の指定管理を行わせている団体 

③ 監査実施団体 

監査対象団体のうち、次の表に掲げる 19 団体について監査を実施した。 

区  分 監査対象団体数 監査実施団体数 

出 資 団 体   ２７     ６ 

補 助 金 交 付 団 体    ２７        ７ 

負担金・交付金交付団体     ８         ３ 

貸 付 金 貸 付 団 体     １         １ 

指 定 管 理 者   ３０        ７ 

合  計 

（ ）は実団体数  

  ９３ 

  （７５） 

  ２４ 

（１９） 

(3) 監査の着眼点 

財政的援助等に係る出納その他の事務が、当該援助等の目的に沿って行われ、適正に処理さ 

れているか。 

(4) 監査の実施内容 

監査に当たっては、岡山県監査委員監査基準（令和２年３月 27 日岡山県監査公表第５号）に

準拠し、次のとおり実施した。 

  ① 事前調査 

監査事務局職員が、あらかじめ監査実施団体に出向き、関係諸帳簿及び証拠書類を確認・ 

照合するとともに、当該団体の職員から説明を聴取して調書にまとめ、監査委員へ提出した。 

  ② 監査委員監査 

    ア 実地監査（８団体） 

監査委員が、監査実施団体に出向き、当該団体の職員から説明を聴取するとともに、当 

該団体から提出された監査資料等及び監査調書に基づいて監査を行った。 

イ  書面監査（11 団体）          

監査委員が、監査実施団体から提出された監査資料等及び監査調書に基づいて監査を行 

った。 

２ 監査の結果 

   上記により監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が財政的援助等の目的に沿って

行われ、おおむね適正に処理されていることを確認した。 

(1) 総括的事項 

 ① 監査を実施した 19 団体のうち、２団体について改善を要すると認められる事案（指摘事項）  

があった。 
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    ② 指摘事項には至らないが、４団体について、改善を要すると認められる事案（注意・指導 

事項）があった。 

  ③ その他の 13 団体については、適正に処理されていると認められた。 

 

監査実施団体
（監査実施団
体を所管する
県の部局） 

監 査 対 象 区 分 
監  査 

年月日 

指摘 

事項 

区 分 

実

地 

書

面 

公益財団法人
岡山県私学振
興財団 

(総務部) 

【補助金交付団体】 
岡山県私学振興財団補助金 
                 182,367,045 円 

令和７年
１月 28 日 

－ ○  

井原鉄道株式
会社 
(県民生活部) 

【出資団体】 
出資総額          700,000,000 円 
県の出資額        203,000,000 円 

（出資比率 29.0％）
【補助金交付団体】 
井原線鉄道基盤設備維持費補助金等 

215,963,112 円 

令和７年
２月 17 日 
 

有 

 

○ 

 

 

岡山空港ター
ミナル株式会
社    
(県民生活部) 

【出資団体】 
出資総額       860,300,000 円 
県の出資額      260,300,000 円 

（出資比率 30.3％）

令和７年
１月 27 日 

－ 〇  

岡山県ボラン
ティア・ＮＰ
Ｏ活動支援セ
ンター管理運
営共同体  
(県民生活部) 

【指定管理者】 
岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援 
センター        25,484,000 円 

令和７年
１月 16 日 

－  ○ 

特定非営利活
動法人バンク
オブアーツ岡
山 
(環境文化部) 

【指定管理者】 
おかやま旧日銀ホール   30,676,759 円 

令和６年
12 月 23 日 

－  ○ 

公益社団法人
岡山県文化連
盟 
(環境文化部) 

【指定管理者】 
岡山県天神山文化プラザ 68,025,000 円 

令和６年
12 月 18 日 

－  ○ 

地方独立行政
法人岡山県精
神科医療セン
ター    
(保健医療部)  

【出資団体】 
出資総額      1,202,336,883 円 
県の出資額     1,202,336,883 円 

（出資比率 100.0％） 

【負担金交付団体】 
岡山県精神科医療センター運営費負担 
金           735,646,000 円 

令和７年
１月 21 日 

－ ○  
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一般財団法人
岡山セラミッ
クス技術振興
財団 
(産業労働部) 
 
 

【出資団体】 
出資総額       400,000,000 円 
県の出資額        150,000,000 円 

（出資比率 37.5％）

【指定管理者】 
岡山セラミックスセンター 
             14,142,857 円 

令和７年
１月 28 日 

－ ○  

公益財団法人
岡山県産業振
興財団 
(産業労働部) 

【補助金交付団体】 
岡山県下請企業振興事業費補助金等 

205,727,085 円 
【指定管理者】 
岡山県テクノサポート岡山     0 円 

令和７年
１月６日 

－  ○ 

岡山デスティ
ネーションキ
ャンペーン推
進協議会 
(産業労働部)  

【負担金交付団体】 
岡山デスティネーションキャンペーン推 
進協議会負担金       61,469,000 円 

令和７年
１月 24 日 

－  ○ 

公益財団法人
岡山県水産振
興協会 
(農林水産部) 

【出資団体】 
出資総額          693,000,000 円 
県の出資額         509,517,400 円 

（出資比率 73.5％）

令和７年
１月 24 日 

－ ○  

公益社団法人
おかやまの森
整備公社 
(農林水産部) 

 

【補助金交付団体】 
公社の森機能増進総合事業費補助金 
             1,269,000,000 円 

【貸付金貸付団体】 
おかやまの森整備公社経営改善資金貸 
付金        32,335,000,000 円 

令和６年
12 月９日 

－  〇 

一般社団法人
岡山県木材組
合連合会 
(農林水産部) 

【補助金交付団体】 
おかやまの木で家づくり支援事業補助
金等          76,599,727 円 

令和６年
12 月 18 日 

－  ○ 

一般財団法人
上齋原振興公
社 
(農林水産部) 

【指定管理者】 
岡山県立森林公園     25,201,000 円 

令和７年
２月 10 日 

－  ○ 

公益財団法人
岡山県下水道
公社 

(土木部) 

【出資団体】 
出資総額          30,000,000 円 
県の出資額         15,000,000 円 

（出資比率 50.0％）

令和７年
１月 24 日 

－ 〇  

後楽園魅力向
上委員会 

(土木部) 

【負担金交付団体】 
後楽園魅力づくり事業負担金 

63,880,000 円 

令和６年
12 月 18 日 

－  〇 

公益財団法人
岡山県育英会 

(教育庁) 

【補助金交付団体】 
岡山県育英事業費補助金 37,631,101 円 

令和７年
１月 21 日 

有 〇  
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 (2) 個別的事項 

①  井原鉄道株式会社 

ア 指摘事項 

令和６年５月から令和７年１月にかけて、パート社員が伝票の改ざん等により現金を着 

服し、1,243,480 円の被害が発生した。 

   イ 所見 

過去の着服事案に対する再発防止策が、本事案では機能しなかった事実を真摯に受け止 

め、今後二度と不正事案が発生しないよう、内部統制制度の充実など改善策等を確実に実 

施することにより、信頼回復に向けて組織をあげて対応されたい。 

また、定期券の販売など現金を扱っている全ての駅について、過去に遡って調査するな 

ど、他にも不適切な会計処理がないか改めて点検を行い、是正が必要な場合には早期に対 

応することにより、健全な業務運営に努められたい。 

② 公益財団法人岡山県育英会 

   ア 指摘事項 

令和５年度末の奨学金未収償還金が、前年度末に比べ総額は減少しているものの、 

310,863,184 円と多額になっており、早期解消が必要である。 

      イ 所見 

奨学金の未収償還金について、年度末残高は３年連続して減少しているものの、令和５ 

年度の収入率は３年連続して低下しており、かつ、年度末時点での総額は、依然として多 

額である。 

適正に返還している人との公平性の確保の観点や制度の運営上の観点から、大きなリス

クとなっており、今後とも、債権管理に万全を期し、新たな未収償還金の発生を防止する

とともに、未収償還金の回収に向け、より効果的・効率的な対策を推進されたい。 

宗教法人寳福
寺 

(教育庁)  

【補助金交付団体】 
文化財活用促進事業費補助金 

         16,412,000 円 

令和６年
12 月 18 日 

－  ○ 

国際ライフパ
ートナー株式
会社 

(教育庁)  

【指定管理者】 
岡山県立博物館       26,200,000 円 

令和６年
12 月 25 日 

－  〇 
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１ 知事部局関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

   

  （知事直轄） 

消防学校 令和６年７月23日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 正当債権者への支払いがなされていないものが認められた。 

 
 
措置の内容 

① ガソリン代のような定例的支払について、財務システムのテンプレート

機能を活用し、入力時に正当債権者が自動的に表示されるようにした。 

また、担当者及び決裁関与者は、内容確認を漫然と行うことなく１件ご

と丁寧に確認し、確認済事項には印を付け、漏れがないようにした。 

決裁後においても担当者は再度内容確認を行うこととし、更に審査確認

入力の際にも、正当債権者であること及び金額に誤りがないことを改めて

確認した上で入力することとした。 

 

 

（総務部） 

東京事務所 令和６年11月７日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 正当債権者からの委任状等を徴さずに決済代行会社に支出したものが認め

られた。 

 

② 戻入手続きが不適切なものが認められた。 

 

措置の内容  
① 請求書の発行元や振込先の確認等の事務処理について、組織としてのチ 

ェック体制が十分でなかった。このため、会計事務着眼点チェックリスト

を踏まえた所内用の会計事務チェックリストを新たに作成し、関係起案に

添付するとともに、事業執行ライン及び出納ラインの両体制で確認を行う

こととした。 

 

② 口座振込による戻入処理については、所内でも事例の少ない特殊な事案で 

あったため、所内職員の当該事務処理に関する知識が不十分であり、また

組織としてのチェック体制も十分でなかった。 
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このため、新たに作成した会計事務チェックリストで、確認すべきポイ

ントを明確化し、関係起案に添付するとともに事業執行ライン及び出納ラ

インの両体制で確認を行うこととした。 

事務処理が不明確な場合は、会計課等の関係部署へ相談や確認を行いな

がら事務処理を行うことを所内会議で周知した。 

 
  
 

（県民生活部関係） 

県民生活部 令和６年11月５日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 雑入（自立促進資金貸付金償還金）及び雑入（生業修学資金貸付金償還金） 

について、収入率が前年度以下となっており、早期改善が必要である。 

 

①-１ 自立促進資金貸付金償還金収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      12,103,347 3.7 

令和５年度末 11,497,247 2.1 

比 較 増 減   △606,100 △1.6 

 

①-２ 生業修学資金貸付金償還金収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末 13,586,060 5.1 

令和５年度末 13,007,060 3.2 

比 較 増 減     △579,000 △1.9 

  

措置の内容 

①-１ 雑入（自立促進資金貸付金償還金） 

収入未済となっている償還金に関しては、文書、電話による督促や、訪

問による面談を行い、債務者の収入、資産の状況等に応じた対応を行うと

ともに、職員だけでは対応困難な案件については、弁護士への業務委託も

活用し、債権回収に取り組んでいる。令和６年度は12月末現在で23名から

172,000円を回収した。 
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今後も各債務者の収入、資産の状況等を踏まえ、きめ細やかな対応を心 

がけながら、収入未済額の更なる縮減に努める。 

 

【令和６年12月末現在取組状況】 

・文書督促  延べ111名 

・電話督促  延べ ８名 

・弁護士委託    １名 

 

①-２ 雑入（生業修学資金貸付金償還金） 

収入未済となっている償還金に関しては、文書、電話による督促や、訪問

による面談を行い、債務者の収入、資産の状況等に応じた対応を行うとともに、

職員だけでは対応困難な案件については、弁護士への業務委託も活用し、債権

回収に取り組んでいる。令和６年度は12月末現在で32名から442,000円（うち

完済２名35,000円）を回収した。 

また、免除（貸付金の返還免除に関する条例第２条）に該当した１名

440,000円は、返還免除の処理をした。 

今後も各債務者の収入、資産の状況等を踏まえ、きめ細やかな対応を心が

けながら、収入未済額の更なる縮減に努める。 

 

【令和６年12月末現在取組状況】 

・文書督促  延べ100名 

・電話督促  延べ 14名 

・弁護士委託    １名 

 

岡南飛行場管理事務所 令和６年７月30日 

 
監査結果（指摘事項） 

①-１ 小型航空機の停留料について、令和４年度には１件160,908円の未納が認

められたが、その後の調査の結果、令和５年度には３件1,898,650円の未納が

認められた。 

 

①-２ 停留料未納のまま停留が継続し、未納額が増加する状態が継続している

航空機２機が確認されている。 

 

措置の内容 

①-１ 未納停留料３件のうちの１件、令和５年５月に提訴した事案（160,908

円）は、県の勝訴が確定したが、その後の未納停留料等に関する訴えを令和６

年12月27日に提起しており、その判決を踏まえた上で強制執行の申立等の対応

を検討中である。 
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残る２件（1,737,742円）についても、令和６年７月12日に未納停留料等に

関する訴えを提起し、同年11月22日までに県の勝訴が確定したことから、令和

７年１月６日に債務名義に基づく強制執行の申立を行っているところである。 

また、これらの事案の再発防止策として、令和６年２月20日付けで岡山県

岡南飛行場管理業務処理規程を改正し、新たに停留期間の上限を原則１か月と

定めるとともに、停留料等に滞納がある場合には停留期間の更新をしないこと

としたところである。 

 

①-２ 本件航空機についても、令和６年６月13日に停留料債権額が確定し、岡

山県債権管理条例に基づく未納停留料の請求等を行ったが、納付等が行われな

いことから同年12月27日に未納停留料等に関する訴えを提起したところであ

る。 

また、本事案の再発防止策として、飛行場の使用者と長期間連絡がとれなく

なるなど同様の事案が発生した場合は、飛行場の管理に重大な支障をきたすも

のと判断し、その状況に応じて上限期間の経過を待つことなく、指示等を行っ

ていくこととしたところである。 

 

岡山空港管理事務所 令和６年８月16日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 航空機の着陸料・停留料について、その積算の基礎となる航空機の最大

離陸重量・騒音値を誤り、収入に多額の過不足が発生しているものが認められ

た。 

 

措置の内容 
  
① 調定額の誤りについては、過納額は航空会社へ返還し、不足額は航空会社へ

追加請求し、納入済みとなった。 

再発防止策として  

・着陸料、停留料の単価一覧表及び空港施設使用料台帳の作成にあたり、新た

な確認要領（チェックリスト）を策定した。また、空港管理事務所に転入し

た職員に対する研修について、回数を増やすとともに内容の充実を図った。  

・単価一覧表について、誤入力を防止する様式・計算式に変更するとともに、

誤り防止のため、航空会社から入手する使用航空機一覧表を電子データに変

更した。  

・作成された単価一覧表及び空港施設使用料台帳については、確認要領（チェ

ックリスト）をもとに、複数の職員で確認することとした。  

・空港施設使用料台帳に記載する航空機の機体登録記号等について、目視に加

え、インターネット情報でも確認することとした。  

・空港施設使用料台帳について、航空会社に具体的な箇所を示した上で確認を
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依頼するなど、チェックの徹底を図った。 
 

 

  （保健医療部関係） 

保健医療部 令和６年11月１日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 公害認定者医学的検査業務委託料について、支出先を誤ったものが１件認め

られた。 

 
 
措置の内容 

① これまでは10万円以上の支出負担行為決議書兼支出命令書について、担

当・班長・課長で確認を行っていたが、再発防止策として、令和７年１月

から、５以上の複数債権者の場合は、決裁関与者を担当・班長・課長の３

名から、担当・副担当・班長・課長の４名に増員した。 

 

 

  （子ども・福祉部関係） 

子ども・福祉部 令和６年11月11日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 児童扶養手当返納金について、現年の収入率が前年度以下となっており、早

期改善が必要である。 

 

児童扶養手当返納金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末       2,274,851 92.8 19.1 

令和５年度末        1,809,583 91.2 31.5 

比 較 増 減        △465,268 △1.6 12.4 
 

   
 
措置の内容 

① 債務者に対し、督促状の送付や電話等による督促を行っているところで

あり、債務額の一部（令和６年12月末現在451,849円）について償還があっ

た。今後とも、収入未済額の解消に努めるとともに、債務者の経済状況等

を正確に把握して適正な収納管理を行う。 
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倉敷児童相談所 令和６年８月２日 

監査結果（指摘事項） 

① 児童保護弁償金について、現年及び過年の収入率が前年度以下であり、未済

額も前年度以上となっており、早期改善が必要である。 

 

児童保護弁償金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末       5,358,865 84.2 14.1 

令和５年度末        7,043,545 79.7 11.4 

比 較 増 減        1,684,680 △4.5 △2.7 

 

② 延滞金について、未済額が前年度以上となっており早期改善が必要である。 

 

延滞金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末       993,500 7.1 4.1 

令和５年度末        1,029,800 7.3 6.2 

比 較 増 減       36,300 0.2 2.1 
 

 

措置の内容 

① 児童保護弁償金について、新たな収入未済の発生防止のため、滞納者との面

談時などに、納付の確実な履行を求めるとともに、口座振替による期限内納付

を積極的に進めた。 

また、電話催告や文書催告に加えて、幅広く財産調査を行い、換価可能財

産が判明したケースについては滞納処分を行うなど、公平かつ適正な執行に努

めた。 

同時に生活困窮や行方不明等により納付の見込みがないケースについて

は、滞納処分の執行停止を行うなど、債権の整理を進めた。 
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【令和６年12月末現在の収入額】 

・児童保護弁償金 

令和５年度未収分のうち令和６年度における収入 

収入件数     収入額     (収入率) 

    現年度分   37件     323,870円        82.2% 

    過年度分   86件     820,202円        26.7% 

      計    123件    1,144,072円 

 

② 延滞金は、収入未済となった本体債権（児童保護弁償金）に納付があったと

きに発生することから、本体債権の収入未済の発生防止のため、口座振替によ

る納期限内納付の推進に努めた。 

また、延滞金の累積を抑制するため、換価可能財産が判明したケースにつ

いて、早期に滞納処分を行うとともに、生活困窮や行方不明等により納付の見

込みがないケースについて、滞納処分の執行停止を行うなど、債権の整理を進

めた。 

 

【令和６年12月末現在の収入額】 

・延滞金 

令和５年度未収分のうち令和６年度における収入 

収入件数     収入額     (収入率) 

     現年度分    2件      18,500円        16.7% 

     過年度分   75件     190,100円        25.3% 

       計     77件      208,600円 

 

 

 （農林水産部関係） 

農林水産部 令和６年10月25日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 三徳園内の土地に昭和50年から設置された電柱が無許可で占有されてい

ることに気が付かず、使用料が時効消滅したものが認められた。 

 

② 昨年度、注意・指導事項とされた事項について措置又は改善がなされて 

いないものが３件認められた。 

 
  
措置の内容 

① 現況把握の不足が原因であるため、今後は、園内の排水路の点検に併せ

て、三徳園駐在の担当と農産課担当による複数人での現地確認による現況

把握を行うことにより、再発防止に努める。 
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②-１ 事務手続の理解が不十分であったことが原因であるため、職員に資金

前渡後の事務手続を周知するとともに、事業の完了後は、事業担当と経理

担当が双方で確認した上で履行確認することで、再発防止に努める。 

 

②-２ 確認不足が原因であるため、契約書に必要な添付書類を対外戦略推進

室職員に室内会議で周知するとともに、契約書を作成する際には、部内内

部統制のチェックリストを活用し、事業担当と副担当による複数人での添

付書類の確認を行うことで再発防止に努める。 

 

②-３ 確認不足が原因であるため、請書に必要な添付書類を対外戦略推進室

職員に室内会議で周知するとともに、請書を作成する際には、部内内部統

制のチェックリストを活用し、事業担当と副担当による複数人での添付書

類の確認を行うことで再発防止に努める。 

  

農林水産総合センター 令和６年９月２日 

 
監査結果（指摘事項） 

① １件が100万円以上のもので調定時期が１か月以上遅延しているものが

認められた。 

 

措置の内容 

① 再発防止策として、今年度の収入に関する契約締結伺（単価契約、委託販売

契約を除く）に収入伺を併せて記載していることを経理・総務担当者で確認し

た。 

また契約締結伺と収入伺の同時起案の必要性を最新の該当起案データ欄外

に記載し、担当者が変わっても必要性を引き継げるようにした。 

 

 

（県民局及び地域事務所） 

備前県民局 令和６年10月21日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 県税（現年課税分）について、収入率が前年度以下であり、未済額も前

年度以上となっており、早期改善が必要である。 
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県税（現年課税分）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      665,812,624 99.296 

令和５年度末      678,407,922 99.290 

比 較 増 減     12,595,298 △0.006 

 

② 税外収入（県税関係）について、収入率が前年度以下となっており、早

期改善が必要である。 

 

税外収入（県税関係）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      48,642,755 68.7 

令和５年度末      37,987,533 67.0 

比 較 増 減     △10,655,222 △1.7 

 

③ 雑入（生活保護費返還金・徴収金）について、現年及び過年の収入率が

前年度以下であり、未済額も前年度以上となっており、早期改善が必要で

ある。 

 

雑入（生活保護費返還金・徴収金)収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末      2,732,906 99.7 15.5 

令和５年度末      3,100,144 81.2 5.9 

比 較 増 減    367,238 △18.5 △9.6 

 

④ 母子父子寡婦福祉資金貸付金について、現年の収入率が前年度以下となっ

ており、早期改善が必要である。 
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母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末      9,172,091 94.4 12.7 

令和５年度末     8,421,696 92.9 13.6 

比 較 増 減    △750,395 △1.5 0.9 

 

⑤ 農業改良資金貸付金違約金（違約金及び延納利息）について、収入率が前

年度以下となっており、早期改善が必要である。 

 

農業改良資金貸付金違約金（違約金及び延納利息）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末     17,384,403 1.8 

令和５年度末     17,116,403 1.5 

比 較 増 減     △268,000 △0.3 

 

⑥ 土木使用料について、現年及び過年の収入率が前年度以下であり、未済額

も前年度以上となっており、早期改善が必要である。 

 

土木使用料収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末    1,471,775 99.81 14.08 

令和５年度末     1,620,017 99.73 10.03 

比 較 増 減     148,242 △0.8 △4.05 

 

⑦ 土木使用料について、時効の更新（中断）の措置が取られておらず、時効

消滅したものが認められた。 

 

⑧ ボートパーク等施設使用料の過去２か年について、収入未済・延滞金の整
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理票が作成されていないものが認められた。 

 
 
措置の内容 

①② 滞納案件については、預金や生命保険だけでなく、勤務先など幅広い財産

調査を行い、財産を発見した場合は、迅速かつ効果的に差押を行う等、案件の

早期解決に取り組んでいる。また、捜索やタイヤロック等の強化月間を設け、

大口・困難案件の財産発見に努め、収入未済額の縮減に努めるとともに財産調

査により担税力を喪失していると認められる者については、徴収の緩和措置を

講じて滞納繰越額の縮減を行うこととしている。 

なお、市町が賦課徴収を行っている個人県民税については、管内市町と県

職員が相互に併任するなど連携・協力し、収入未済額の縮減に努めている。 

 

③ 滞納者に対して家庭訪問や文書、電話による償還指導等を繰り返し行った結 

果、令和５年度収入未済額について、令和６年12月末現在で、11件182,000円

を回収した。 

また、新たな滞納の発生を防ぐため、保護開始時に正しい収入を申告する

よう強く指導するとともに、定期的な家庭訪問等により生活実態の把握に努め

た。 

 

④ 滞納者に対して家庭訪問や文書、電話による督促に加え、分割納入等の償還

指導を繰り返し行うとともに、連帯保証人に対して滞納状況の通知を行ったほ

か、必要に応じて弁護士から法的なアドバイスを受けるなどした結果、令和５

年度収入未済額について、令和６年12月末現在で、248件1,679,382円を回収し 

た。 

また、新たな滞納の発生を防ぐため、貸付に当たっては、借主及び連帯借

主に面接して丁寧な制度説明等を行うとともに、連帯保証人に対しても意思確

認を行うなど、償還に対する意識の向上を図った。 

 

⑤ 借受者５名分の滞納に対し償還計画を作成させて計画的な償還を促すなど、

今後も電話連絡や面談による指導を引き続き行い、一層の収入確保に努める。 

うち１名分が完納し、また他の４名分もそれぞれ分納により納付が行われ

ており、令和６年12月末現在で、534,536円の納付があった。 

 

⑥ 道路占用料については、文書等による催告を行ったが、令和３年７月に債務

者が破産手続きの開始決定を受けたことから、破産管財人に対して滞納金を交

付要求していたところ、配当額(22,744円)が確定したことから回収し、残金

(18,851円)については今後返済が見込まれないことから不納欠損処分をした。 

河川占用料については、文書・電話による催告を繰り返し行い、収入未済

の縮減を図っている。 
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ボートパーク等施設使用料については、滞納している者に対して電話によ

る催告を行い、全額回収した。また、分納が常態化している者に対して、分納

は認めない旨の告知を行った。今後も収入未済案件の早期把握、早期対応に努

めていく。 

これらの取組により令和６年12月末現在の収入未済額は、148件1,136,935

円（過年94件707,728円、現年54件429,207円）減少し、引き続き収入未済額の

縮減に努めている。 

 

⑦ 一括での納付が困難な者に対しては、分納による納付を促すなど、時効によ

って債権が消滅しないよう努めている。 

 

⑧ 督促状送付票兼滞納金整理票作成の重要性を再確認するとともに、督促状送

付票兼滞納金整理票の作成状況について、所長によるチェックを受けることと

した。 

 

備中県民局 令和６年10月17日 
 
監査結果（指摘事項） 

① 県税（現年課税分）及び税外収入（県税関係）について、収入率が前年度 

以下であり、未済額も前年度以上となっており、早期改善が必要である。 

 

県税（現年課税分）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      307,023,355 99.53 

令和５年度末      328,001,341 99.48 

比 較 増 減     20,977,986 △0.5 

  

税外収入（県税関係）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      6,310,186 91.8 

令和５年度末     17,233,824 82.7 

比 較 増 減     10,923,638 △9.1 
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② 雑入（生活保護費返還金・徴収金）について、現年及び過年の収入率が 

 前年度以下であり、未済額も前年度以上となっており、早期改善が必要で 

 ある。 

 

雑入（生活保護費返還金・徴収金)収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末      4,687,742 92.9 14.0 

令和５年度末      6,040,358 37.6 6.5 

比 較 増 減    1,352,616 △55.3 △7.5 

 

③ 母子父子寡婦福祉資金貸付金について、現年の収入率が前年度以下となっ 

ており、早期改善が必要である。 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末      4,709,279 94.6 20.4 

令和５年度末       3,432,059 94.2 47.2 

比 較 増 減    △1,277,220 △0.4 26.8 

 

④ 雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）について、100万円以上の収

入未済があるものの、収入されていないことから、早期改善が必要である。 

 

雑入（霞橋側道橋放火に係る原因者負担金）収入未済状況 

 収入未済額（円） 収入率（％） 

令和４年度末      3,567,040 0 

令和５年度末      3,567,040 0 

比 較 増 減     0 ±0 
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⑤ 土木使用料の滞納債権について、財産調査等債権確保の措置がとられて

いないものが認められた。 

 
 
措置の内容 

① 広報等により納期内納付の推進を図るとともに、滞納事案の課税年度内の早

期完結を目指して進行管理を徹底し、早期の財産調査を実施し、滞納者に対す

る滞納処分を迅速・厳格に執行することにより未収額の縮減に努めている。ま

た、未収額の多くを占める個人県民税の滞納額縮減に向け、情報共有、特別徴

収の徹底など、市町と連携し徴収対策に努めている。 

税外収入については、未収額の多くを占める延滞金滞納額の縮減に向け、

本税徴収時に延滞金も含めて滞納がなくなるよう配慮して滞納整理を行うと

ともに、滞納となっているものについては、定期的に催告書を送付し、差押可

能財産が見つかり次第滞納処分を行うなど、税外収入の収入率向上に努めてい

る。 

 

② 対象者が経済的に困窮している者が多いことを十分考慮し、生活保護受給中

の者に対しては毎月の保護費支給時、面接時において計画的な徴収に努めてい

る。また、生活保護廃止済の者に対しては世帯状況を確認したうえでの返還可

能額を協議等により徴収しているところである。 

引き続き、文書や訪問による納付指導を行っていくが、誠意ある対応が見

られない場合、法的手段による徴収も検討する。また、新たな返還金・徴収金

の発生を未然に防ぐため、生活保護受給世帯に対し、収入申告義務に関する繰

返しの説明や、課税調査、資産申告書徴収等による世帯状況の確認を実施して

いる。 

 

（参考）  

【上記収入未済額に係る令和６年12月末時点収入状況】 

    生活保護費返還金・徴収金 

     現年度分   0件      0円 

     過年度分   0件         0円 

       計    0件         0円 

 

③ 滞納者に対し、電話や文書に加え居宅訪問による償還指導を行っている。特

に連絡が取りにくい滞納者へは、電話する時間を工夫することや、メールの活

用等により接触の機会を増やした。病気や転職、事故等不測の事態により所得

が下がり、それをきっかけに滞納が始まるケースが散見される中、所得調査等

により家計状況を確認しつつ、償還方法の見直しの相談にあたるなど償還につ

ながる指導を丁寧に行っている。また、回収困難な事例に関する専門的知識や

助言を得るため、本庁担当課や嘱託弁護士へ相談を行うなど引き続き収入未済
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の削減に努めているところである。 

 

  （参考） 

【上記収入未済額に係る令和６年12月末時点収入状況】 

      母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計      

         現年度分   21件     208,400円        

         過年度分   82件    564,921円       

              計    103件    773,321円  

（内訳：元利金） 

現年度分  21件     208,400円        

           過年度分  41件    430,021円       

               計    62件    638,421円  

（内訳：違約金） 

現年度分   0件           0円        

           過年度分  41件    134,900円       

               計    41件    134,900円 

④ 債務者が刑法犯として実刑判決を受け、令和５年10月まで服役していたた

め、収入未済となっているもの。債務者について、財産調査を行うとともに、

数度にわたり面談を行ったが、就職活動中であり、弁済能力はないことを確認

した。（令和７年１月時点）また、親族等にも連絡をとり、債務者に代わり弁

済するよう促したが、不可能との回答があった。引き続き、債務者やその親族

と連絡をとり、就職状況、弁済能力等を適宜把握し、債権回収に努める。また、

債務者の支払能力を勘案した上で、親族等が任意弁済を行える状況にあるかに

ついても引き続き確認する。 

 

⑤ 従来の架電や督促状の送付、未納者宅の訪問に加え、財産調査、弁護士相談

を行った上で、差押えなどの法的手段を検討する。 

 

高梁地域事務所 令和６年10月17日 

 
監査結果（指摘事項） 

① 灯油について燃料出納簿を整備していないものが認められた。 

 
 
措置の内容 

① 以前は燃料受払簿が整備されていなかったため、使用量の把握が不十分

であったが、直ちに燃料受払簿を作成し、所内会議にて所員に周知し記録

するよう指示した。また毎月管理職が記録の漏れがないか確認することと

した。 
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新見地域事務所 令和６年10月17日 

監査結果（指摘事項） 

① 落札決定後、最低制限価格を誤って高く設定していたことが判明し、当

該入札の落札決定を取り消した上で入札を無効としたものが認められた。 

 

措置の内容 

① 最低制限価格の設定は決裁権限者が１名で行っていたが、確認が不十分であ

ったため誤った設定率により設定していた。今後は同等の権限を持つ部署内職

員と設定価格の確認を行うように改めた。 

 

美作県民局 令和６年10月８日 

監査結果（指摘事項） 

① 雑入（生活保護費返還金・徴収金）について、過年の収入率が前年度以 

下となっており、早期改善が必要である。 

 

雑入（生活保護費返還金・徴収金)収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末     3,649,756 57.2 14.9 

令和５年度末       2,978,746 75.6 12.6 

比 較 増 減        △671,010 18.4 △2.3 

 

② 農林水産事業部において、灯油について燃料出納簿を整備していないものが

認められた。 

 

措置の内容 

① 生活保護費返還金・徴収金については、滞納者の大半が生活に困窮しており、

訪問や電話連絡等により滞納者の生活状況も確認しながら督促及び返還指導

を継続し、徴収に努めている。 

その結果、債務額の一部について償還があり、上記収入未済額のうち

227,611円（12月末現在）を縮減している。 

 

② 燃料出納簿を作成し、灯油保管場所に設置した。また、職員に出納簿につい

て燃料を使用する際に記入するように周知した。 
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真庭地域事務所 令和６年10月８日 

監査結果（指摘事項） 

① 雑入（備中川河川区域内からの重機撤去費用）において、100万円を超える

収入未済が新たに発生しているものが認められた。 

 

措置の内容 

① 地域事務所から督促状及び催告書を送付して本人と納入交渉を続けたが、支

払いがなかったため、令和５年10月に以後の法的措置も想定して弁護士に債権

整理回収業務を委任した。現在、分割納付による返済を内容とする強制執行認

諾文言付公正証書作成に向け、弁護士が文書発送や電話、自宅訪問を重ねる等、

県関係部署と共に調整を継続しているところであるが、これまでのところ債務

者が話し合いに応じていない。 

このため、訴訟を提起することについて検討しているところである。 

 

 

２  教育委員会関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

教育庁 令和６年10月23日 

監査結果（指摘事項） 

① 下記の４件全てについて、現年若しくは過年の収入率が前年度以下であり、

未済額も前年度以上となっており、早期改善が必要である。 

高等学校貸付奨学金返還金について、総額は減少しているものの、多額の収

入未済額があり、早期解消が必要である。 

 

①-１ 高等学校貸付奨学金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末     7,098,540 91.5 26.5 

令和５年度末     9,758,977 79.0 17.8 

比 較 増 減     2,660,437 △12.5 △8.7 
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①-２ 高等学校等奨学金貸付金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末      28,047,148 70.1 5.3 

令和５年度末       32,318,510 58.7 4.9 

比 較 増 減       4,271,362 △11.4 △0.4 

 

①-３ 大学奨学金貸付金収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末        3,020,938 82.8 24.8 

令和５年度末        4,087,751 80.9 76.3 

比 較 増 減        1,066,813 △1.9 51.5 

 

①-４ 違約金及び延納利息（岡山県地域改善対策奨学金及び通学用品等助成

金返還金遅延利息）収入未済状況 

 収入未済額（円） 
収入率（％） 

現年 過年 

令和４年度末        2,285,955 33.3 3.9 

令和５年度末        4,591,237 15.9 1.5 

比 較 増 減        2,305,282 △17.4 △2.4 

 

② 庁用自動車による交通事故での100万円以上の亡失損傷及び相手方に多

大な損害が生じているものが認められた。 

 

措置の内容 

①-１ 滞納者に対して、文書・電話・訪問による督促を繰り返し行うとともに、

連帯保証人・保証人にも督促を行い、全ての債務者に状況を認識させている。 

新たな収入未済の発生防止のため、早い段階から電話や訪問による督促を実施

するとともに、猶予制度の活用についても促している。経済的理由により長期
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滞納となっている者に対しては、資力確認を行い、履行延期の特約等により徴

収緩和を行っている。また、繰り返しの督促に応じないなどの債務者に対して

は、法的手続を含めた対応を弁護士に委託し、返還請求に関する訴えの提起を

行うなど、債権整理・回収の取組の強化を行っている。過年度分については、

令和７年１月６日現在で93件954,023円の納付があり、また、66件2,891,700

円の履行延期の特約等を行った。 

 

①-２ 滞納者や連帯保証人に対して、文書・電話・訪問による督促を繰り返し

行うとともに、連絡が取れない者については、住民票等の公用請求なども行い

ながら、居住地の特定・生活状況の把握に努めている。また、繰り返しの督促

にも応じない債務者に対しては、法的手続を含めた対応を弁護士に委託し、返

還請求に関する訴えの提起を行うなど、債権整理・回収の取組の強化を行って

いる。これらの取組により、令和６年12月末現在で、高等学校等奨学金分208

件1,986,635円の納付があった。 

 

①-３ 滞納者や連帯保証人に対して、文書・電話・訪問による督促を繰り返し

行うとともに、連絡が取れない者については、住民票等の公用請求なども行い

ながら、居住地の特定・生活状況の把握に努めている。また、繰り返しの督促

にも応じない債務者に対しては、法的手続を含めた対応を弁護士に委託し、返

還請求に関する訴えの提起を行うなど、債権整理・回収の取組の強化を行って

いる。これらの取組により、令和６年12月末現在で、大学奨学金分26件309,744

円分の納付があった。 

 

①-４ 滞納者や連帯保証人に対して、文書・電話・訪問による督促を繰り返し

行うとともに、連絡が取れない者については、住民票等の公用請求なども行い

ながら、居住地の特定・生活状況の把握に努めている。また、繰り返しの督促

にも応じない債務者に対しては、法的手続を含めた対応を弁護士に委託し、返

還請求に関する訴えの提起を行うなど、債権整理・回収の取組の強化を行って

いる。これらの取組により、令和６年12月末現在で、延滞利息分21件276,669

円分の納付があった。 

 

② 今回の事故は、職員の集中力欠如により発生したものであり、前日の農作業

による疲労の蓄積が集中力欠如の一因であった。よって、当該職員に対しては、

自身の健康状態に配慮しながら交通法規を遵守し安全に走行すること、その他

課員に対しては、本指導員業務はペアでの行動が基本となることから、運転中

はお互いの様子に注意して声かけ等を行うよう指導するとともに、課内では、

既存のコンプライアンス研修資料を使用し、改めて交通事故の発生防止に係る

注意喚起を行った。また、今回の事故の要因等を踏まえ、課内で使用する庁用

自動車運転時のアルコール検査記録簿に自己の体調確認欄を追記することで、

運転者が庁用自動車に乗車する前に必ず自己の健康状態を確認し、体調に不安
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がある場合は運転を控えることの徹底に取り組んでいる。 

 

岡山支援学校 令和７年２月17日 

監査結果（指摘事項） 

① 事業執行伺・経費支出伺が未決裁で支出しているものが19件認められた。 

 

② 事業執行伺・経費支出伺が未決裁で、支出決議書も未決裁で支出しているも

のが２件認められた。 

 

③ 支出決議書が未決裁で支出しているものが１件認められた。 

 

④ 契約予定業者に他者名義の見積書を提出させたものが３件認められた。 

 

措置の内容 

① 事業執行伺等について、出納員が担当者に対し、起案文書の体裁や根拠を何

度も繰り返し確認したことにより、稟議が遅滞したことが、原因であった。 

・業務上の課題がある場合は、所属内で共有し必要な協議をした上で、先送り

せず迅速な対応に努めるなど、組織で対応していくよう改善を図った。 

・講師謝金については、担当以外の職員も日程を確認し、遅滞しているものが

ないか確認を行うようにした。 

・会計課作成の会計事務着眼点チェックリストも活用し、事業実施から支出ま

での手順をチェックしていくようにした。 

 

② 事務が遅滞しており、支払期限が迫っていたため、決裁を受けないまま支出

を行っていた。 

・遅滞している事務があれば、随時進捗状況を確認し、必要があれば代わりに

事務処理を行うなど、組織で対応するように改善を図った。 

・本来あるべき手順で行っているか担当者以外の複数人でチェックしながら業

務を行っていくようにした。 

 

③ 支出決議書の決裁について、後でまとめて決裁を受ければよいと出納員が安

易に考えていたため、支出決議書が未決裁で支出を行ってしまった。 

・支出決議書の決裁を受けてから支出を行うことの徹底を図った。 

・問題のある経理処理を行っていた場合、出納員以外の職員でも意見が言える

よう、今回の件を受けて上司から積極的に声かけを行い、風通しのよい職場

づくりに努める。 

 

④ 選定した複数の業者から直接見積書を提出させるのが本来の手続きである
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ことを所属内で共有し、岡山県財務規則第151条及び岡山県会計事務取扱要綱

（金銭会計）第151条関係の再確認を行い、法令遵守の徹底を図った。 

・余裕のない事務処理であったことが原因であるため、朝礼で業務の進捗状況

を確認するなど、日頃から職員間の情報共有を図るとともに、業務遂行上の

課題がある際には、関係者で共有し必要な協議をした上で、先送りせず迅速

な事務処理を行うよう改善を行った。 

・定例の支払については、「定例支出処理確認シート」を作成し、所属内で進

捗状況が分かるように共用フォルダ内で共有した。 

 

 

４  公安委員会関係 

監査実施機関 監査実施年月日 

警察本部 令和６年10月31日 
 
監査結果（指摘事項） 

① 警察車両による交通事故で警察車両を全損したものが認められた。 

 

② 警察職員による押収品窃盗により相手方に100万円以上の損害を賠償したも

のが認められた。 

   
措置の内容 

① 各所属を巡回して車両の管理状況等を確認するとともに、物品管理の重

要性や亡失損傷による財政や業務への影響について指導し、車両の適正な

管理と運用に努めている。 

車両の整備不良等が交通事故の原因となることも懸念されることから、

日常点検を実施して異常の有無を確認し、不具合箇所の早期発見及び早期

整備を行っている。 

また、本件は、冬季、県外派遣から帰県する際の凍結路面におけるスリ

ップ単独事故であるため、本件事案を踏まえて、冬季における路面凍結の

起こりやすい橋梁、トンネル出入口、地理不案内な場所を走行する時の注

意点、急ハンドル・急ブレーキを掛けない安全走行について資料を配布し

て教養を行うとともに反省検討会を実施して再発防止に努めた。 

さらに、事故を惹起した当事者を招致して、事故事例の検討、道路状況、

気象条件に応じた安全運転に努めるなどの再発防止教養を実施した。 

今後も、警察活動に必要不可欠な警察車両の重要性を認識するよう、警

察車両を運転する職員に対して各種運転講習・訓練等において、安全確認

の徹底と安全最優先の交通事故防止教養を継続実施し、警察車両による交

通事故での亡失損傷の絶無に努める。 
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② 当該事案の発覚を受け、県下全警察署において全証拠品の一斉点検を実施し

たほか、関係規程である「証拠物件の適正な取扱い及び保管の推進について（通

達）」を改正（主な改正点は以下に記載）し、より厳格な取扱いを開始した。 

また、各種会議や研修会等において、指示・教養を行い、全警察官に対し

て改正内容の浸透等を図った。 

・貴重品等の特殊な証拠品（以下「特殊物件」という。）を保管する特殊物件

保管庫の鍵の保管者について、事件担当課長であったものを改め、大規模４

警察署は捜査管理官に、その他の警察署は副署長に変更した。また、その他

の証拠品を保管する保管庫の鍵の保管者についても、事件担当課長又は係長

であったものを改め、警察署長が保管責任者として指定する事件担当課長を

はじめとした警部以上の階級にある者（以下「保管責任者」という。）に変

更した。 

・証拠品の出納について、事件担当課長等の命を受けて係長等が単独で行うこ

とができたものを改め、保管責任者が他の職員と共に複数名で行うよう変更

した。 

・証拠品の点検について、事件担当課長又は係長が行っていたものを改め、保

管責任者が他の職員と共に複数名で行うよう変更した。 

・警察本部によるチェック機能を強化するため、警察本部の所属長等が業務で

警察署に赴いた際、特殊物件の保管・管理状況の点検を行うことを新たに規

定した。 

 

岡山東警察署 令和６年７月23日 
 
監査結果（指摘事項） 

① 警察車両による交通事故での100万円以上の亡失損傷が生じているものが認

められた。 

 

措置の内容 

① 交通事故を防止するため、本件事故を発生させた職員への個別指導はもとよ

り、全署員に対して、朝礼、定期招集、研修等のあらゆる機会を通じて、署長、

副署長、各級幹部が、交通事故防止の徹底、最近の事故形態を踏まえた教養や

防衛運転等について、繰り返し指導教養を行った。また、日々の警察活動にお

いて、警察車両での署員出動時に、各級幹部が個別に事故防止について直接指

示をした。 
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第１ 包括外部監査の概要 

 

１. 監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年４月 17 日 法律第 67 号。 以下、単に「法」という場合もあ

る。）第 252 条の37 第１項及び第２項に基づく包括外部監査  

 

２. 選定した特定の事件（テーマ） 

基金に関する財務事務の執行について 

３. 特定の事件（監査テーマ）の選定理由 

県が保有する令和４年度末の基金は約1,748億円となっている。令和５年度の一般会

計歳入予算総額8,022億円に対する基金残高の割合は約22％となっており、基金の重要

性は高いといえる。 

また、県の「令和６年度当初予算のあらまし」においても、今後も財政調整基金の取

崩しが続くと見込まれていることや、歳出面における物価上昇、人件費上昇及び社会保

障関係費の上昇など、今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれる中で、基金の適切

な活用は必要不可欠な状況であるといえる。 

さらに、基金の運用面でも、日本銀行が2024年３月にマイナス金利政策を解除し、金

利上昇傾向の環境下における運用効果の県の財政への影響も大きくなってくる環境下に

ある。 

そこで、基金のあり方に関する県の基本方針を検証するとともに、当該基本方針と基

金の現状が整合しているか、また、基金の管理・運用が適切かつ有効に実施されている

か等について検討することは、今後の県の財政運営の観点からも有用であると判断し、

特定の事件として選定した。 

 

４. 監査対象部署 

基金に関する財務事務の執行に関わる全部署 

５. 包括外部監査の対象期間 

原則として令和５年度分の執行分（必要に応じて他の年度分も対象とした。） 
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６. 包括外部監査の方法 

（１） 監査の着眼点 

県が保有する各基金に関する財務事務（管理及び運用等）について、法令等への

準拠性、有効性、効率性の視点を中心に、以下の事項を監査の着眼点とした。 

・基金の管理に係る財務事務が、関係法令、条例、規則等に準拠して適切に行われ

ているか。 

・基金の運用に係る財務事務が、関係法令、条例、規則等に準拠して適切に行われ

ているか。 

・基金の事業への充当が、設置条例の目的等に照らして有効かつ効率的に実施され

ているか。 

・基金の運用は効率的に行われているか。 

 

（２） 監査手続 

・各基金の所管部署に、監査人が作成した所定の調査票への記入を依頼した上で、

当該調査票に基づきヒアリングを実施するとともに、関係書類の閲覧を行うこと

で、各基金の概要を把握する。 

・令和５年度中の基金の増減内容を把握するとともに、その中からサンプルを抽出

し、基金の増加が関係法令、条例、規則等に準拠して、適切に処理されているか、

また、基金の事業への充当が、設置条例の目的等に照らして、適切に行われている

かをヒアリングするとともに、関係書類の閲覧及び証拠書類との照合により確認し

た上で、その有効性について検討する。 

・基金の使用実績が乏しいと考えられる基金を中心に、今後の基金の活用又は運用

計画が適切に立案されているか、ヒアリングを実施するとともに、関係書類の閲覧

及び証拠書類との照合を実施する。 

・令和５年度末の基金残高について、県による金融機関からの残高証明書等の照合

状況を確認する。 

・令和５年度における基金の運用状況について、ヒアリングを実施するとともに、

関係書類の閲覧を行い、非効率な運用が行われていないか検討する。 

 

７. 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格 

（１） 包括外部監査人 

公認会計士 難波 徹 

 

（２） 補助者 

公認会計士 黒田  直樹 公認会計士 大森 浩二 

公認会計士 服部 紘児 公認会計士 冨岡 真衣 

弁 護 士 石井 克典   

 

８. 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は、法第 252 

条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２ 包括外部監査対象の概要 

 

１. 岡山県の基金の状況 

 

（１） 基金の定義 

基金とは、特定の目的のために準備された元手となる資金であり、地方自治体は、

条例によって、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金

を運用するための資金又は財産を設置することができる。 

 

（２） 基金の役割  

①  歳入・歳出の著しい変動に対して年度間の財源を調整する 

②  特定の目的を持つ事業を複数年度にわたり安定的に運営する 

 

（３） 基金の分類 

基金は、法第 241 条第１項の規定により、次の２種類に分類される。 

 

積立基金 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金 

例えば学校の建設資金を確保するため、地方債の償還のために積み

立てる資金又は財産である。これらの基金は、その設置目的を実現

するためにそれから生ずる収益のみならず元本をも処分し使用する

ことができる。 

定額運用基金 特定の目的のために定額の資金を運用する基金 

財源調達の目的で設置されるものではなく、一定額の原資金を運用

することにより特定の事務又は事業を運営するために設けられるも

のである。例えば物品の集中購買等のために設けられるもの、資金

の貸付けのために設けられるもの等をいう。 

 

  

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 

（基金） 

第 241 条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財

産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けること

ができる。 
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（４） 運用の分類 

 

個別運用 

 

基金ごとに経理及び運用商品を区分して個別に管理運用する手法 

 

（長所） 

・運用方法に基金所管部署の意向を反映しやすい 

・運用収益の各基金への帰属が明確である 

（短所） 

・不測の基金取り崩しに備え、各基金が一定の流動性を確保する

必要があり、基金全体でみると過剰な流動性を有する結果になり

やすい 

一括運用 

 

基金と預金債券の１対１の関係をなくし、複数の基金を一体のも

のと捉え、基金全体をまとめて管理運用する手法 

 

（長所） 

・基金全体で流動性を確保することで、全体の運用効率を高める

事が可能 

・運用事務の集中化 

（短所） 

・運用収益の各基金への帰属が相対的に不明確 

 

上記のとおり、個別運用は財産「管理」の観点では厳密性の高いやり方であるが、

財産「運用」の観点では、スケールメリットがなく、必ずしも得策とは言い難く、県

では、認められた基金は全て一括運用している。 

 

繰替運用 季節的変動の大きい歳計現金の一時的な不足を補填するため、基金

に属する現金を歳計現金の口座に移す（貸し付ける）ことである。 

 

県では、各基金の条例において、「知事が、財政上必要があると認

めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に

属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる」と規定

した基金のみ繰替運用が認められている。 
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２. 令和５年度に設置している基金の一覧 

 

県が令和５年度に設置している基金は次のとおりである。なお、下記表の各基金残高は

年度末（３月末）残高であり、出納整理期間後（５月末）の残高ではない。 

 

 

令和５年度末　基金残高 （単位：百万円）

現金 債券 その他
1 三木記念事業基金 51      -       -       51      
2 財政調整基金 34,390  4,762   -       39,152  
3 県債管理基金 27,069  44,469  -       71,538  
4 公共施設長寿命化等推進基金 15,266  2,114   -       17,380  
5 再生可能エネルギー等推進基金 593     -       -       593     
6 職員退職手当基金 7,276   1,007   -       8,283   
8 環境保全・循環型社会形成推進

基金
1,164   161     -       1,325   

9 文化振興基金 1,018   641     -       1,659   
10 岡崎嘉平太記念館基金 130     18      -       148     
11 新進美術家育成支援基金 87      -       -       87      

12(1) 地域医療介護総合確保基金
（保健医療部分）

4,099   568     -       4,666   

12(2) 地域医療介護総合確保基金
（子ども福祉部分）

1,732   240     -       1,971   

13 災害救助基金 775     -       -       775     
14 福祉基金 819     113     -       932     
15 社会福祉施設整備基金 1,023   142     -       1,164   
16 安心こども基金 1,514   -       -       1,514   
17 子ども災害見舞金基金 51      7       -       58      
18 愛とふれあいの基金 299     -       -       299     
19 後期高齢者医療財政安定化基金 3,489   483     -       3,972   
20 介護保険財政安定化基金 2,154   -       -       2,154   
21 地域介護活動支援等基金 933     129     -       1,063   
22 国民健康保険財政安定化基金 3,080   426     -       3,507   
23 国民健康保険保険者機能強化基 103     14      -       117     
24 工業振興特別基金 -       -       -       -       ※１
25 総合展示場コンベックス岡山整

備基金
330     46      -       376     

26 市町村営団地開発促進事業基金 209     -       -       209     
27 新型コロナウイルス感染症対応

中小企業支援基金
3,085   -       -       3,085   

28 農業構造改革支援基金 46      -       -       46      
29 おかやま森づくり県民基金 1,107   -       -       1,107   
30 おかやまの森整備公社経営改善

推進基金
8,499   -       -       8,499   

31 森林整備地域活動支援基金 21      -       -       21      
32 市町村森林経営管理支援基金 225     -       -       225     
33 県立学校施設整備基金 131     18      -       149     
34 公立学校情報機器整備基金 -       -       -       -       ※２
35 図書館等整備基金 394     55      -       449     

121,160 55,413  -       176,573 
7 土地開発基金 3,693   -       8,178   11,871  ※３

3,693   -       8,178   11,871  
124,853 55,413  8,178   188,443 

備考

積立基金　計

定期運用基金　計
基金　合計

種別
No. 基金名 合計

※１ 令和６年度廃止予定 

※２ 令和６年３月 22 日新設 

※３ 「その他」の内訳は、土地 8,134 百万円および貸付金 44 百万円 
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３. 積立基金の直近 10 年間における残高推移 

 

県の平成26年度から令和５年度までの10年間に保有する積立基金の年度末残高（４分

類）及び基金数の推移は次の図のとおりである。 

 

積立基金の残高は「県債管理基金」及び「財政調整基金」の２つで全体の約６割を占

める。また、上記２つの基金の他、過去10年間の中で50億円を超える残高を有する基金

が４つあり、当該基金を加えると、残高上位６つの基金で全体の約８割を占めている。 

 

 

その他主要基金（４基金）

No. 基金名 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05

4 公共施設長寿命化等推進基金 60 90 90 99 97 96 96 164 174 174

6 職員退職手当基金 40 40 60 60 60 50 50 50 83

12 地域医療介護総合確保基金 9 54 75 80 74 76 73 65 69 66

30
おかやまの森整備公社経営改
善推進基金

307 295 138 131 123 115 108 100 93 85

376 479 343 370 355 348 327 379 385 408

（単位：億円）

その他主要基金　計
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平成26年度から令和元年度までは「県債管理基金」が増加した一方、その他の基金は

減少したため、基金全体としては概ね横ばいで推移した。 

令和２年度において「県債管理基金」および「財政調整基金」が大きく減少している

が、新型コロナウイルス対策費用の捻出等による基金残高の減少である。一方で「その

他基金（一基金当たり50億円未満）」が増加しているのは、新型コロナウイルス対策関連

基金２つの新設による影響である。 

令和３年度から基金残高が急増しているのは、主に「財政調整基金」の増加影響であ

るが、これは主に新型コロナウイルスに関する国からの交付金による。 

基金数は、平成28年度から令和元年度までに臨時特例基金の廃止等により減少が進

み、その後は新型コロナウイルス対策関連基金の新設等により概ね横ばいで推移した。 

 
 

４. 運用の状況 

 

（１） 運用区分 

基金残高のうち、個別運用残高は640億円と約34.0％であり、一括運用残高が1,245

億円と約66.0％を占めている。 

「県債管理基金」、「文化振興基金」は一定の利回りが求められるため、一部債券を

個別運用している。 

「新進美術家育成支援基金」、「市町村営団地開発促進事業基金」については繰替運

用が条例で認められていないため、個別に現金を運用している。 

「災害救助基金」、「土地開発基金」は一括運用が認められていないが、繰替運用は

認められているため、他の基金とは区分して繰替運用を行っている。 

 

（注）「土地開発基金」の現金3,693百万円のうち、令和４年度末の現金残高3,650百万円が繰

替運用されている。（令和５年度中の土地売却収入である54百万円や公共用地等取得特別会計

に対する貸付及び償還などを除く。） 

 

（単位：百万円）

現金 債券 その他
3 県債管理基金 8,615   41,927  -       50,542  
7 土地開発基金 3,693   -       8,178   11,871  
9 文化振興基金 -       500     -       500     
11 新進美術家育成支援基金 87      -       -       87      
13 災害救助基金 775     -       -       775     
26 市町村営団地開発促進事業基金 209     -       -       209     

13,379  42,427  8,178   63,983  
111,474 12,986  -       124,460 
124,853 55,413  8,178   188,443 

個別運用　計
一括運用　計
基金　合計

No. 基金名
種別

合計
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（２） 運用利息 

令和元年度から令和５年度までの５年間の積立基金に属する現金（繰替運用を

含む）及び債券運用に係る年度平均残高並びに運用利息の推移は次のとおりであ

る。 

（単位：千円） 

年度 年度平均残高(A) 運用利息(B)  利回り(B/A) 

令和元年度 144,969,139 279,317 0.193% 

令和２年度 140,054,121 285,755 0.204% 

令和３年度 135,959,697 311,791 0.229% 

令和４年度 171,267,761 303,489 0.177% 

令和５年度 174,075,649 339,493 0.195% 

 

上記令和５年度の利回り0.195％の内、一部個別運用を実施している「県債管理基

金」及び「文化振興基金」を除いた利回りは0.068％であり、「県債管理基金」は

0.352％、「文化振興基金」は0.294％と、他よりも高い利回りとなっている。 
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第３  基金の事務手続 

 

１. 基金の管理に関する事務 

 

(1) 設置 

基金は、特定の目的をもって条例で定めることにより設置される。 

なお、法律で設置が義務付けられている基金として、財政調整基金（地方財政法）

と災害救助基金（災害救助法）がある。 

 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋（再掲） 

（基金） 

第 241 条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産

を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることが

できる。 

地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）より抜粋 

（地方公共団体における年度間の財源の調整） 

第４条の３  地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額

とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に

用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団

体の当該年度における一般財源の額（普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与

税、自動車重量譲与税、特別法人事業譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在

市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成

交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同

じ。）が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合

において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に

係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとな

る額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるた

めの財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施す

ることが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得

ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政

の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財

産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の

償還の財源に充てなければならない。 

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）より抜粋 

（災害救助基金） 

第 22 条  都道府県等は、前条第１項に規定する費用の支弁の財源に充てるた

め、災害救助基金を積み立てておかなければならない。 
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(2) 積立て・取崩し 

基金及び基金運用益の積立ては、各会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上したうえ

で実施する。なお、基金の運用益を基金に編入するかは各基金条例で定められている。 

基金の取崩しは、設置条例で定めた特定の目的に充当する場合のみ可能であり、基金

から直接目的事業に充当するのではなく、基金から一般会計に繰り出した上で充当する

こととなる。 

 

(3) 財産管理 

基金に属する現金は歳計現金の出納・保管と同様に、会計課が出納・保管を行って

いる（地方自治法第170条）。一方、基金に属する債券については、財政課が管理を行

っている。 

 

 

 

(4) 廃止 

基金の処分は一部の処分と全部の処分があり、全部の処分は基金の廃止となるた

岡山県財務規則（昭和 61年３月 20 日 規則第８号）より抜粋 

(県有有価証券の整理) 

第 185 条 県の所有に属する有価証券(以下「県有有価証券」という。)は、公有財産

に属するもの及び基金に属するものに区分して整理し、かつ、基金に属する県有有

価証券は、基金ごとに区分して整理しなければならない。 

 

(基金の取扱い) 

第 267 条 基金の取扱いについては、この節に規定するもののほか、基金に属する財

産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財

産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 

（基金）第 241 条  

３ 第１項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるため

の基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することがで

きない。 

４ 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の 

 歳入歳出予算に計上しなければならない。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 

（基金）第 241 条 

７ 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手

続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債

権の管理の例による。 
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め、条例を廃止して処分することになる。 

基金を廃止する場合は、条例を廃止したうえで、廃止した日付で基金残高の全て

を取り崩し、一般会計に繰り戻す。 

 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 （再掲） 

（基金）第 241 条 

３ 第１項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立て

るための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分す

ることができない。 
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２. 基金の運用に関する事務 

 

(１) 運用に関する基本的な方針 

基金の運用について、地方自治法で「確実かつ効率的に運用しなければならない」

ことが規定されている。 

 

 

県では、基金を含む県資金の運用に関する基本的な事項を定める「岡山県公金運用方

針」を策定している。この中の、「２ 基本原則」において、県資金の運用は安全性を

最も優先し、十分な流動性を確保した上で、可能な限り収益性の確保に努めることを

規定している。 

 

岡山県公金運用方針（令和元年７月１日改正）より抜粋 

２ 基本原則 

(1) 資金状況の把握 

公金の運用に当たっては、各公金の状況をできる限り正確的な運用期間の設定や運用

商品の選択を行う。 

(2) 安全性の確保 

ペイオフ解禁に伴い、完全な元本保証を得ることが困難となったことを踏まえ、公金

の運用に当たっては、元本の安全性の確保を最も重視する。このため、金融機関の経

営情報の入手・分析や安全性の高い金融商品での運用に努める。 

(3) 収益性の向上 

 安全性を最優先とする運用を行う中で、可能な限り利回りが最大化するよう努める。 

 

 

その上で、「岡山県公金運用方針」「３ 公金運用の基本的方針」において、歳計現

金及び繰替運用を行う基金等については、現在の運用状況や過去の保有状況の推移等

を踏まえ、将来運用可能な資金量を可能な限り正確に把握し、預金を基本とした安全

性の高い資産運用を実施する事としている。 

また、一括運用を行う基金については、歳計現金の資金繰りに支障をきたさない範

囲内で債券による資金運用を行い、金利変動の影響を緩和する為、定期的に一定額を

購入するラダー運用を基本としている。 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 

（基金）第 241 条 

２ 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に 

運用しなければならない。 
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具体的には、法律や条例により運用方法が規制されているものを除き、繰替運用す

る現金の額を決定し、残りの基金残高の範囲内で総務部財政課が原則、債券の一括運

用を実施している。 

総務部財政課において、ルールに従い、債券の購入先や金額を決定後、出納局会計

課は運用資金を指定の金融機関に移管する。 
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岡山県公金運用方針（令和元年７月１日改正）より抜粋 

３ 公金運用の基本的方針 

(1) 歳計現金及び繰替運用を行う基金等 

① 運用可能資金の把握 

歳計現金及び繰替運用を行う基金等について、現在の運用状況や過去の保有状況 

の推移等を踏まえて、将来における運用可能な資金量をできる限り正確に把握し、 

合理的な運用金額や運用期間を設定する。 

② 運用商品の選択 

運用は、元本保証のある預金を基本とするほか、デフォルトの可能性の極めて低 

い債券又は債券現先によるものとする。 

具体的な運用商品の選択は、その時々の運用金額や運用期間、金利情勢や市場に 

おける対象商品の状況等を踏まえて決定する。 

③ 預金による運用を行う場合の基本方針 

預金による運用を行う場合は、原則として、引き合い対象として選考した金融機 

関のうち、引き合いへの参加を希望する金融機関に対して引き合いを実施し、最も 

高い利回りを提示した金融機関に預金することとし、この引き合いの対象とする金 

融機関は、別に定める方法により選考する。 

④ 債券現先による運用 

債券現先の運用については、別に定める方法による。 

 

(3) 一括運用を行う基金 

① 目的 

一括運用を行う目的は、事務の簡素化を図るとともに、予期せぬ基金取崩に基金 

全体で対処することで、長期運用を可能とし、収益性向上を図るものである。 

② 一括運用の対象 

ア果実運用型基金 

イその他の特定目的基金のうち、当面長期運用が可能と見込まれる基金 

③ 運用の方針 

一括運用を行う基金については、基金の設置目的に応じた管理をするとともに、 

歳計現金の資金繰りに支障を来さない範囲内で債券による資金運用を行う。 

また、金利変動の影響を緩和するため、定期的に一定額を購入するラダー運用を 

基本とする。 

④ 運用商品の選択 

(2)の②と同様とする。 
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(２) 基金計画の策定 

 

各基金管理者は、「基金運用計画書の提出について」を総務部財政課に提出し、総

務部財政課は、各基金の運用計画内容を確認後、１年間の基金の積み立て及び取崩し

に関する計画書である「基金運用計画書」を３月に出納局会計課に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県財務規則（昭和 61 年３月 20 日 規則第８号）より抜粋 

（基金の運用計画） 

第 265 条 知事又はその委任を受けて基金を管理する者(次条において「基金管理

者」という。)は、毎年度、基金の運用計画を定め、年度開始の十日前までに基金運

用計画書(様式第百三十三号)を会計管理者に送付しなければならない。基金の運用

計画を変更しようとするときも、同様とする。 

 

公金の運用に関する基準（令和６年４月１日改定）より抜粋 

 １ 各月ごとの資金の状況把握  

収支計画報告課所は、毎月15日までに、その翌月から３か月先までの収支計画を出

納局会計課へ報告する。また、総務部財政課、土木部都市局都市計画課及び企業局

総務企画課は、基金現金、企業会計内部留保資金を歳計現金へ繰替運用する計画に

ついて変更の都度、出納局会計課へ報告する。  

出納局会計課は、この報告をもとに毎月、その翌月から３か月先までの資金計画書

を取りまとめる。 
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県は、公金を確実かつ有利に運用するため、「岡山県公金運用方針」に定めるとこ

ろにより、岡山県公金運用会議を設置している。 

岡山県公金運用会議は、総務部財政課長、土木部都市局都市計画課長、出納局会計

課長及び企業局総務企画課長で構成され、四半期ごとに開催される定例会議におい

て、以下の議題について審議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県公金運用会議要綱（令和２年４月１日改正）より抜粋 

 （所掌事務）  

第２条 会議は、次の事項について審議する。  

（1）年間運用指針の決定  

年度の開始に先立ち、当該年度の公金の運用に関する指針を定めること。  

（2）四半期ごとの運用計画の決定  

四半期ごとに、当該四半期に行う公金運用について具体的な実施計画を定める

こと。  

（3）引き合い対象金融機関の選考  

預金による運用を行う場合において、引き合い対象とする金融機関の選考基準

を定めるとともに、引き合い対象金融機関の選考を行うこと。  

（4）債券による運用の決定  

債券による運用を行う場合において、購入条件を決定すること。  

（5）引き合い対象金融機関の経営状況把握及び危機対応の検討  

引き合い対象金融機関の経営状況指標等の各種情報に著しい悪化が見られ、破

綻懸念が生じていると認められる場合又は破綻した場合に、当該金融機関に対

して取るべき措置を検討すること。  

（6）その他  

その他会議に付することが適当と認められる事項 
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(３) 基金運用 

 

 歳計現金への繰替運用を行う場合には、総務部財政課から出納局会計課に対して「預

金現金預託通知書」を提出して依頼する。 

出納局会計課では、依頼を受けた預託基金を歳計現金の口座に移し、歳計現金ととも

に一元管理し、歳計現金等として次の基本原則に基づき運用する。 

なお、出納局会計課では、運用先金融機関等を選定するに当たっては、利率のみなら

ず、ペイオフ時における借入金との相殺可能額、その他の安全性を考慮したうえで選定

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公金の運用に関する基準（令和６年４月１日改定）より抜粋 

２ 歳計現金及び繰替運用を行う基金等 

(2) 預金による運用金額、運用期間及び運用商品 

① 運用金額 

   歳計現金、繰替運用可能な基金現金及び企業会計内部留保資金を一括して運

用する場合においては、緊急の支払準備金として原則３０～４０億円程度を普通

預金に据え置き、それを超える資金について、最小運用単位を５億円（選考後の

預金等の状況により、相殺可能額の残額が５億円未満となった引き合い対象金融

機関がある場合は１億円）として運用することとする。 

  ただし、県内に本店がある金融機関に限定した引き合いを実施する場合は、５

億円の運用とする。 

(3) 債券現先による運用 

① 対象証券会社の選考 

  財務省が公表する国債の落札・応札順位（１月期から６月期まで、７月期か

ら12月期まで）における短期国債の落札総額の上位10社のうち、会計管理者が

別に定める債券現先で運用する証券会社の選考基準に基づき、健全と判断した

証券会社上位５社を選考する。 

 なお、健全と判断した証券会社が５社に満たない場合は、当該基準に該当す

る証券会社を限度する。 

② 対象債券 

 対象とする債券は、国庫短期証券とする。 

③ 運用期間及び運用額 

 原則として、１回の運用は１週間程度とする。１証券会社当たりの預入額は

200億円を限度とする。 

④ 債券現先運用と預金による運用との区分 

 債券現先運用による利率と預金による運用利率を比較し、有利と想定される

運用方法を選択する。 
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出納局会計課では、繰替運用を行っていた基金について、年度末に運用利息とあわせ

て、歳計現金口座から基金口座へ資金を戻している。運用利息は、出納局会計課が計算し

た繰替運用利息をもとに、年に１度、３月末時点での年度平均基金残高（日次）の割合で

各基金に按分する。（運用利息×各基金年度平均残高（日次）÷繰替運用基金年度平均残

高（日次）） 

一括運用を行う債券については、基金の設置目的に応じた管理をするとともに、歳計現

金の資金繰りに支障を来さない範囲内で以下の基準に従い、債券による資金運用を行う。 

出納整理期間においては、各基金の３月末時点の債券比率（債券残高÷現金及び債券残

高）をもとに、翌年度のあるべき債券運用額を算定し、所管替え（現金から債券への振

替）を実施する。 

また、金利変動の影響を緩和するため、20年及び10年債を合わせて毎年10億円ずつ購入

するラダー運用を基本としている。 

 運用利息は、総務部財政課が計算した一括運用利息をもとに、繰替運用利息と同様

に、年に１度、３月末時点での年度平均基金残高（日次）の割合で各基金に按分する。

（運用利息×各基金年度平均残高（日次）÷一括運用基金年度平均残高（日次）） 

 

 
 

公金の運用に関する基準（令和６年４月１日改定）より抜粋 

３ 県債管理基金  

(1) 運用商品の選択  

運用に当たっては、次の掲げる金融商品のうち有利なものから優先して選択する。  

① 国債  

② 地方債  

③ 政府関係機関債（政府保証債及び財投機関債等（道路会社債、空港会社債を含

む））  

④ 地方公共団体金融機構債  

(2) 運用の原則  

運用に当たっては、当該商品を満期まで保有することを原則とする。  

ただし、次の①から③までの場合に限り、運用中の債券を売却することができる。  

① 資金の安全性を確保するために必要な場合  

② 流動性を確保するためにやむを得ない場合  

③ 安全性を確保しつつ、より収益性の高い商品を購入する場合  

 

４ 一括運用を行う基金  

(1) 運用商品の選択  

３の(1)と同様とする。  

(2) 運用の原則  

３の(2)と同様とする。  

(3) 運用の収益  

運用収益は、年に１度、３月末時点での基金残高の割合で按分により配分し、年度

末までに、各基金に振り替える。  

(4) より効率的な運用手法の検討  

より効率的な運用実現のため、安全性とのバランスを図りつつ、他の地方公共団

体、金融機関等が行う先進的な運用手法の導入を検討する。 
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定額運用基金である「土地開発基金」は、地方自治法に基づき、毎会計年度「基金運用

状況報告書」を作成し、監査委員の審査を受けたうえで、議会に提出する必要がある。 

 

 

(４) 基金残高の確認 

 

財政課等からの情報に基づき、会計課において毎月、監査委員報告用に「基金計算書」

を作成し、例月出納検査資料の一部として決裁のうえ、代表監査委員へ提出している。 

基金計算書における各資産の残高確認は以下のとおり、実施されている。 

 

資産種類 担当課 照合先帳票 

普通預金 会計課 金融機関作成の基金収支対照表 

大口定期預金 会計課 金融機関発行の残高証明書 

繰替運用 会計課 金融機関作成の出納日計表 

債券 財政課 証券会社発行の残高証明書 

（財政課ヒアリングに基づき監査人作成） 

 

  

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）より抜粋 

（基金）第 241 条 

５ 第１項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた

場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類

を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と

併せて議会に提出しなければならない。 
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第４  包括外部監査手続の概要 

 
１. 各基金について実施した手続 

 

(１) 基金概要の把握 

概要を把握するため、基金所管部局に対し、次の調査票により回答を依頼した。 

なお、各基金の概要説明は、当該調査票の回答結果に基づき作成している。 

 

（事前調査票の調査項目） 

基金の概要 

項目名 記載内容 

基金名 対象の基金を選択してください。 

所管部署 
管理 課室名を記載してください。部名は不要です。 

運用 記載不要です。財政課、会計課と相談して記載します。 

根拠例規 設置根拠となる条例、法律等を記載してください。 

設置年月日 設置年月日を記載してください。 

設置目的 
設置根拠となる条例、法律等に記載されている目的を記載

してください。 

基金が充当される事業の概要 事業の概要を記載してください。 

基金の種別 

基金の種類 
土地開発基金以外は特定目的、土地開発基金は定額運用と

記載してください。 

使用形態 

取崩型（基金を取り崩して事業を実施）もしくは果実運用

型（基金を取り崩すことなく、運用益で事業を実施）と記

載してください。土地開発基金のみ「―」と記載してくだ

さい。かっこは記載不要です。 

主な積立財源 

一般財源もしくは予算の款名を記載してください。国庫支

出金の場合、後ろにかっこ書きで国の補助金・交付金名を

記載してください。名称がわからなければかっこ書きは不

要です。 

予算の款名→地方交付税、分担金及び負担金、使用料及び

手数料、国庫支出金、財産収入、寄附金、諸収入、県債 

予算計上会計 
基金を充当している会計（一般会計or特別会計）を記載し

てください。 

備考 何かあれば記載してください。 
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(２) 基金の積立・取崩方針及び課題等の把握 

基金の積立・取崩方針及び課題等を把握するため、各基金所管部局に対し、次の

調査票により回答を依頼した。 

なお、各基金の積立・取崩方針及び課題等は、当該調査票の回答結果に基づき作

成している。 

 

（事前調査票の調査項目） 

基金の積立・取崩方針及び課題等 

項目名 記載内容 

基金の積立方針 積立方針を記載してください。 

基金の取崩方針 取崩方針を記載してください。 

基金の目標額 目標額があれば記載してください。 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 

不足額や不足の場合の今後の方針があれば記載してくださ

い。 

担当課の考える課題 課題を記載してください。 

その他 何かあれば記載してください。 

 

 

 

(３) 基金の残高推移の把握 

基金の残高推移を把握するため、各基金所管部局に対し、次の調査票により回答

を依頼した。 

なお、各基金の残高推移は、当該調査票の回答結果に基づき作成している。 

 

（事前調査票の調査項目） 

基金の残高推移 

項目名 記載内容 

残高推移の表 

千円単位ですので、各項目四捨五入で記載してください。

その際、横の計算が合わないのは問題ありません。 

残高及び増減がゼロの場合は、「－」ではなく「0」と記

載してください。 

令和５年度の基金増加理由 

運用益の場合は、運用益（*,***千円）と記載してくださ

い。その他の内容がある場合は、可能な限り金額も含め、

記載してください。 

令和５年度の基金減少理由 可能な限り、金額も含め記載してください。 

 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



22  

 

(４) 各基金の運用益の把握 

上記のほか各基金の運用益を把握するため、運用担当部局に対し、回答を依頼し

た。 

 

(５) 事前ヒアリング 

上記、各基金の事前調査票を依頼する前に、県における基金自体の概要把握等を目

的として以下の質問及び依頼資料を徴求し、監査対象を理解した。 

 

①  概要及び全般 

No. 依頼資料 

１ 岡山県組織図 

２ 基金に関する財務事務の概要 

３ 基金に関する条例・規則及びその下部規則、マニュアル及び事務フロー図 

４ 基金に関する財務事務の予算編成の関連図（予算編成予定表等） 

５ 令和５年度の基金積立・取崩事務に係る簿冊の一覧 

６ 中長期的な事業充当に関する計画等（ある場合） 

７ 令和５年度の基金充当事業（事業名、決算額、財源）に関する一覧 

８ 令和５年度の各充当事業の概要が分かる資料 

９ 令和５年度の基金充当事業に関する簿冊の一覧 

 

 

② 基金詳細 

No. 依頼資料 

10 過去10年（H26～R5）の基金一覧及び増減表 

11  基金に属する現金の繰替運用依頼書又は基金の預金運用依頼書 

12  翌年度基金額積立・取崩計画書 

13 翌年度以降10年間の基金額推移計画書 

14  基金額積立・取崩計画変更報告書（変更が生じた場合） 

15 目指す県の姿に合致した基金に関する具体的な将来方針、計画又は事業 
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(６) 各基金の個別ヒアリング 

原則として、令和５年度に係る事務を対象として、基金及び基金充当事業の性質に

応じて、質問・資料閲覧等の手続を実施した。なお、実施した具体的な手続は、第６ 

監査の結果（各論）において、それぞれ記載している。 

 

 

(７) 過年度包括外部監査結果に対する措置状況の確認 

 県では、過去において、基金全体に関する包括外部監査を受けたことがない旨を確認

した。 

 

 

 

 

 

２. 基金の実在性の検証 

 

令和６年３月末日時点の「基金関係計算書」における基金残高について、金融機関

が発行した基金収支対照表・出納日計表・残高証明書等の書類、及び証券会社が発行

した債券に係る残高証明書と照合し、その実在性を検証した。 
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第５  包括外部監査の結果 

 
１.  監査の結果及び意見について 

 

監査の結果及び意見について、監査人は次の区分で述べている。 

 

区分 内 容 

指摘事項 現在の法令又は規定等に照らして違反、又は不当と監査人が判断

した事項 

・本文中、【指摘事項】と表記する。 

意見 「指摘事項」には該当しないが、監査人が改善を要すると判断した

事項又は検討を要すると判断した事項 

・本文中、【意見】と表記する。 

 

上記記載区分は、監査人が判断した事項であり、かつ現状の実務上における多様性か

ら、必ずしも厳密で統一的な区分ができない場合があることを、ご承知おきいただきた

い。 

２. 監査の着眼点ごとの指摘事項及び意見 

 

監査の着眼点 指摘事項 意見 総合意見 

① 基金の管理に係る財務事務が、関係法令、

条例、規則等に準拠して適切に行われてい

るか。 

指摘事項２ 意見３ 

意見７ 

意見８ 

意見13 

― 

② 基金の運用に係る財務事務が、関係法令、

条例、規則等に準拠して適切に行われてい

るか。 

― ― ― 

③ 基金の事業への充当が、設置条例の目的等

に照らして有効かつ効率的に実施されてい

るか。 

指摘事項１ 意見１ 

意見４ 

意見６ 

意見９ 

意見10 

意見12 

意見14 

全体意見１ 

④ 基金の運用は効率的に行われているか。 ― 意見２ 

意見５ 

意見11 

全体意見２ 

合計 ２件 14件 ２件 
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３. 監査の結果及び意見（全体意見） 

 

全体意見とは、各基金の管理及び基金の運用について個別に検討した結果、複数の基

金に共通した事象を踏まえ、基金の管理及び運用に係る業務全般について改善又は検討

を要すると判断した意見である。 

 

≪基金の管理に係る全体意見≫ 

 

【全体意見１】 

基金充当事業の今後の実施見込みに基づく基金残高の見直しについて 

各基金について個別に検討した結果、次のような基金が認められた。 

• 基金充当事業による今後の使用見込みが現時点で明確でない基金 

• 現時点での今後の使用見込みに比して基金残高が過大又は過少と思われる

基金 

• 設置目的のための特定の充当事業がなく、使用する見込みが不明確な基金 

 

基金の役割は、年度間の財源調整を目的とする財政調整基金を除いて、単年度の予算

措置が困難な事業について、特定の目的を持つ事業を複数年度にわたり運営することで

ある。しかし、上記のような基金は、設置後の状況変化や基金充当事業の実施見込額の

変動等により、特定の目的のための積立ての中に有効に活用されない部分も含まれてい

ると思料される。 

厳しい財政状況下で限られた財源を有効に活用するためには、特定の目的のための積

立てに有効に活用されない部分が含まれている場合には、その部分も一般財源に含めて

検討し、県の事業全体の中から優先順位が高いものに充当するべきであり、上記のよう

な基金については特定の目的や使用見込みが具体化した時点で改めて計画的な積立てを

開始する方が望ましいと考える。 

したがって、基金充当事業による今後の使用見込みが不明、必要額に比して基金残高

が過大、又は特定の充当事業がないような場合で、かつ一般財源により造成されている

基金については、特定の目的を持つ事業の必要額を整理し、基金の適正規模を上回る部

分について、いったん一般会計に繰り戻すことを検討することが望まれる。 
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  【全体意見２】 

運用にかかる知識・ノウハウの習得と外部専門家等の活用の検討について 

運用については財政課及び会計課が担当部署であるが、公金運用であるため、より保

守的な運用方針での運用になる点は否めないと考えている。 

しかし、昨今の金利上昇環境下においては、より安定的で効率がよい運用手法を日々

検討し実現することは、県の財政状況に対して好影響をこれまで以上に及ぼす可能性が

あるため、新たな知識・ノウハウを習得し、かつ中長期となる運用期間にわたり運用方

針を継続していくことは、より意義があると考える。 

したがって、他の先進的な地方自治体への訪問や、債券運用や資金調達に関する専門

的な知見を有する外部人材をアドバイザーとして招聘するなどにより知識・ノウハウを

習得するとともに、定期的な人事異動があっても中長期の統一した運用・調達方針を継

続できる組織体制の整備について検討することが望まれる。 
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第６ 監査の結果（各論） 

  

１. 三木記念事業基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 三木記念事業基金 

所管部署 
管理 運用 

総務学事課 会計課 

根拠例規 岡山県三木記念事業基金条例 

設置年月日 昭和40年３月23日 

設置目的 

故岡山県知事三木行治氏の業績をたたえるとともに、同氏の人間

愛に満ち公共奉仕に徹した精神を生かし、地域社会の発展に貢献し

た者を顕彰し、又は助成することによって、社会公共の福祉を増進

し、もって岡山県の発展に寄与するため 

基金が充当される 

事業の概要 

岡山県三木記念事業基金の運用により、三木記念賞・三木記念助

成金を贈っている。昭和43年度が第１回、令和６年度で第57回。 

１表彰対象：岡山県内に居住するか、縁故のある個人又は団体で、

行政、社会、産業、文化及び国際等の分野において、公共奉仕の

精神に徹し、自ら進んで献身的な奉仕者として地域社会の発展に

寄与したもの。 国籍、年齢、性別は問わない。 

２現在までの受賞者数：三木記念賞232名、同助成金153団体 

３受賞者の決定：岡山県三木記念事業基金運営審議会（委員10名）

の答申に基づいて、知事が行う。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金 

予算計上会計  一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 運用益を積み立てる。 

基金の取崩方針 事業実施に要した経費を取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 
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＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務学事課に対してヒアリングを実施した。 

当基金の成り立ちについては、岡山県のホームページにおいて以下の説明がなされている。 

「故岡山県知事三木行治氏は、昭和39年に日本人として初めて、アジアのノーベル賞といわれて

いるマグサイサイ賞を受賞されましたが、この受賞は全県民の協力の賜物であるので、これを郷

土の発展に役立てたいとの考えから、受賞金の全額を県に寄付されました。 

県では、氏の私なき献身の精神と業績を末長く称え、遺志を引き継ぐため、この寄付金と県民か

らの浄財とによって40年に岡山県三木記念事業基金を設置しました。 

その運用により、43年から公共奉仕の精神をもって地域社会の発展に貢献した者を顕彰し、又は

助成する岡山県三木記念事業を実施することとしており、これまでに57回を数え、233人、153団

体を顕彰しています。 

 なお、助成金については、推薦数の減少により、平成29年度から募集を休止しています。」 

（以上、岡山県ホームページより。参照URL https://www.pref.okayama.jp/page/detail-

1778.html） 

 

上述のとおり、当基金の成り立ちは、基金及び事業の名称に冠されている故三木岡山県知事が

マグサイサイ賞を受賞した際の受賞金及び県民からの寄附を基金として積み立てることが端緒と

なっている。 

三木記念賞創設時には、行政、社会、産業、文化、国際親善の5分野を設けて各分野で功績を

残した個人への表彰、団体に対する助成金の交付が行われていたが、平成23年の第44回以降は分

野別での表彰を個人、団体ともに廃止している。その後、平成29年からは推薦数の減少もあり団

体の候補者の募集が廃止され、個人についても平成30年の第51回以降は受賞者を原則１名とする

等、事業の規模は縮小が続いている。 

現在では、基金を取り崩すことにより個人の表彰事業を継続する一方で、積立原資としては基

金の運用益のみという状況であることから、基金の残高は漸減しているものである。そのため、

将来的には基金が対象とする事業を実施するための原資が枯渇することが予想されるものの、現

状の事業規模を前提とした場合、直ちに事業の実施に窮するものではないことから、基金の運営

についての見直しは行われていない。 

基金の方針に関して関連規則等に基づいて執行されているかという観点で手続きを実施した結

果、発見された意見は以下のとおりである。 

 

【意見１】 

現在、当基金で実施される事業は、個人に対する表彰のみとなっており、団体に対する助成は

推薦者の減少を理由に事業が休止されているが、所管部署においては、毎年、関係者への聴取等

により推薦に値する団体の有無について情報収集しているところである。ただし、当基金の設立

の目的には、「地域社会の発展に貢献した者を顕彰し、又は助成する」との記載があり、表彰に

値する者については、より広く表彰するのが基金の目的に合致することから、助成金対象の推薦

についても、募集を再開することを検討することが望まれる。 
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（３） 基金の残高推移      
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
56,374 

3 
56,118 

0 
56,118 

 

年度 258 0  

令和２ 
56,118 

2 
55,160 

0 
55,160 

 

年度 960 0  

令和３ 
55,160 

2 
53,742 

0 
53,742 

 

年度 1,420 0  

令和４ 
53,742 

3 
52,173 

0 
52,173 

 

年度 1,572 0  

令和５ 
52,173 

6 
50,753 

0 
50,753 

 

年度 1,426 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（６千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

１名に対し三木記念賞を授与するための経費（1,426千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施するとともに、令和５年度における事業の

実施報告書の閲覧を実施した。 

当基金では、積み増しの原資が運用益のみとなっているのが現状であるが、預金による運用の

みを実施していることから運用益も微々たる金額である。そのため、実質的に事業の実施に必要

な資金について取り崩すという状況が継続している。 

基金の取崩の対象となる事業費用の内訳については、受賞者の表彰に関する費用が大半であり、

基金の設置目的として問題はなく、また支出の内訳についても必要な資金にとどめられており、

基金の増減について指摘すべき事項は認められない。 

 

（４） 運用益の状況  

                  （単位：千円、％） 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 56,118 55,160 53,742 52,173 50,753 

年度中平均残高（Ａ） 56,373 56,116 55,156 53,738 52,169 

運用益（Ｂ） 3 2 2 3 6 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



30  

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、安全性の高い運用として預金による運用が行われている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施し

た結果、下記意見が識別された。 

 

【意見２】 

現在、当基金の運用は預金により行われているが、金利が低いことから運用益として積み立て

られる金額も僅かとなっている。一方で、近年の金利の上昇により、長期の国債等では金利が上

昇し預金での運用と比較して相当程度有利な状況となっている。 

当基金については、賞の受賞関連費用が基金取り崩しの大部分となっているが、当該事業費に

ついては百万円超の規模であり、基金残高約50,753千円を有効に運用することで取崩の一定の割

合についてまかなうことも可能と考えられる。 

毎年の事業費について大幅な変動が見込まれないのであれば、基金残高の一部についてより有

利な条件での運用を行うよう検討することが必要である。 
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２. 財政調整基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 財政調整基金 

所管部署 
管理 運用 

財政課 財政課、会計課 

根拠例規 
岡山県財政調整基金条例 

決算剰余金の処理の特例に関する条例 

設置年月日 昭和48年３月27日 

設置目的 
県財政の年度間の財源を調整するとともに、県債の償還財源を確保

し、もって財政の健全な運営を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 
年度間の財源調整 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入、繰越金 

予算計上会計 一般会計 

備考 
基金残高には交付税精算や国庫返納に対応するためのものが含まれ

ています。 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 地方財政法に基づく積立を行う。 

基金の取崩方針 財源不足額に対し取崩を行う。 

基金の目標額 標準財政規模の５％に相当する額 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 

目標額に対する不足額：約22億円 

対応方針：令和元年度以降、前年度末を上回る残高を確保してきた

ところであり、目標達成に向けて引き続き積立を行っていく。 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務部財政課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整することを目的として、余剰が

生じた年度においてその一部を基金として積み立てるものである。 

県では財政標準規模の５％に相当する額を積み立て目標としており、約210億円に相当する。

令和５年度末残高は約304億円の残高となっており、表面上は目標額を超過する状況にある。た

だし、令和５年度末の財政調整基金残高には今後の交付税精算に対応するための積立など116億

円が含まれており、当該金額を除した残額は約188億円程度となる。したがって、県では目標額

に対する積立不足額を約22億円程度と見込んでいるものである。 

積立の方針については条例に則り事務が執行されるものであり、取崩についても各年度におけ

る財源調整を実施したもの及び過去に交付税が過大に交付された額の精算に対応しているものの
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みであり、事務処理において問題は識別されなかった。なお、交付税は７月頃に当年度の見込税

収に基づき算定されるが、実際の税収との間に乖離が生じることから、後の年度において精算さ

れるものであり、県では、当該精算が予定されている金額について区分して財政調整基金に計上

しているものである。 

以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移      
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
14,669,195 

1,003,906 
15,673,101 

0 
12,771,008 

 

年度 0 2,902,093  

令和２ 
12,771,008 

211,776 
12,982,784 

0 
12,982,784 

 

年度 0 0  

令和３ 
12,982,784 

※34,738,517 

 40,581,973 
0 

40,581,973 
 

年度 7,139,328 0  

令和４ 
40,581,973 

13,627,741 
42,399,703 

0 
36,687,703 

 

年度 11,810,011 5,712,000  

令和５ 
36,687,703 

4,381,627 
39,151,551 

0 
30,461,959 

 

年度 1,917,779 8,689,592  

※ 令和３年度の積立額のうち、新型コロナウイルス関係の交付金の国庫返納に対応するための

積立が156億円、交付税精算に対応するための積立が171億円 

条例で定められたとおりに決算剰余金の２分の１などが積み立てられ、取崩は歳出予算超過分を

補てんする額として算定されるため、金額の決定について、特段の処理は行われない 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（30,000千円）、岡山県財政調整基金条例に基づく積立金（4,351,627千円）を積

み立てたため。 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

財源調整のための取崩及び交付税精算分の取崩を行ったため。（10,607,371千円） 

 

 

 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 
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令和５年度末残高のうち約15億円は主にコロナウイルス対策のために国から交付された資金の

国庫返納予定額である。また、残額のうち約101億円はコロナウイルス感染症による経済活動の

停滞に伴う税収の減を前提として交付税の算定が行われたものの、実際の税収が増加に転じたこ

とから交付税の額が過大となり、当該交付税の精算が生じたことなどによるものである。交付税

の多寡による精算はその後の３年をかけて行われるため、令和５年度末においても財政調整基金

に残置されている。 

なお、財政調整基金については、決算剰余金の２分の１の積立を原則とするが、岡山県財政調

整基金条例第二条二号において、当該年度の歳出予算に定める額の積立も認められていることか

ら、特段の問題は生じない。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 12,771,008 12,982,784 40,581,973 36,687,703 30,461,959 

年度中平均残高（Ａ） 15,234,247 13,239,410 13,058,192 40,586,940 37,649,061 

運用益（Ｂ） 11,862 11,423 12,322 26,360 30,000 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.094 0.065 0.080 

 
 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施し

た結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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３. 県債管理基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 県債管理基金 

所管部署 
管理 運用 

財政課 財政課、会計課 

根拠例規 
岡山県県債管理基金条例 

決算剰余金の処理の特例に関する条例 

設置年月日 平成２年３月２７日 

設置目的 
県債の適切な管理及び円滑な償還に寄与する財源を確保し、県財政

の健全な運営を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 
県債の償還 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入、繰越金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 県債の償還のために積立を行う。 

基金の取崩方針 県債の償還のために取崩を行う。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務部財政課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、県債の適正な管理及び円滑な償還に寄与する財源を確保し、県財政の健全な運営を

図ることを目的として設置された基金である。 

県債には、満期日において一括して償還される一括償還債のほか、発行から一定期間経過後に

返済が始まる定時償還債があるが、当基金において主に対象としているのは一括償還債の償還で

ある。県では約１兆3,000億円の県債を発行しているが、そのうち、一括償還債の金額は約2,300

億円となっている。 

積立は、条例に基づき決算剰余金の２分の１を計上することに加え、総務省からの指導に基づ

き、発行した一括償還債の償還に備えて、発行額を償還までの年数で除した金額についても積立

を行っている。取崩しについては、当基金が対象とする一括償還債の償還のための取り崩すこと

が予定されているものである。 
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実際の基金の運用においても上記方針に従い実行されているものであり、指摘事項もしくは意

見として記載すべき事項は識別されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移      
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
66,107,588 

10,591,180 
66,708,768 

0 
63,758,768 

 

年度 9,990,000 2,950,000  

令和２ 
63,758,768 

12,439,983 
59,548,751 

0 
59,548,751 

 

年度 16,650,000 0  

令和３ 
59,548,751 

14,469,894 
62,363,645 

0 
62,363,645 

 

年度 11,655,000 0  

令和４ 
62,363,645 

14,822,280 
67,195,925 

0 
67,195,925 

 

年度 9,990,000 0  

令和５ 
67,195,925 

14,334,807 
71,538,110 

0 
70,488,110 

 

年度 9,992,622 1,050,000  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（14,022千円）、岡山県県債管理基金条例に基づく積立金（14,320,785千円）を

積み立てたため。 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

県債の償還に係る財源に充当したため。（11,042,622千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

各年度において発行した一括償還債について、発行額を償還までの期間を除した額に相当する額

に加えて、決算剰余金が生じた際の積立等が行われるとともに、償還に伴う取崩が行われている

のみである。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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（４） 運用益の状況  

                  （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 63,758,768 59,548,751 62,363,645 67,195,925 70,488,110 

年度中平均残高（Ａ） 74,825,201 74,724,654 68,986,698 71,754,695 76,431,142 

運用益（Ｂ） 230,277 237,554 259,618 247,506 269,322 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.308 0.318 0.376 0.345 0.352 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。なお、当

基金に関しては、他の基金と比較して積み立てた基金を取崩すタイミングが発行した県債の償還

時期に対応し明確であることから、取崩について不測の事態が生じる可能性は低い。したがっ

て、基金に積み立てた資金について債券運用できる割合が高くなる結果として、他の基金と比較

して高い運用実績を残している。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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４. 公共施設長寿命化等推進基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 公共施設長寿命化等推進基金 

所管部署 
管理 運用 

財政課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県公共施設長寿命化等推進基金条例 

設置年月日 平成26年３月20日 

設置目的 
公共施設の修繕、改築等を計画的に実施し、その長寿命化を図ると

ともに、将来の大規模事業等の実施に伴う県財政への負担を軽減す

るため。 

基金が充当される 

事業の概要 

公共建築物やインフラ施設の長寿命化、耐震化等のための維持修繕

や改修事業 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

   

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
 公共施設の長寿命化を図るための修繕や改修、また将来の大規模事

業に備え積立を行う。 

基金の取崩方針 公共施設の維持修繕や改修のために取崩を行う。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

 ＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務部財政課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、公共施設の修繕、改築等を計画的に実施し、その長寿命化を図るとともに、将来の

大規模事業等の実施に伴う県財政への負担を軽減することを目的として設置されているものであ

る。 

岡山県でも、公共施設の老朽化が進み、厳しい財政状況が続く中、人口減少等による公共施設

の利用需要の変化に対応して、長期的視点に立ち、長寿命化、耐震化、更新、統廃合などを計画

的に実施し、財政負担の軽減・平準化と行政需要に応じた施設機能の確保を図ることにより、必

要な行政サービスを持続的に提供することを目的として、岡山県公共施設マネジメント方針が策

定されている。 

当基金と岡山県公共施設マネジメント方針について、明確な関連があるものではないが、各年

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



38  

度における歳入の増減が生じることが予想される中で、長期的な視点から公共施設のマネジメン

トを行うための財源を安定的に確保するために、年度の収支の動向を踏まえつつ積立が行われて

いるものである。 

 

【意見３】 

県では、岡山県公共施設マネジメント方針において、長寿命化を行わない場合の公共建築物の

今後40年間の修繕・更新費は約4,423億円（約111億円/年）と試算しているのに対し、総合的か

つ計画的な管理に関する基本的な方針に基づく取組を行った場合には、使用年数の20年延長によ

り今後40年間の修繕更新費用は、約2,536億円（約63億円 /年）となり、約47億円/年の削減効果

が見込まれると試算している。 

上記に必要となる費用について、年度ごとの負担額が過度に変動しないようにするために基金

が活用されることになるが、将来における長寿命化に要する金額が多額になることが予想される

ことから、収支の動向も踏まえながら積み増す方針となっている。 

財政的見地からだけではなく、岡山県公共施設マネジメント方針等を参考に今後の施設整備見

通しを踏まえながら、着実な積立を行い、将来の長寿命化等の施設整備費に活用できるよう基金

残高を確保していくことが望まれる。 

 

 

（３） 基金の残高推移      
(単位：千円)  

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
9,633,599 

7,484 
9,641,083 

0 
9,600,116 

 

年度 0 40,967  

令和２ 
9,600,116 

8,272 
9,608,388 

0 
9,323,055 

 

年度 0 285,333  

令和３ 
9,323,055 

7,032,516 
16,355,571 

0 
16,355,571 

 

年度 0 0  

令和４ 
16,355,571 

1,010,624 
17,366,195 

0 
17,366,195 

 

年度 0 0  

令和５ 
17,366,195 

13,870 
17,380,065 

0 
16,080,065 

 

年度 0 1,300,000  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（13,870千円）を積み立てたため。 
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*2:令和５年度の基金減少理由 

橋りょう維持費（57,000千円）、道路維持修繕費（685,000千円）、単県舗装補修費（

153,000千円）、河川維持修繕費（144,000千円）等、インフラ施設の修繕費、更新費に充

当したため。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

当基金では、各年度における運用益を積み立てるほか、税収が見込みを超過した場合など、収

支の改善が見られた年度において基金の積み増しが行われている。一方、取崩については、年度

当初には毎年60億円程度の取崩しを予算に組み込んでいるものの、近年では税収が増加傾向にあ

ったことから、一般財源から支出したものとして、基金の取崩を結果として実施しないケースが

多くなっている。 

令和５年度については、基金の対象となる事業に対し、13億円の取崩しが行われている。 

 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 9,600,116 9,323,055 16,355,571 17,366,195 16,080,065 

年度中平均残高（Ａ） 9,648,759 9,606,743 9,389,825 16,358,333 17,366,233 

運用益（Ｂ） 7,484 8,272 8,891 10,624 13,870 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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５. 再生可能エネルギー等推進基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 再生可能エネルギー等推進基金 

所管部署 
管理 運用 

財政課 会計課 

根拠例規 岡山県再生可能エネルギー等推進基金条例 

設置年月日 平成26年４月１日 

設置目的 

太陽光、水力等の再生可能エネルギーの利用に関する研究開発の推

進、環境教育の充実、エネルギー関連分野における産業の振興等に

関する施策を推進し、もってより良い環境に恵まれた持続的に発展

することができる社会の実現を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 

再生可能エネルギーの普及やエネルギー関連分野における産業の振

興等に関する事業 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 財産収入、繰入金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
企業局の電気事業における固定価格買取制度移行に伴う増収益のう

ち１/２に相当する額を一般会計へ繰り入れ、基金への積立を行

う。 

基金の取崩方針 
再生可能エネルギーの普及やエネルギー関連分野における産業の振

興等に関する事業のために取崩を行う。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務部財政課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、太陽光、水力等の再生可能エネルギーの利用に関する研究開発の推進、環境教育の

充実、エネルギー関連分野における産業の振興等に関する施策を推進し、もってより良い環境に

恵まれた持続的に発展することができる社会の実現を図ることを目的として設置されている。 

当基金における積立は、公営企業である企業局が実施している売電事業において、固定価格制

度移行により売却単価が増加したため、一般会計で実施している事業に還元するという主旨で開

始されたものである。事業は大まかに、環境部局系、産業労働系、その他の事業系に分類され、

それぞれ選定された事業の財源に充当するために基金の取崩しが行われている。 
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当基金は、積立原資となる財源が特定されており、また取崩しについても基金の設置目的に適

う事業に対し行われるものであるが、基金の運営等についてはその設立の趣旨に鑑み、適切に実

施されている。 

以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 

 

 *1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（57千円）、補助金返納分（1,769千円）、一般会計繰入金（196,347千円）の積立

を行ったため。 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

地球環境保全推進事業費（146,883千円）、技術振興費（137,006千円）、産学官連携推進

事業費（52,329千円）等、再生可能エネルギーの普及やエネルギー関連分野における産

業の振興等の事業に充当したため。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。また、積立原資となる企業局からの

繰入に係る決裁書、基金取崩に係る補助事業についてサンプルを選定し、関連資料の閲覧を実施

した。 

令和５年度において積立てられた198,173千円のうち、196,346千円が企業局による再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度から生じた利益の還元に該当し、残額が運用益の繰入である。当該

積立額については、適切に決裁が行われており、問題は識別されなかった。 

また、基金の取崩しに関しても、環境文化部が担当する６事業146,883千円、産業労働局が担

当する20事業203,330千円及びその他警察本部で実施した１事業20,000千円から各１つの事業を

サンプルとして抽出し、関連する資料を閲覧した結果、事務の執行において指摘すべき事項は発

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
506,937 

215,564 
722,501 

0 
445,053 

 

年度 0 277,448  

令和２ 
445,053 

187,538 
632,591 

0 
418,755 

 

年度 0 213,836  

令和３ 
418,755 

225,094 
643,849 

0 
364,844 

 

年度 0 279,005  

令和４ 
364,844 

188,384 
553,228 

0 
395,007 

 

年度 0 158,221  

令和５ 
395,007 

198,173 
593,180 

0 
222,966 

 

年度 0 370,214  
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見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 445,053 418,755 364,844 395,007 222,966 

年度中平均残高（Ａ） 635,915 539,471 514,031 487,850 502,682 

運用益（Ｂ） 32 18 19 26 57 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、できるだけ効率的な運用を行っている。なお、当基金の性質として、基金に積

み立てられた資金は短期間のうちに事業に使用される見込みのため債券の運用ではなく預金で運

用しているが、事業の特性として問題はないものと考えられる。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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６. 職員退職手当基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 職員退職手当基金 

所管部署 
管理 運用 

財政課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県職員退職手当基金条例 

設置年月日 平成28年３月22日 

設置目的 
職員の退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、県財政の健全

な運営を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 
職員の退職手当の支給に必要な経費の財源に充当 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 職員の退職手当の支給のために積立を行う。 

基金の取崩方針 職員の退職手当の支給のために取崩を行う。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である総務部財政課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、公職員の退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、県財政の健全な運営を図る

ことを目的として設置されているものである。 

岡山県において職員への退職手当は原則として一般財源から拠出されるものであるが、年度ご

との退職者数の変動により退職手当の金額に大幅な変動が生じることも想定され、その影響によ

り県の財政に影響が生じないよう、年度ごとの変動を軽減するために設置されている。 

令和３年６月の地方公務員法の改正により、令和５年度から、地方公務員の定年年齢の段階的

な引上げや、管理職として勤務する上限年齢を定める役職定年制度等が導入されたことに伴い、

令和４年度まで原則として60歳とされていた定年年齢は、２年に１歳ずつ段階的に引き上げら

れ、令和13年度に65歳となる。 

岡山県においても、当然に当該改正の影響を受けるため、年度ごとの退職者数が変動すること

により退職手当の額についても変動が生じることとなるため、岡山県では、職員退職手当基金を

活用することにより、このような退職手当の変動にも対応することとなる。 
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以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 

 

 *1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（4,015千円）及び岡山県職員退職手当基金条例に基づく積立金（3,252,000千円

）を積み立てたため。 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和５年度において32億円余りの積立が行われているが、これは地方公務員の定年引上げに伴

い、令和５年度の定年退職者数が減少し、その反動として令和６年度の退職者数が増加すること

から、それに伴う退職手当の増加に備えるために基金の積立を行ったものである。 

一方で、令和４年度までは退職者数及び退職手当について著しい変動がないことから、原則と

して運用益の積み増しのみが行われているものである。 

当基金の設置目的が年度ごとの退職手当の変動を抑制することにあるため、基金の積立及び取

崩は、目的に則って実施されているものと認められる。 

 

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
6,009,932 

4,661 
6,014,593 

0 
5,014,593 

 

年度 0 1,000,000  

令和２ 
5,014,593 

4,465 
5,019,058 

0 
5,019,058 

 

年度 0 0  

令和３ 
5,019,058 

4,764 
5,023,822 

0 
5,023,822 

 

年度 0 0  

令和４ 
5,023,822 

3,263 
5,027,085 

0 
5,027,085 

 

年度 0 0  

令和５ 
5,027,085 

3,256,015 
8,283,100 

0 
8,283,100 

 

年度 0 0  
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 5,014,593 5,019,058 5,023,822 5,027,085 8,283,100 

年度中平均残高（Ａ） 6,009,945 5,175,808 5,019,071 5,023,831 5,036,006 

運用益（Ｂ） 4,661 4,465 4,764 3,263 4,015 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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７. 土地開発基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 土地開発基金 

所管部署 
管理 所管部署 

財産活用課 会計課 

根拠例規 岡山県土地開発基金条例 

設置年月日 昭和44年４月１日 

設置目的 
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土

地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るた

め。 

基金が充当される 

事業の概要 

公用もしくは公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得す

る必要のある土地の先行取得を行う公共用地等取得事業特別会計(

以下「特別会計」という。）に対する貸付けを行う。先行取得後、

原則として、翌年度に特別会計から償還される。 

基金の種別 
基金の種類 基金の種別 

定額運用 － 

主な積立財源 一般財源 

予算計上会計 特別会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 － （※定額運用であるため） 

基金の取崩方針 － （※定額運用であるため） 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 

当初の事業目的での利用が難しい土地や、事業を仮に廃止したとし

ても土地の形状や地目、場所などにより売却が難しい不動産が残っ

ている状態である。各財産所管課には、今後も引き続き土地の有効

活用を継続して検討するよう促していくとともに、各財産所管課で

売却可能と判断したものについては、財産活用課において、入札等

により売却を進めていきたいと考えている。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である財産活用課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地をあらかじめ

取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的として設置されているものである。当

基金の設置時の趣旨としては、事業の実施に先行して必要な土地を取得し、取得後には担当課へ

の振替、すなわち一般会計への繰り替えを行うことが想定されているものである。 

県においても土地の取得に際しては、予め定められた使途があり土地の取得が行われている

が、その後の行財政改革に伴い計画が凍結されたこと等により、一般会計への繰り替えが行われ
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ないまま当基金に取得した土地等が残置されている状況となっている。 

当初の計画が中止・見直しされ県による活用が見込まれない土地については、県のホームペー

ジにおいても「未利用県有財産について」として民間での活用を目指しているところである。 

当基金に係る上記の状況については、以下の意見が発見された。 

 

【意見４】 

県では、平成29年度の包括外部監査により、土地開発基金の保有する土地の有効活用について

積極的に売却すべきとの意見が付されており、未利用県有財産の活用を図るべく県のホームペー

ジにおいて売却予定の土地の情報を掲載している。 

ただし、県のホームページに掲載されている土地は、当基金に計上されている土地の一部で

あり、未掲載の土地の中には、岡山市中心部の土地が含まれるなど、民間での需要が高いと考

えられる物件も含まれている。県が保有するこれら土地については、県自体が活用することも

選択肢の１つであるものの、一方で利用されない限りにおいては管理コストの負担が生じるの

みである。これに対し、民間への賃貸による賃料収入、あるいは売却による売却代金の収受、

その後の税収等を考慮して、より有効な利用方法を積極的に検討すべきである。 

また、他の自治体では施設整備が概ね完了したことを理由として土地開発基金を廃止する事例

も見られており、将来的な新たな土地の取得可能性が低いのであれば、基金の存続自体について

も検討すべきと考えられる。 

 

（３） 基金の残高推移      
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
12,904,584 

57,524 
12,889,739 

0 
12,889,739 

 

年度 72,369 0  

令和２ 
12,889,739 

264,050 
11,914,114 

0 
11,914,114 

 

年度 1,239,675 0  

令和３ 
11,914,114 

60,882 
11,914,449 

0 
11,914,449 

 

年度 60,547 0  

令和４ 
11,914,449 

36,234 
11,914,772 

0 
11,914,772 

 

年度 35,911 0  

令和５ 
11,914,772 

129,961 
11,870,779 

0 
11,870,779 

 

年度 173,954 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

特別会計へ貸付（債権）、土地売払（現金）、特別会計からの償還（現金）、特別会計へ

の貸付利息、土地貸付料、預金利息 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

特別会計へ貸付（現金）、土地売払（不動産）、特別会計からの償還（債権） 
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＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施するとともに、基金の増減に関する管理資

料を閲覧した。また、土地の売却による減少について、売買契約書等の関連資料の閲覧を実施し

た。 

当基金については、①現金、②特別会計への貸付金、③土地により残高が構成されており、そ

れぞれ下記の要因により増減が生じる。 

① 現預金 

基金の運用益の受入による増加、土地の賃料収入による増加、特別会計への貸付によ

る減少及び償還による増加が生じる。特別会計への貸付及び償還について決裁書を閲覧

し、特段の問題事項は識別していない。 

② 特別会計の貸付金 

現預金の増減に対応するもの。増減については現預金における決裁書の閲覧にて実

施。 

③ 土地 

現状では、新規の取得が行われていないため、実質的に売却による減少が変動要因の

主たるもの。令和５年度における土地の売却について関連資料の閲覧を実施し、特段の

問題事項は識別されなかった。 

上記について事務執行上の特段の問題は識別されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 12,889,739 11,914,114 11,914,449 11,914,772 11,870,779 

年度中平均残高（Ａ） 12,897,162 12,401,927 11,914,282 11,914,611 11,892,776 

運用益（Ｂ） 365 233 336 323 589 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.003 0.002 0.003 0.003 0.005 
 
 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、安全性の高い資金の運用として預金による運用が行われている。 

ただし、基金を構成する現預金の残高は令和５年度時点で3,693,033千円が計上されている

が、現在この資金をもとに積極的に土地の取得が行われる状況にはない。 

よって、基金の運用について以下の意見を記載する。 

 

【意見５】 

土地開発基金において管理されている預金残高3,693,033千円については今後、積極的に土地

の取得に活用される可能性は低いと考えられる。したがって、流動性の高い預金として保有する

必要性も低いことから、より有効な運用を図ることが望まれる。 

さらに、現在保有されている資金残高について必要額を再考し、将来的に土地の取得に要する

見込みが低い金額については、一般会計に繰り戻すことも検討すべきである。 
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８. 環境保全・循環型社会形成推進基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 環境保全・循環型社会形成推進基金 

所管部署 

管理 運用 

環境企画課 

(環境保全基金事業) 

循環型社会推進課 

(産廃税事業) 

財政課、会計課 

根拠例規 岡山県環境保全・循環型社会形成推進基金条例 

設置年月日 平成15年４月1日 

設置目的 
潤い及び安らぎのある快適な環境づくりを推進し、並びに産業廃棄

物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進を図る

ため、設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

【環境保全基金事業】 

環境問題に対する意識の醸成や県内での環境保全活動の推進に資す

る事業に充当している。 

【産廃税事業】 

産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用等を促進するため、「産

業活動の支援」、「適正処理の推進」、「意識の改革」を３つの柱とし

て循環型社会の形成推進に資する事業に充当している。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 

【環境保全基金事業】 

国庫支出金(地域環境保全対策費補助金)、一般財源(地方交付税)、

寄附金 

【産廃税事業】 

一般財源(産廃税) 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 
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（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 

【環境保全基金事業】 

国庫補助金等を原資として造成された基金であり、運用益の全額

を積み立てる。 

【産廃税事業】 

産廃税の収入のうち、徴税費及び保健所設置市交付金以外の全額

を積み立てるとともに、運用益の全額を積み立てる。 

基金の取崩方針 

【環境保全基金事業】 

基金の目的を達成するために必要な事業を実施するため適切な額

を取り崩す。 

【産廃税事業】 

産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促

進を図るための経費の財源に充てる場合に限り、取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 適切に運用できていると考えており、特段課題はない。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である環境企画課(環境保全基金事業)、循環型社会推進課（産

廃税事業）にヒアリングを実施した。 

当基金は、岡山県産業廃棄物処理税が導入された平成15年に設置されたものである。 

 基金造成時の平成15年に国庫支出金（地域環境保全対策費補助金）として２億円を積み立てた

後は国庫支出金の積み立てはなく、主な積立財源は産廃税収入となっている。 

 ここで岡山県産業廃棄物処理税の概要について記載する。 

目的 産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することで、その発生

抑制、リサイクルの促進、最終処分量の減量化を図る。 

納税義務者 排出事業者又は中間処理業者（最終処分場に産業廃棄物を搬入

する者） 

課税標準・税率 最終処分場への搬入量１トンにつき、1,000円 

使途 ・産業活動の支援 

・適正処理の推進 

・意識の改革 

・保健所設置市（岡山市、倉敷市）への交付金 

（岡山県HPをもとに監査人作成） 
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納税の仕組みは以下のとおりである。 

 
（出典：岡山県HP） 

最終処分業者は、排出業者又は中間処理業者が産業廃棄物を最終処分場に搬入したときに、処

分料金とあわせて産業廃棄物処理税を徴収し、毎月分をまとめて県に申告し、納付することとな

る。 

なお、中間処理業者が支払う税については、中間処理料金に税相当額を上乗せすることによ

り、排出業者に転嫁することになる。 

よって、納税義務者は、排出業者（又は中間処理業者）であるが、最終処分業者が特別徴収義

務者となり、県に申告、納付する（ただし、自社処分の場合は、排出業者が申告、納付を行う）

仕組みである。 

 

当基金は、以下の２つの事業に充当される。 

① 環境保全基金事業 

 環境問題に対する意識の醸成や県内での環境保全活動の推進に資する事業であり、啓発

活動費などが主な支出である。 

② 産廃税事業 

 産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用等を促進するため、「産業活動の支援」、「適

正処理の推進」、「意識の改革」を３つの柱として循環型社会の形成推進に資する事業に充

当している。 
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（３） 基金の残高推移 

(単位：千円) 
 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,391,164 

4,425 
1,392,238 

425,999 
1,453,770 

 

年度 3,351  364,467  

令和２ 
1,453,770 

1,243 
1,455,013 

351,843 
1,398,826 

 

年度 0 408,030  

令和３ 
1,398,826 

1,962 
1,400,788 

329,312 
1,344,816 

 

年度 0 385,285  

令和４ 
1,344,816 

26,466 
1,371,281 

314,508 
1,294,466 

 

年度 0 391,324  

令和５ 
1,294,466 

31,018 
1,325,484 

313,399 
1,249,518 

 

年度 0 389,366  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

産廃税収入(313,399千円)、運用益(1,043千円)等の積み立てによるもの 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

産廃税事業(369,107千円)、環境保全基金事業(20,259千円)に充当したため 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

各年度の増加のうち、出納整理期間における増加は全て産廃税収入である。産廃税収入は

直近５年で減少傾向にある。これは、産廃税の賦課により産業廃棄物処理量が抑制されたこ

と、各種の啓発活動などの成果により段階的に減少しているものである。 

令和５年度における増加（出納整理期間以外）は、過年度剰余金29,775千円、寄附金200

千円、運用益1,043千円である。 

（減少） 

年度ごとに若干の変動はあるものの、産廃税事業、環境保全基金事業に充当したものであ

る。 

令和５年度の減少は、産廃税事業（369,107千円）、環境保全基金事業（20,259千円）であ

る。令和５年度の減少のうち、以下の２件について、個別検証を実施した結果、問題点は発

見されなかった。 

・夜間休日不法投棄等監視業務 

 入札から契約締結、委託業務完了までの一連の関連書類の閲覧 

・上空監視業務 

入札から契約締結、業務完了までの一連の関連書類の閲覧 
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,453,770 1,398,826 1,344,816 1,294,466 1,249,518 

年度中平均残高（Ａ） 1,385,493 1,443,855 1,408,196 1,354,217 1,307,388 

運用益（Ｂ） 1,074 1,243 1,336 879 1,043 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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９. 文化振興基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 文化振興基金 

所管部署 
管理 運用 

文化振興課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県文化振興基金条例 

設置年月日 昭和55年３月21日 

設置目的 
岡山県の自然及び文化遺産の保護、保存及び管理並びに地域文化の

創造のための活動の援助、美術品の取得その他文化事業を円滑に実

施し、もつて潤い及び安らぎのある郷土づくりに寄与するため。 

基金が充当される 

事業の概要 

・ （公財）岡山県郷土文化財団が行う郷土文化保護活動 

・おかやま県民文化祭の開催（県民が文化に親しむとともに、日頃

の文化活動の成果を発表する場として、県内各地で様々なプログラ

ムを開催する県民総参加の文化の祭典） 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、寄附金 

予算計上会計 一般会計 

備考 別紙のとおり 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
寄附金及び旧岡山県文化事業振興及び美術品取得基金部分の運用か

ら生じる運用益を積み立てる。（旧岡山県文化振興基金の運用から

生じる運用益は（公財）岡山県郷土文化財団へ交付する。） 

基金の取崩方針 
岡山県文化振興基金条例第1条の目的（上記設置目的参照）を達成

するために必要な経費の財源に充てる場合 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 
当基金のうち文化事業振興分5億円は、毎年度一部を取り崩して事

業に充当していることから、基金枯渇後の財源確保が課題である。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である文化振興課にヒアリングを実施した。  

当基金の設置は、昭和55年であるが、岡山県行財政構造改革大綱2008に掲げる「特定目的基金の

整理」に基づき、設置の目的が類似する基金の統合や、設置の意義が希薄となった基金の廃止が

行われた。このことにより、設置の目的が類似することから、平成23年４月１日に、旧「岡山県

文化振興基金」と「岡山県文化事業振興及び美術金取得基金」を統合し、現在の「岡山県文化振

興基金」となった。 

統合時点で、当基金の残高は20億円であり、その内訳は、①岡山県郷土文化財団の活動を助成

する経費の財源に充てる10億円、②岡山県立美術館の美術品を取得する経費の財源に充てる５億
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円、③文化事業を円滑に実施する経費の財源に充てる５億円であった。 

①は上記のとおり岡山県郷土文化財団の活動を助成する経費の財源に充てるために積み立てら

れたものであるが、平成23年の基金結合後、全く取り崩しがない状況である。基金結合時に「基

金運用益ではなく、取り崩しにより郷土文化財団へ交付できないか」という議論はあったもの

の、当基金の原資の１/２が寄附金であり、寄附者の意向に沿った活用をすべきと考えられるこ

と、基金の取り崩しにより財源を生み出すことは、基金の減少・枯渇により財団の事業活動範囲

を狭めてしまうことになる、という理由で取り崩しは行われていない。 

②は重要な美術品についてタイミングを逃さず購入するためには、臨機応変、かつ、速やかに

対応する必要があり、機動的に対応するためには基金を活用することが不可欠であるとして積み

立てしている。購入する場合には、基金を取り崩すが、その後、一般財源で補填するため基金の

残高は維持される。結果として、③の５億円のみを平成23年以降事業費に充当し、取崩している

状況である。 

当該③の５億円のうち、令和５年度末に基金として残っているものは、131百万円程度であ

り、年25百万円程度の事業費が毎年取崩されていることから、残り５年程度で基金が枯渇してし

まう。 

この点については、岡山県としても課題と認識している。①について、平成23年の基金結合以

降、上記のような理由から取り崩しを行っていないが、③の財源が枯渇することが近い将来予想

されることから、①の取り崩しによる充当や、一般財源化して事業を継続することなどを検討し

ているところである。 

 

（３） 基金の残高推移 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（529千円） 

  

*2:令和５年度の基金減少理由 

おかやま県民文化祭事業費への充当のための取崩（26,735千円） 

 

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,756,732 

591 
1,757,323 

0 
1,730,483 

 

年度 0 26,840  

令和２ 
1,730,483 

633 
1,731,116 

0 
1,707,848 

 

年度 0 23,268  

令和３ 
1,707,848 

1,517 
1,709,365 

0 
1,683,029 

 

年度 0 26,335  

令和４ 
1,683,029 

445 
1,683,475 

0 
1,658,118 

 

年度 0 25,356  

令和５ 
1,658,118 

529 
1,658,647 

0 
1,631,913 

 

年度 0 26,735  
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＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

令和元年度から令和５年度まで、全て運用益である。なお、令和３年度には、債券の償還

があり、償還差益が含まれているため、他の年度よりも増加額が多くなっている。 

（減少） 

令和元年度から令和５年度まで、全て岡山県民文化祭事業費への充当のための取崩であ

り、各年度での取崩額はほぼ同程度である。 

  直近年度である令和５年度の基金取崩額について、以下の個別検証を実施した。 

・おかやま県民文化祭実行委員会からの事業実施報告書及び収支決算書を閲覧し、対象とな

る事業が実施されていること及び基金取崩額と決算額に含まれる基金からの充当額が一致し

ていることを確かめた。 

・起案書（令和６年３月31日）にて当該金額の取崩が決裁されていることを確かめた。 

なお、上記の令和元年度から令和５年度までの期間において、美術品の購入実績はない。 

 

 

【意見６】 

平成23年に設置の目的が類似することから旧「岡山県文化振興基金」と「岡山県文化事業振興

及び美術金取得基金」を統合し、現在の「岡山県文化振興基金」となっている。 

統合時点で、当基金の残高は20億円であり、その内訳は、①岡山県郷土文化財団の活動を助成

する経費の財源に充てる10億円、②岡山県立美術館の美術品を取得する経費の財源に充てる５億

円、③文化事業を円滑に実施する経費の財源に充てる５億円であった。 

このうち、③については事業に充当し、継続的に取り崩しているものの、①については、全く

取り崩しが行われておらず、②については平成27年度に１度、取り崩しを行ったのみである。 

現在、③のみの充当では５年程度で③の残高が枯渇することが予想されるため、様々な対応方

法が検討されているところであるが、基金統合時点で③の残高が５億円であり、毎年の取崩が25

百万円程度あれば20年程度で基金が枯渇することは想定できたはずである。 

同一の基金の中で、①、②を充当しないのであれば基金を統合した意義も乏しいことから、③

の枯渇が懸念される現状や、基金統合から10年以上経過していることを踏まえ、文化振興基金の

今後の在り方を含めた検討をすることが望まれる。 
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（４） 運用益の状況 

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,730,483 1,707,848 1,683,029 1,658,118 1,631,913 

年度中平均残高（Ａ） 1,761,253 1,734,811 1,711,730 1,687,420 1,662,358 

運用益（Ｂ） 5,934 6,019 7,026 2,812 4,883 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.337 0.347 0.410 0.167 0.294 

 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管している。当基金では、一定の利回りが求められるため、債券500百万円を個

別運用している。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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10. 岡崎嘉平太記念館基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 岡崎嘉平太記念館基金 

所管部署 
管理 運用 

文化振興課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県岡崎嘉平太記念館基金条例 

設置年月日 平成13年３月23日 

設置目的 
我が国の産業、経済の発展や日中国交回復に大きな役割を果たした

名誉県民岡崎嘉平太氏の功績をたたえるとともに、地域文化の振興

に資するため、同氏を顕彰する記念館の建設等を目的とする。 

基金が充当される 

事業の概要 
岡崎嘉平太氏を顕彰する記念館の建設等 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金、諸収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 基金の設置目的のために寄附された寄附金等を積み立てる 

基金の取崩方針 事業の目的を達成するために必要な経費の財源 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 
現在、記念館はきびプラザ内に入居しているが、基金の有効な活用

方法を探っていく必要がある。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である文化振興課にヒアリングを実施した。  

当基金は、岡崎嘉平太氏の記念館を建設する目的で平成13年に設置されたが、当初の計画が変

更となり、記念館は吉備中央町のきびプラザ内に入居することとなった。現在に至るまで建設計

画が頓挫したままの状態であり、当基金は設置当初から運用益の積立のみで取崩実績はない。 

管理所管部署において、今後の基金の在り方について検討中とのことである。既に、基金の設

置から20年以上経過しており、これまでにも基金の今後の在り方について検討されてきたが、基

金を廃止しなかったのは、記念館の建設の可能性がゼロではなく、将来的な建設の可能性を完全

には否定できなかったからとのことである。 

また、当基金は多数の個人を含む寄附により設置され、寄附の募集などの手続は建設委員会と

いう団体が行い、建設委員会が当該寄附金を県に渡しているという経緯から、寄附者の管理を県

が直接的に行っていない。このことにより、県は寄附者の氏名や金額等の情報を正確に把握でき
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ておらず、返還等も行うことができない状況である。 

 

【指摘事項１】 

岡崎嘉平太記念館基金は、岡崎嘉平太記念館の建設を目的としてＨ13年に設置されたものであ

るが、その後計画の変更により、基金の設置から20年以上経過した現在においても建設の予定は

なく、運用益の積立のみで取崩実績はない。 

岡山県としては将来的に記念館の建設の可能性がゼロではないため、残しているとのことであ

るが、仮に記念館を建設した場合、建設コスト増加の現在の環境下においては、追加的な維持管

理コストも一定金額発生し、さらには多額の一般財源からの追加的支出も発生することが予想さ

れる。当該状況を踏まえ、記念館建設の是非を検討するとともに、今後の基金の在り方を検討す

べきである。 

 

（３） 基金の残高推移      
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
147,371 

115 
147,486 

0 
147,486 

 

年度 0 0  

令和２ 
147,486 

127 
147,613 

0 
147,613 

 

年度 0 0  

令和３ 
147,613 

140 
147,753 

0 
147,753 

 

年度 0 0  

令和４ 
147,753 

96 
147,849 

0 
147,849 

 

年度 0 0  

令和５ 
147,849 

118 
147,967 

0 
147,967 

 

年度 0 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（118千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

平成13年の基金設置以降、運用益の積立のみで、取崩実績はない。 
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 147,486 147,613 147,753 147,849 147,967 

年度中平均残高（Ａ） 147,371 147,486 147,613 147,753 147,849 

運用益（Ｂ） 115 127 140 96 118 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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11. 新進美術家育成支援基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 新進美術家育成支援基金 

所管部署 
管理 運用 

文化振興課 財政課 

根拠例規 岡山県新進美術家育成支援基金条例 

設置年月日 平成19年３月20日 

設置目的 
岡山県にゆかりのある新進美術家の創作活動を支援し、次代を担う

美術家を育成することにより、岡山県の文化の振興を図り、もって

日本の文化の発展に寄与するため。 

基金が充当される 

事業の概要 
岡山県新進美術家育成支援「I氏賞」の設置、授与等 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金、諸収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
伊藤謙介氏（岡山県出身）から寄附された寄附金及び株式に係る配

当金等を積み立てる 

基金の取崩方針 事業の目的を達成するために必要な経費の財源 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 
現在、株式に係る配当金の額の範囲内で事業を行うよう努めている

が、物価高騰等により事業費が増大しており、基金積立金の減少が

続く場合、事業の見直しをする必要がある。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である文化振興課にヒアリングを実施した。  

 当基金は、岡山県にゆかりのある新進美術家の創作活動を支援し、次代を担う美術家を育成す

ることにより、岡山県の文化の振興を図り、もって日本の文化の発展に寄与することを目的とし

て、平成19年に岡山県出身の伊藤謙介氏からの寄附を基金として積み立てたことにより設置され

た。 

 毎年、一定程度の事業費を取り崩すことになるため、基金が枯渇することが想定されることか

ら、令和４年８月に伊藤謙介氏から普通株式５万株（現在は株式分割により20万株となってい

る）を追加で寄附として受け入れた。令和５年度以降、この配当金収入を基金に積み立てること
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としている。 

 

【意見７】 

寄附として受け入れた普通株式５万株について、配当金収入のみを基金に積立てることと

し、株式自体は一般会計で所管している。この点、岡山県では寄附された株式を一般会計又

は基金で保有しなければならないことを定めた条例・規則等は存在しない。 

企業会計においては、上場株式については期末時点の時価評価額において認識されること

から、当該基金残高についても、寄附時点の株式の時価相当額ではなく、毎年度末の株式の

時価相当額にすることが、実質価値を表現できるため望ましい。 

具体的には、株式自体を一般会計で所管する場合には、寄附時点の株式時価相当額を一般

会計から当該基金に積み立て、毎年度、株式の時価評価額に合わせ残高を増減させる又は、

寄附株式を基金にて保有し、時価評価する運用を基準等で明らかにすることなどが考えられ

る。 

 

（３） 基金の残高推移 

(単位：千円) 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
139,957 

208 
140,165 

0 
121,422 

 

年度 0 18,743  

令和２ 
121,422 

42 
121,464 

0 
103,745 

 

年度 0 17,719  

令和３ 
103,745 

45 
103,790 

0 
91,625 

 

年度 0 12,165  

令和４ 
91,625 

31 
91,656 

0 
76,813 

 

年度 0 14,843  

令和５ 
76,813 

10,026 
86,839 

0 
74,386 

 

年度 0 12,453  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

伊藤氏からの株式寄附に係る配当金(10,000千円)、運用益(26千円) 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

令和５年度実施事業費への充当（12,453千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

令和元年から令和４年度までは増加は、運用益のみである。 

令和５年度は、運用益に加え、令和４年８月に普通株式を寄附により受け入れたことで、配当

金収入10,000千円が積立てられている。 

令和４年８月22日の決裁文書にて、普通株式５万株を寄附として受け入れることが決裁されて

いることを確かめた。 
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また、当該配当金収入の金額の妥当性について以下のとおり個別検証を実施した。 

株式会社の2024年３月期有価証券報告書を閲覧し、以下の事実を確認した。 

・2024年１月１日付で普通株式１株につき、４株の割合で株式分割を行っていること。 

・令和５年度中の配当は、令和５年６月27日の定時株主総会にて１株あたり100円、令和５年

11月１日の取締役会にて１株当たり100円の配当金を支払うことが決議されていること。 

以上を踏まえ、令和５年度中に受け取った配当金収入の金額を再計算した。 

令和５年中に配当を受け取った時点は株式分割よりも前であることから、配当受取時の保有株

式は５万株であり、令和５年度の配当金額は期末配当100円、中間配当100円の合計200円であ

る。以上より、令和５年度中の配当金が10,000千円であることが確かめられた。 

（減少） 

令和５年度収支決算書にて、基金取崩額12,453千円と同額の支出があることを確かめた。ま

た、支出内容についても賞の贈呈式の経費や奨励賞の作品展のための経費であり、特段問題とな

るような支出がないことを確かめた。 

 

 

【意見８】 

上記のとおり、当基金の存続は、今後も寄附された株式からの配当金収入が現在の水準で維持

されることが前提となっている。 

管理所管部署によると、令和６年以降、毎年度の基金取崩しは10,000千円程度を予定している

とのことであるが、これは令和５年度の配当金収入が今後も維持されることを前提としたもので

ある。 

ここで、寄附された株式の配当金の推移（予想含む）は以下のとおりである。 

対象年度 年間配当（株） 

令和３年３月期 35円 

令和４年３月期 45円 

令和５年３月期 50円 

令和６年３月期 50円 

令和７年３月期 50円（予想） 

（出典：株式会社の開示書類をもとに監査人作成） 

上記配当額は株式分割後に引き直した1株当たり配当額を記載している。 

上場株式の配当は、毎期安定的に行われる保証はなく、基金を維持するための原資としては非

常に不安定な財源と言える。このため所管部署においては毎期の配当実績を基に、寄附者と都度

協議を実施し対応してきたところである。しかし、基金の継続のためには、都度協議ではなく、

「年間の配当状況を勘案して、基金の取り崩しを実施する」といった基金運用ルールを整備する

ことが望まれる。 
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 121,422 103,745 91,625 76,813 74,386 

年度中平均残高（Ａ） 143,083 124,443 106,698 93,652 78,335 

運用益（Ｂ） 208 42 45 31 26 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.145 0.034 0.041 0.032 0.033 

 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。なお、当基金は繰替運用が認め

られないため、現預金にて個別運用している。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

  

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



65  

12. 地域医療介護総合確保基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 地域医療介護総合確保基金 

所管部署 

管理 運用 

医療推進課（医療分） 

長寿社会課（介護分） 
財政課、会計課 

根拠例規 
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 

岡山県地域医療介護総合確保基金条例 

設置年月日 平成26年12月22日 

設置目的 

地域において効率的かつ質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシ

ステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的

な確保を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第４

条に基づき作成した都道府県計画に定めるもののうち、次に掲げる

事業を対象とする。 

区分Ⅰ-１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業（医療分） 

区分Ⅰ-２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の

変更に関する事業（医療分） 

区分２：居宅等における医療の提供に関する事業（医療分） 

区分３：介護施設等の整備に関する事業（介護分） 

区分４：医療従事者の確保に関する事業（医療分） 

区分５：介護従事者の確保に関する事業（介護分） 

区分６：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

（医療分） 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 
一般財源 １／３、国庫支出金（医療介護提供体制改革推進交付

金） ２／３ ※区分Ⅰ-２のみ国庫支出金 １０／１０ 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 本基金事業の対象として国から認められたものについて、国からの

配分額（交付金）と一般財源分を基金へ積み立てる。 

基金の取崩方針 当該年度事業に要する事業費を基金から取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 
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＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である医療推進課及び長寿社会課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、国が県に交付する医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例

交付金により、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムを構築

することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を図ることを目的として設置された

ものである。これは、平成26年６月の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律」（平成26年法律第83号）の成立・公布を受け、国が主導す

るものであり、上記区分に基づき地域において不足している施設等を改善するために国が必要と

なる資金を交付するとともに、県においても財源を加算することで事業が開始されている。 

積立ては、上記の経緯から県独自の財源に加えて国庫からの支出金が含まれることと、仕入控

除税額等の返還金が含まれることに特徴がある。 

一方、基金の取崩しに関しては、基本的に補助対象事業を選定し、その実施に要する支出の一

部について補助を行うことから、補助金等として交付する額が取崩しの対象となる。 

以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

（３） 基金の残高推移（合算） 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
5,909,018 

1,727,916 
7,636,934 

0 
5,676,776 

 

年度 0 1,960,158  

令和２ 
5,676,776 

1,644,434 
7,321,210 

0 
5,057,341 

 

年度 0 2,263,869  

令和３ 
5,057,341 

1,479,406 
6,536,747 

0 
4,612,923 

 

年度 0 1,923,824  

令和４ 
4,612,923 

2,247,698 
6,860,621 

0 
4,365,470 

 

年度 0 2,495,151  

令和５ 
4,365,470 

2,272,432 
6,637,902 

0 
3,684,151 

 

年度 0 2,953,751  
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（３） 基金の残高推移（介護分） 

  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
3,284,475 

351,539 
3,636,014 

0 
2,543,767 

 

年度 0 1,092,247  

令和２ 
2,543,767 

289,740 
2,833,507 

0 
1,718,547 

 

年度 0 1,114,960  

令和３ 
1,718,547 

386,738 
2,105,285 

0 
1,132,244 

 

年度 0 973,041  

令和４ 
1,132,244 

1,197,160 
2,329,404 

0 
554,598 

 

年度 0 1,774,807  

令和５ 
554,598 

1,416,853 
1,971,451 

0 
309,354 

 

年度 0 1,662,097  
   

 

（３） 基金の残高推移（医療分） 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
2,624,543 

1,376,377 
4,000,920 

0 
3,133,009 

 

年度 0 867,911  

令和２ 
3,133,009 

1,354,694 
4,487,703 

0 
3,338,794 

 

年度 0 1,148,909  

令和３ 
3,338,794 

1,092,669 
4,431,463 

0 
3,480,679 

 

年度 0 950,784  

令和４ 
3,480,679 

1,050,538 
4,531,216 

0 
3,810,872 

 

年度 0 720,344  

令和５ 
3,810,872 

855,579 
4,666,451 

0 
3,374,797 

 

年度 0 1,291,654  
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*1:令和５年度の基金増加理由 

令和５年度岡山県計画に基づき実施する事業費について、国からの交付金と一般財源を

合わせて基金を造成したため（その他運用益・仕入控除等返還金など含む）。 

（医療分） 計   855,579千円 

  基金造成額（国庫支出金＋一般財源） 849,093千円 

  運用益                2,594千円 

  仕入控除税額等返還金         3,892千円 

（介護分） 計 1,416,853千円 

  基金造成額（国庫支出金＋一般財源）1,368,450千円 

 運用益                1,198千円 

  仕入控除税額等返還金           39千円 

  繰越不用額              47,166千円 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

令和５年度基金事業に要した事業費を基金から取り崩したため。 

（医療分） 1,291,654千円 

（介護分） 1,662,097千円 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施するとともに、積立及び取崩に係る関連資

料並びに補助金交付要綱の閲覧を実施した。 

積立に際しては、補助金交付要綱に従い対象となる事業が選定されると、これに要する事業費

のうち公費で負担する部分について積立が行われる。取崩については、補助対象事業の完了に伴

い補助金が交付された額について取崩の処理が行われる。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 5,676,776 5,057,341 4,612,923 4,365,470 3,684,151 

年度中平均残高（Ａ） 6,164,390 5,997,251 5,438,695 4,939,702 4,788,694 

運用益（Ｂ） 4,799 5,176 5,137 3,194 3,792 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.094 0.065 0.079 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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13. 災害救助基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 災害救助基金 

所管部署 
管理 運用 

福祉企画課 会計課 

根拠例規 
災害救助法（昭和22年法律第118号） 

岡山県災害救助基金条例 

設置年月日 昭和31年３月27日 

設置目的 
災害救助法に基づく救助に係る費用の支弁の財源に充てるため（災

害救助法第22条） 

基金が充当される 

事業の概要 
災害救助法に基づく救助 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 

当該年度における基金法定最少額を算定し、当該年度の基金残高が

最小額に満たない場合、最少額の５分の１又は不足額を積み立て

る。（災害救助法第23条、災害救助法施行令第20条） 

災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れ積

み立てる。（災害救助法第24条） 

基金の取崩方針 災害等の発生時に取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

災害発生の初動時にまずは本基金等から県が支出し、特定災害等に指定された後、国庫補

助金で補填される場合が多い。基金の運営に際しては、国が定める災害救助事務取扱要領を

参考に、災害救助基金の設置、管理及び処分にかかる細部の取扱いを行っているが、岡山県

独自の規則を定めているわけではない。また、各年度における基金の積立状況等について、

毎年度６月15日までに災害救助基金報告書により内閣総理大臣に情報提供している。基金の

積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（災害救助法、災害救助事務取扱要領、岡山県財

務規則）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施した結果、指摘事項及び意

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



70  

見は発見されなかった。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,186,051 

1,806 
736,313 

0 
736,313 

 

年度 451,544 0  

令和２ 
736,313 

66,714 
734,083 

0 
734,083 

 

年度 68,944 0  

令和３ 
734,083 

330 
715,715 

0 
715,715 

 

年度 18,698 0  

令和４ 
715,715 

19,579 
733,018 

0 
733,018 

 

年度 2,276 0  

令和５ 
733,018 

42,275 
775,118 

0 
775,118 

 

年度 176 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（731千円）、不足額積立（41,544千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

平成30年7月豪雨災害における救助費用の充当（176千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和元年度から令和５年度までの増加は、災害救助法第22条に基づいて積み立てたものであ

る。岡山県の場合は、救助実施市として岡山市があり、当該年度の前年度の前３年間における地

方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の1,000分の５に相当する額から、当該額に

救助実施市人口割合の合計を乗じて得た額を減じた額を法定最少額として積み立てる必要があ

る。普通税の収入額の決算額及び法定最少額は以下のとおりである。 

令和２年度普通税決算額 230,554百万円 

令和３年度普通税決算額 250,646百万円 

令和４年度普通税決算額 273,416百万円 

３ヶ年平均普通税決算額(Ａ) 251,539百万円 

救助実施市(岡山市)の法定最少額(Ｂ) Ａ×５／1,000×38.37%(岡山市人口割合) 

＝482百万円 

岡山県の法定最少額 Ａ×５／1,000－Ｂ 

＝775百万円 

 

積立額算定に関連する書類一式を閲覧し、災害救助法に則り、適正額を積み立てていることを

確認した。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、平成30年7月豪雨災害に関連して主に災害救助法第
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４条に定める避難所及び応急仮設住宅の供与で、令和５年７月まで提供していたみなし仮設住宅

の借上費である。なお、令和５年度で平成30年7月豪雨災害における救助費用の支出は終了し

た。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 736,313 734,083 715,715 733,018 775,118 

年度中平均残高（Ａ） 1,184,832 736,307 734,033 715,763 733,134 

運用益（Ｂ） 1,806 280 330 179 731 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.152 0.038 0.045 0.025 0.100 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料(災害救助基金報告書)の閲覧を実施し

た。 

本基金の運用は災害救助法第 26 条で次の３つが定められており、令和５年度末基金残高の内

訳は以下のとおりである。 

災害救助法第 26 条で定める基金の運用方法 令和５年度末残高

① 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 775,118千円 

② 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ -千円 

③ 同法第４条第１項に規定する給与品の事前購入 -千円 

合計 775,118千円 

 

他の基金とは別枠で管理されており、全額を定期預金にて運用している。なお、本基金から必

要物資(給与品)等の購入はしていない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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14. 福祉基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 福祉基金 

所管部署 
管理 運用 

地域福祉課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県福祉基金条例 

設置年月日 平成29年4月1日 

設置目的 
日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支え合う社会の構

築に関する施策を実施し、もって社会福祉の増進に資するため 

基金が充当される 

事業の概要 

・障害者等自立支援事業 ・障害者等家族支援事業 

・子どもの貧困対策事業 ・その他特に必要とされる分野 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 財産収入、寄附金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 寄附金及び一般会計歳入歳出予算に定める額 

基金の取崩方針 
子ども・福祉部内関係課が提案する事業の中から充当事業を選定す

る。単年度において概ね20,000千円程度を取崩している。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 
積立は、県内に設置している募金箱及び岡山県遊技業協同組合から

の寄附（毎年1,000千円）と運用益のみであることから、今後45年

程度で枯渇が見込まれる。 

その他 － 

 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

本基金は昭和 49 年に設置した愛称「桃太郎愛のともしび基金」を前身としている。前身の福

祉基金は社会福祉法人等が設置する社会福祉施設の整備等の促進に必要な資金の円滑な運用を図

り、もって社会福祉事業の増進の寄与することを設置目的とし、当時の長野士郎岡山県知事を会

長として設立した岡山県福祉基金協議会が、基金総額 10 億円を目標に県下財界や報道機関と一

丸となり、県民総参加による募金への協力を仰いだ結果、昭和 55 年末に総額 11億円を超える寄

附金が集まった。当該基金は社会福祉法人等に融資されていたが、近年では独立行政法人福祉医

療機構や民間金融機関による資金供給が潤沢となり、融資事業の社会的使命は終えたものと考え

られたため、平成 28 年度をもって融資事業を終了し、現在の福祉基金へと変身した。 
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充当事業の選定は各担当課が前年度ベースで振り分けを行っている。なお、類似する基金とし

て岡山県愛とふれあいの基金があるが、本基金は障害者も含め社会福祉全般の事業に充当され

る。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県福祉基

金運用要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施した結果、指摘事項及び意

見は発見されなかった。 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

・寄附金（遊技業協同組合1,000千円、募金箱161千円、岡山放送50千円） 

・運用益（745千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

・障害者等自立支援事業（7,074千円）・障害者等家族支援事業（2,749千円） 

・子どもの貧困対策事業 （2,853千円）・児童家庭支援センター運営事業（8,284千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和元年度から令和５年度までの増加は、主に寄附金で、令和４年度は、個人から多額の寄附

金（1,500 万円）と令和３年度末に解散した（一財）岡山県母子寡婦福祉連合の残余財産の贈与

（337 万円）があった。その他、毎年寄附している岡山県遊技業協同組合は、昭和 50 年から当

該基金に寄附を続けており、令和５年度で通算 45回目となる。寄附金額累計は、令和５年度分

を含め、4,450 万円である。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、子ども・福祉部内関係課が提案する事業へ充当で、

令和５年度は障害者等自立支援事業として重度障害者在宅就労促進特別事業や障害者ＩＴ総合推

進事業等に充当された。事業実施要綱に従い契約締結から事業実績報告書及び委託業務完了確認

書までの書類一式があるかを確認し内容を閲覧した。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,005,097 

2,181 
1,007,278 

0 
988,143 

 

年度 0 19,135  

令和２ 
988,143 

2,098 
990,241 

0 
965,977 

 

年度 0 24,264  

令和３ 
965,977 

2,187 
968,164 

0 
930,376 

 

年度 0 37,788  

令和４ 
930,376 

20,262 
950,639 

0 
929,984 

 

年度 0 20,654  

令和５ 
929,984 

1,956 
931,940 

0 
910,980 

 

年度 0 20,960  
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その他特に必要とされる分野として、県が設置認可した２つの児童家庭支援センターの運営主

体である社会福祉法人に対して運営費に充当された。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 
 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 988,143 965,977 930,376 929,984 910,980 

年度中平均残高（Ａ） 1,007,120 991,233 970,027 936,730 933,441 

運用益（Ｂ） 781 854 920 608 745 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 
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15. 社会福祉施設整備基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 社会福祉施設整備基金 

所管部署 
管理 運用 

地域福祉課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県社会福祉施設整備基金条例 

設置年月日 昭和45年４月１日 

設置目的 
県が設置する社会福祉事業に関する施設を総合的かつ計画的に整備

し、社会福祉事業の振興を図るため 

基金が充当される 

事業の概要 

・県立社会福祉施設の整備 

・第一種社会福祉事業に関する施設の整備 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 財産収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 

前年度の一般会計決算上生じた剰余金の五分の一に相当する額を目

処に歳出予算に定める額を積立てる。 

※ただし、平成23年度から令和７年度までは特例期間として、本方

針を適用しないこととしている。 

基金の取崩方針 
要望のあった社会福祉施設等について、庁内審査委員会による審査

を行い、補助対象整備施設を選定する。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 特例期間中の収入が運用益のみであること。 

その他 － 

 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

基金条例第２条で前年度の一般会計決算上生じた剰余金の五分の一に相当する額を目処に歳

出予算に定める額を積立てるが、平成23年度から令和７年度までは特例期間として、本方針を

適用していない。決算剰余金の処理の特例に関する条例により特例期間が設定されており、岡

山県の財政状況を勘案し、定期的な積み立てが停止されている。 

県立の社会福祉施設の整備にも利用できるが、現時点では民間施設の整備補助のみを実施し

ている。事前に各担当課が民間団体からの要望を取りまとめ、その中から補助対象整備施設の

候補先を選定し、審査委員会にて決定する。なお、当該委員会は書面決議にて実施されている。
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要望の優先付けは、選定基準に則り、①県等の方針との符号、②整備計画の優位性、③法人の

運営状況、④他の意見から総合的に配点し決定している。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県社会福

祉施設整備基金運用要綱、岡山県社会福祉施設等整備費補助金交付要綱）に基づいて執行されて

いるかという観点で、手続を実施した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,252,823 

1,058 
1,253,881 

0 
1,222,006 

 

年度 0 31,875  

令和２ 
1,222,006 

1,057 
1,223,063 

0 
1,183,614 

 

年度 0 39,449  

令和３ 
1,183,614 

1,129 
1,184,743 

0 
1,173,321 

 

年度 0 11,422  

令和４ 
1,173,321 

763 
1,174,084 

0 
1,163,341 

 

年度 0 10,743  

令和５ 
1,163,341 

930 
1,164,272 

0 
1,148,265 

 

年度 0 16,007  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（930千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

・児童福祉整備費（13,191千円）    ・障害福祉施設整備費（50千円） 

・障害者総合支援推進費（2,551千円） ・老人福祉施設整備費（215千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和元年度から令和５年度までの増加は、基金の運用益のみである。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、要望のあった社会福祉施設等への整備費補助であ

り、令和５年度のうち、児童福祉整備費は新設する分園型小規模グループケア施設の建設費の補

助で、現在策定中の「岡山県社会的養育推進計画」において進めている児童養護施設の小規模・

地域分散化の一環である。補助事業実施要領や補助金交付要綱に従い交付申請から交付決定及び

事業実績報告書までの書類一式があるかを確認し内容を閲覧した。また、庁内審査委員会の審査

書類（社会福祉施設整備補助要望総括表等）を閲覧した。 

なお、障害者総合支援推進費とは、岡山県短期入所事業所施設開設等支援事業補助金に関する

費用で、同補助金は県が短期入所事業所の設置者に対し予算の範囲内において重心児者の受入れ

機能の強化に必要な施設改修に要する費用の2分の1を補助するものである。 
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上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況 

（単位：千円、％） 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,222,006 1,183,614 1,173,321 1,163,341 1,148,265 

年度中平均残高（Ａ） 1,272,162 1,227,147 1,190,192 1,175,227 1,165,139 

運用益（Ｂ） 988 1,057 1,129 763 930 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 
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16. 安心こども基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 安心こども基金 

所管部署 
管理 運用 

子ども未来課 会計課 

根拠例規 
安心こども基金管理運営要領(こども家庭庁・文部科学省連名通

知。以下、｢国要領｣という。)、岡山県安心こども基金条例 

設置年月日 平成21年３月17日 

設置目的 
国の交付金により、保育所等の整備等を促進し、子どもを安心して

育てることができる体制の整備を図るため、当該基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

国要領及び岡山県安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(

以下、｢県要綱｣という。)に記載のとおり。なお、以下に記載した

事業は令和５年度に実施したもののみ抜粋。 

 

●不妊に悩む方への特定治療支援事業 

不妊に悩む方への特定治療支援事業に必要な経費の補助を実 

施する。 

●幼児教育・保育無償化円滑化事業 

幼児教育・保育の無償化の実施にあたって必要となる事務及び 

システム改修等に要する経費の補助を実施する。 

●新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援事

業 

・子育て世帯訪問支援臨時特例事業 

家事・育児等に不安・負担を抱えた要支援家庭等への訪問事業に 

要する経費の補助を実施する。 

・母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業 

子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一元的

なマネジメント体制の構築に向けて、子育て世代包括支援センタ

ー及び子ども家庭総合支援拠点双方の機能を一体的に有する施設

の整備に要する経費の補助を実施する。 

・母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業 

子育て世代包括支援センター及び子ども家庭総合支援拠点双方の

機能を一体的に有する施設において、母子保健と児童福祉双方に

十分な知識を有する統括支援員の配置等に要する経費の補助を実

施する。 

・子どもの居場所支援整備事業 

家庭や学校に居場所のない子どもとその家庭が抱える多様な課題

に応じた支援を、包括的に実施する居場所の整備に必要な整備費

と改修費に要する経費の補助を実施する。 

・子どもの居場所支援臨時特例事業 

家庭や学校に居場所のない子どもに対して、生活習慣の形成や学

習のサポート等を行うとともに、子ども・家庭の状況をアセスメ

ントし、関係機関へのつなぎを行う等の支援を包括的に提供する

ために要する経費の補助を実施する。 

・子育て短期支援臨時特例事業 

市町村が実施する子育て短期支援事業について、専従・専任職
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員の配置支援を行うとともに、多様化する支援ニーズに応じた支

援の提供を臨時特例として行うために要する経費の補助を実施す

る。 

・一時預かり利用者負担軽減事業 

低所得世帯等の児童が、一時預かり事業による支援を受けた場合

における、利用者負担額の軽減を図る事業に要する経費の補助を

実施する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
国から充当事業を指定された交付金が県へ交付される都度、当該額

を積み立てる。 

基金の取崩方針 
県要綱に基づく交付額(事業実施に要した額)を毎年度取り崩す。ま

た、国要領に基づき事業実施期限が到来した場合は、当該事業に係

る残余金を取り崩し、国庫に返還する。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

子ども未来課は本基金の管理を行い、充当事業は事業内容に関連した部課を通して各市町村で

実施することが多い。当該交付金は国から充当事業を指定されており、一般財源からの補填はな

く交付金額内で事業を遂行せねばならず、利用したい事業があっても想定する金額規模が交付金

額より多い場合は事業に利用できない交付金もある。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、｢国要領｣、

｢県要綱｣）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施した結果、指摘事項及び意見

は発見されなかった。 
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*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（176千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

以下、事業実施による取り崩し(29,584千円) 

不妊に悩む方への特定治療支援事業 700千円 

幼児教育・保育の無償化円滑化事業 6,881千円 

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援事業 22,003千円 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和２年度及びの令和４年度の増加は、国から充当事業を指定された交付金で、その内訳は、

以下のとおりである。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、県要綱に基づき事業実施に要した費用で、令和５年

度の内訳は以下のとおりである。なお、単位はすべて千円である。 

事業名 保育サービス等の充実 

原資 安心こども基金 

令和２年度 期首保有額 R2.5.31 1,212 

運用利息積立 R3.3.31 3 

取崩 R3.5.31 - 

期末保有額 R3.5.31 1,216 

令和３年度 積立 R4.3.31 5,029 

運用利息積立 R4.3.31 0 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
287,550 

14 
287,564 

5,058 
1,212 

 

年度 0 291,410  

令和２ 
1,212 

992,127 
993,339 

0 
916,436 

 

年度 0 76,903  

令和３ 
916,436 

97,650 
1,014,086 

0 
681,686 

 

年度 0 332,400  

令和４ 
681,686 

940,476 
1,622,162 

0 
1,514,106 

 

年度 0 108,056  

令和５ 
1,514,106 

176 
1,514,282 

0 
1,484,698 

 

年度 0 29,584  
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取崩 R4.5.31 - 

期末保有額 R4.5.31 6,245 

令和４年度 運用利息積立 R5.3.31 0 

取崩 R5.5.31 - 

期末保有額 R5.5.31 6,246 

令和５年度 運用利息積立 R6.3.29 0 

取崩 R6.5.31 - 

期末保有額 R6.5.31 6,247 

令和５年度 事業実施状況 なし 

令和３年度積立分(５百万円)は利用されておらず、現時点で利用予定もない。事業期間の終了

に伴い、国へ返還する予定である。なお、その他の増加は運用利息の積立のみで、取崩実績はな

い。 

 

事業名 不妊に悩む方への特定治療支援事業の充

実 

原資 子育て支援対策臨時特例交付金 

令和２年度 積立 R3.3.12 445,186 - 

運用利息積立 R3.3.31 - - 

取崩 R3.5.31 △15,858 - 

期末保有額 R3.5.31 429,328 - 

令和３年度 積立 R4.3.25 - 92,586 

運用利息積立 R4.3.31 16 - 

取崩 R4.5.31 △326,746 - 

期末保有額 R4.5.31 102,598 92,586 

令和４年度 運用利息積立 R5.3.31 6 5 

取崩 R5.5.31 △25,985 △74,518 

期末保有額 R5.5.31 76,619 18,073 

令和５年度 運用利息積立 R6.3.29 8 2 

取崩 R6.5.31 - △700 

期末保有額 R6.5.31 76,628 17,375 

令和５年度 事業実施状況 なし 特定不妊治療助成

費8件 

令和２年度積立分(445百万円)及び令和３年度積立分(92百万円)について、令和６年度中に国

庫へ返還する予定である。 

 

事業名 幼児教育・保育の無償化に係る事務費等

（内閣府関係） 

原資 子育て支援対策臨時特例交付金 

令和２年度 積立 R3.2.15 546,936 

運用利息積立 R3.3.31 0 

取崩 R3.5.31 △61,045 

期末保有額 R3.5.31 485,891 

令和３年度 運用利息積立 R4.3.31 18 

取崩 R4.5.31 △5,654 

期末保有額 R4.5.31 480,255 

令和４年度 運用利息積立 R5.3.31 28 
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取崩 R5.5.31 △6,977 

期末保有額 R5.5.31 473,307 

令和５年度 運用利息積立 R6.3.29 54 

取崩 R6.5.31 △6,881 

期末保有額 R6.5.31 466,480 

令和５年度 事業実施状況 岡山市4,278千円：委託費（事務）、役務

費（通信運搬費）等 

総社市2,239千円：給料（会計年度任用職

員）等 

令和２年度積立分(546百万円)について、令和７年度中に国庫へ返還する予定である。令和５

年度の事業実施状況のうち、岡山市に対する交付決定起案書及び添付されている岡山市交付申請

書等を閲覧し、また、交付額確定起案書及び添付されている岡山市実績報告書を閲覧し、内容を

把握した。 

 

事業名 新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整

備していくための支援 

原資 子育て支援対策臨時特例交付金 

令和２年度 運用利息積立 R3.3.31 - 

取崩 R3.5.31 - 

期末保有額 R3.5.31 - 

令和３年度 運用利息積立 R4.3.31 - 

取崩 R4.5.31 - 

期末保有額 R4.5.31 - 

令和４年度 原資積立 R5.3.31 940,436 

運用利息積立 R5.3.31 - 

取崩 R5.5.31 △576 

期末保有額 R5.5.31 939,860 

令和５年度 運用利息積立 R6.3.29 109 

取崩 R6.5.31 △22,003 

期末保有額 R6.5.31 917,966 

令和５年度 事業実施状況 改修費8,811千円：母子保健・児童福祉一

体的相談支援機関整備事業 

要保護児童対応システムの改修7,383千

円：家庭・養育環境支援事業の円滑導入

支援 

令和４年度積立分(940百万円)について、令和５年度までの執行済額と令和11年度末までの所

要見込額を差し引いた額を、令和６年度中に国庫へ返還する予定である。令和５年度の事業実施

状況のうち、鏡野町に対する母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業について、特別対

策事業費補助金収支精算額内訳表及び特別対策事業費補助金事業実施状況調書を閲覧し、内容を

把握した。 

また、高梁市及び矢掛町に対する家庭・養育環境支援事業の円滑導入支援について、特別対策

事業費補助金収支精算額内訳表及び特別対策事業費補助金事業実施状況調書を閲覧し、内容を把

握した。 

基金充当事業に関する資料（安心こども基金運用・執行状況整理表(台帳)、令和５年度安心こ

ども基金管理運営要領に基づく事業実施状況報告、決裁文書など）の閲覧を実施した。 

上記手続の結果、発見された意見は以下のとおりである。 
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【意見９】 

国からの交付金について、令和11年度までの長期的な事業であるため、計画を立て最大限利用

することが望ましい。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,212 916,436 681,686 1,514,106 1,484,698 

年度中平均残高（Ａ） 290,725 138,946 931,797 739,656 1,532,165 

運用益（Ｂ） 14 5 35 40 176 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

本基金に交付される国庫支出金は事業実施期限内に事業へ充当し、国要領に基づき事業実施期

限が到来した場合は、当該事業に係る残余金を取り崩し、国庫に返還せねばならないため、長期

にわたり拘束される債券の一括運用を利用せず、預金のみで運用している。なお、運用益は事業

費に充てている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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17. 子ども災害見舞金基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 子ども災害見舞金基金 

所管部署 
管理 運用 

子ども家庭課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県子ども災害見舞金基金条例 

設置年月日 平成30年12月25日 

設置目的 

災害により被害を受けた子どもを養育している者を支援することに

より、家庭等における子どもの生活の安定に寄与し、もって子ども

の健やかな成長に資するため、岡山県子ども災害見舞金基金を設置

する。 

基金が充当される 

事業の概要 

岡山県の区域内で発生した災害により、現に自己の生活の本拠とし

て住居の用に供している建物が、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸

水のいずれかの被害を受けた子ども（18歳に達する日以後の最初の

3月31日までの間にある者）を対象として支給額を算定し、その子

どもを養育している者に対し支給する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算の定めるとこ

ろにより基金に積み立てるものとする。 

基金の取崩方針 
目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分

することができる。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 
 
 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

平成30年度に自然災害により被害を受けた子どもたちの生活を支援するため、全国から寄せら

れた寄附金を活用して基金を創設し、この基金を原資として被災した子どもに一人あたり２万円

の見舞金を支給する全国的にも珍しい取組を始めた。子ども災害見舞金は平成30年７月豪雨以降

に県内で発生した災害が対象となり、今後の災害にも対応する恒久的な制度として、被災した子

どもたちを支援するものである。 
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基金造成額は120,000千円で寄附金の全額を原資としており、このうち平成30年度支給見込額

として100,000千円を想定していた。原則として発災後１年内に申請があった方に１回のみ支給

する。令和元年度末時点で、造成額の50%程度しか支給できていない理由は各市町村窓口や岡山

県の周知不足と考えられる。なお、寄附者の意思を尊重し、他の基金との統合や廃止の検討はし

ていない。 

岡山県子ども災害見舞金支給要綱では、見舞金の支給対象となる災害は、岡山県の区域内で発

生した暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、落雷その他異常な自然現象による災害と

し、このうち、暴風及び豪雨による被災については、原則として次の基準に達したものを見舞金

の支給の対象としている。 

区 分 基準 

暴 風 最大風速（平均最大風速）が15ｍ以上のもの 

豪 雨 最大24時間雨量が80㎜以上のもの。ただし、最大24時間雨量が80㎜未満であ

っても時間雨量等が特に大きいものを含む。 

また、見舞金の支給対象となる被害は、現に自己の生活の本拠として住居の用に供している建

物の全壊、大規模半壊、半壊、又は床上浸水とし、被害の程度、被災日等の被害の認定は、市町

村が発行する罹災証明によるものとしている。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県子ども

災害見舞金支給要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施した結果、指摘事

項及び意見は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
93,465 

60 
93,525 

0 
57,645 

 

年度 0 35,879  

令和２ 
57,645 

55 
57,700 

0 
57,700 

 

年度 0 0  

令和３ 
57,700 

55 
57,755 

0 
57,755 

 

年度 0 0  

令和４ 
57,755 

38 
57,792 

0 
57,792 

 

年度 0 0  

令和５ 
57,792 

46 
57,839 

0 
57,839 

 

年度 0 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（46千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 
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＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

原資が寄附金のため、新たな自然災害は発生しない限り積み増しはなく、増加は運用益のみで

ある。 

令和元年度の減少は、平成30年７月豪雨災害に対する見舞金で、それ以降支給はない。各年度

当初に子ども災害見舞金の存在を各市町村に周知はしているが、平成30年７月豪雨災害以降は申

請実績がない。子ども家庭課で対象となる災害の発生の有無について積極的に調査しておらず、

子ども家庭課のＨＰに子ども災害見舞金の案内もない。なお、県内の市町村のＨＰに子ども災害

見舞金の案内はあるが、平成30年７月豪雨災害以降に情報の更新が行われていない。 

上記手続の結果、発見された意見は以下のとおりである。 

 

【意見10】 

対象となる災害の発生の有無について積極的に調査し、子ども家庭課のＨＰで子ども災害見舞

金の案内を常時行うことが望ましい。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 57,645 57,700 57,755 57,792 57,839 

年度中平均残高（Ａ） 100,041 63,429 57,700 57,755 57,793 

運用益（Ｂ） 60 55 55 38 46 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.060 0.087 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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18. 愛とふれあいの基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 愛とふれあいの基金 

所管部署 
管理 運用 

障害福祉課 会計課 

根拠例規 岡山県愛とふれあいの基金条例 

設置年月日 昭和56年3月25日 

設置目的 
障害者の自立と社会参加を促すとともに、生きがいの高揚と地域に

おける連帯の強化を図り、もつて障害者の福祉増進に資する。 

基金が充当される 

事業の概要 
県が実施する障害者の福祉増進のための施策及び事業 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 広く県民や事業者に寄附を募る。 

基金の取崩方針 障害者施策の推進 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 毎年、積立額が取崩額より少額のため枯渇の恐れがある 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

県民及び法人からの寄附金を積立財源とし、地域における障害者の自立と社会参加促進のため

の事業に充当する。なお、類似する基金として岡山県福祉基金があるが、本基金は障害者に特化

した事業に充当される。障害者施策の選定方法は所管課が前年度ベースで振り分けを行ってい

る。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県愛とふ

れあいの基金運用要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施した結果、指摘

事項及び意見は発見されなかった。 
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*1:令和５年度の基金増加理由 

毎年、寄附していただいている法人からの寄附による。 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

基金充当事業の実施に伴う取崩による。（以下、主な事業） 

 障害者（児）自立・社会参加促進事業           3,057千円 

 家族支援のスキル向上支援事業              2,466千円 

  障害者就業支援センター事業                    2,143千円 

 障害者差別解消・共生社会実現プロジェクト事業 2,135千円 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和４年度の増加は、個人から多額の寄附金(500万円)があったことによるものである。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、障害者の福祉増進のための事業に充当したことによ

るもので、令和５年度の事業のうち、障害者（児）自立・社会参加促進事業について、補助事業

実施要領や補助金交付要綱に従い交付申請から交付決定及び事業実績報告書までの書類一式があ

るかを確認し内容を閲覧した。令和５年度は障害者支援団体等の30団体から34件の交付申請があ

り、内容を審査したところ、全てが適正と認められ交付決定がなされていた。 

また、障害者就業支援センター事業について、事業実施要綱に従い契約締結から事業実績報告

書及び委託業務完了確認書までの書類一式があるかを確認し、内容を閲覧した。令和５年度は障

害者支援団体等の４団体から見積書の提出があり、内容を審査したところ、全てが適正と認めら

れ契約締結がなされていた。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
338,269 

1,796 
340,065 

0 
326,389 

 

年度 0 13,676  

令和２ 
326,389 

1,769 
328,158 

0 
321,218 

 

年度 0 6,940  

令和３ 
321,218 

1,780 
322,998 

0 
307,768 

 

年度 0 15,230  

令和４ 
307,768 

7,538 
315,306 

0 
297,516 

 

年度 0 17,790  

令和５ 
297,516 

1,540 
299,056 

0 
276,148 

 

年度 0 22,908  
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。なお、このままの取崩を続ける

と10年程度で資金が枯渇するため、現時点で長期にわたり拘束される債券の一括運用を利用する

ことは現実的ではないと思われる。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 326,389 321,218 307,768 297,516 276,148 

年度中平均残高（Ａ） 340,436 328,598 322,379 310,327 300,493 

運用益（Ｂ） 17 11 12 17 34 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 
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19. 後期高齢者医療財政安定化基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 後期高齢者医療財政安定化基金 

所管部署 
管理 運用 

長寿社会課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県後期高齢者医療財政安定化基金条例 

設置年月日 平成20年４月１日 

設置目的 
後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保

に関する法律第116条第１項の規定により、岡山県後期高齢者医療

財政安定化基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

基金は、高齢者の医療の確保に関する法律第116条第１項第１号に

掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第２号に掲げる事業に係る

貸付金の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分するこ

とができる。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、国庫支出金、諸収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 

高齢者の医療の確保に関する法律第116条第５項の規定により、基

金には特定期間において、岡山県後期高齢者医療広域連合から徴収

する財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を積み立て

る。 

なお、特定期間とは平成20年度を初年度とする同年度以降の２年度

ごとの期間をいう。 

基金の取崩方針 

知事は、広域連合が高齢者の医療の確保に関する法律第116条第１

項第１号の要件を満たすと認めるときは、広域連合に対し、前期高

齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令

第13条第２項の規定に従って算定した額の交付金を交付するものと

する。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 

令和６、７年度においては、運用益金以外に積み増しを予定してい

ないが、今後予定した保険料収入率を下回って生じた保険料不足

や、給付費の見込み誤り等に起因する財源不足が生じた場合には、

基金の貸付・交付を行うため、基金の積み増しが必要となる。 

その他 － 
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＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

基金の積立方針では一定額の積立を実施するとあるが、実際には本基金条例第３条にて財政安

定化基金拠出率をゼロとしており、平成30年度以降積立はない。平成29年９月19日付の厚生労働

省保健局高齢者医療課からの事務連絡で平成30・31年の財政安定化基金拠出率について後期高齢

者医療広域連合と協議の上、基金残高が十分あると判断した場合やこれまでに一度も貸付・交付

実績がない場合等は設定する拠出率はゼロを原則とするとあったことを踏まえ、岡山県では拠出

率をゼロとしている。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県後期高

齢者医療財政安定化基金運営事務処理要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を

実施した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
3,955,696 

3,067 
3,958,763 

0 
3,958,763 

 

年度 0 0  

令和２ 
3,958,763 

3,408 
3,962,172 

0 
3,962,172 

 

年度 0 0  

令和３ 
3,962,172 

3,760 
3,965,933 

0 
3,965,933 

 

年度 0 0  

令和４ 
3,965,933 

2,576 
3,968,509 

0 
3,968,509 

 

年度 0 0  

令和５ 
3,968,509 

3,169 
3,971,678 

0 
3,971,678 

 

年度 0 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益金の積立による（3,169千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和４年度及びの令和５年度の増加は、運用益のみである。 

令和元年度から令和５年度までの減少はなく、本基金設置以降、予定した保険料収入率を下回

って生じた保険料不足や、給付費の見込み誤り等に起因する財源不足が生じておらず、後期高齢

者医療広域連合に対する資金の貸付及び交付の実績はない。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 3,958,763 3,962,172 3,965,933 3,968,509 3,971,678 

年度中平均残高（Ａ） 3,955,704 3,958,773 3,962,183 3,965,940 3,968,518 

運用益（Ｂ） 3,067 3,408 3,760 2,576 3,169 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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20. 介護保険財政安定化基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 介護保険財政安定化基金 

所管部署 
管理 運用 

長寿社会課 会計課 

根拠例規 介護保険法、岡山県介護保険財政安定化基金条例 

設置年月日 平成12年４月１日 

設置目的 市町村の介護保険の財政の安定化に資するため。 

基金が充当される 

事業の概要 
市町村介護保険事業 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 運用益を積み立てる。 

基金の取崩方針 借入を希望する市町村（保険者）に貸し付ける。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

会計検査院からの積立金額過大との指摘（平成22年度決算検査報告：介護保険における財政安

定化基金の基金規模について）により、平成24年度に全国的に基金の取り崩しが発生した。取崩

した部分は、出捐割合に応じ国、県、市町村に３分の１ずつ分配し、このうち県分を原資に地域

介護活動支援等基金を設置した。それ以降、積立は行っていない。なお、本基金条例第３条にて

財政安定化基金拠出率をゼロとしている。市町村の準備基金で対応しきれない部分を本基金から

貸付や交付により対応することとなっている。県では年度末に各市町村の準備基金の状況を把握

している。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県介護保

険財政安定化基金運用事務処理要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施し

た結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（247千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和元年度及びの令和２年度の増加は、貸付金の償還と運用益である。 

令和元年度から令和５年度までの減少はなく、平成28年度以降、貸付実績はない。岡山県介護

保険財政安定化基金残高整理表を閲覧し、貸付金の償還と新規貸付の状況を把握した。 

詳細は下記参照。 

年度 償還(増加) 新規貸付(減少) 

平成27年度 54,267千円 8,000千円 

平成28年度 54,167千円 11,300千円 

平成29年度 54,166千円 - 

平成30年度 6,434千円 - 

令和元年度 6,433千円 - 

令和２年度 6,433千円 - 

設置以来、最大の貸付は平成14年度の455,700千円で、直近では平成26年度の108,500千円が平

成29年度に償還が終了している。過去の実績から令和５年度時点の残高2,153,727千円は十分な

金額が積み立てられていると推測される。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
2,140,236 

6,541 
2,146,777 

0 
2,146,777 

 

年度 0 0  

令和２ 
2,146,777 

6,507 
2,153,284 

0 
2,153,284 

 

年度 0 0  

令和３ 
2,153,284 

80 
2,153,364 

0 
2,153,364 

 

年度 0 0  

令和４ 
2,153,364 

116 
2,153,480 

0 
2,153,480 

 

年度 0 0  

令和５ 
2,153,480 

247 
2,153,727 

0 
2,153,727 

 

年度 0 0  
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 2,146,777 2,153,284 2,153,364 2,153,480 2,153,727 

年度中平均残高（Ａ） 2,141,910 2,148,430 2,153,284 2,153,364 2,153,481 

運用益（Ｂ） 108 74 80 116 247 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

債券の一括運用は利用していないが、理由は特になく、以前から変更していない。平成28年度

以降、貸付実績もなく、貸付需要は高くない。基金条例でも債券の一括運用は利用可能である。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、発見された意見は以下のとおりである。 

 

【意見11】 

基金の運用について、以前から債券の一括運用をしていない。基金条例では債券の一括運用は

可能であり、平成28年度以降、貸付実績もなく、貸付需要は高くないことも踏まえ、できるだけ

効率的な運用を行うためにも、債券の一括運用を検討することが望ましい。  
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21. 地域介護活動支援等基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 地域介護活動支援等基金 

所管部署 
管理 運用 

長寿社会課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県地域介護活動支援等基金条例 

設置年月日 平成24年４月１日 

設置目的 

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、介護保険の保険給付に係

る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等

となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のた

めの施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策

を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的

に実施することができる仕組みの構築を促進するとともに、介護保

険の国庫負担金の算定等に関する政令（平成十年政令第四百十三号

）第十二条第五項に規定する都道府県年度負担額の支出に要する財

源を確保し、将来の県財政への負担の軽減を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、総合的に市町村を支援する

事業等に要する経費に充当する。 

 事項名 ・地域包括ケア体制推進総合事業費 574万円 

     ・認知症高齢者対策推進費 2,400万円 

     ・老人福祉事業費 755万円 

     ・介護保険施行事業費 356万円 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 
財産収入、諸収入 

設立時は岡山県介護保険財政安定化基金から繰入れ 

予算計上会計 一般会計 

備考 

岡山県介護保険財政安定化基金の一部（4,000百万円）を平成24年

度に取り崩し、出捐割合に応じ国、県、市町村に３分の１ずつ分配

した。このうち、県分の1,333百万円を原資に本基金を設置した。 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
運用益を積み立てる。（財産収入） 

過年度に支出した補助金に係る返還金を収入した場合は、基金に積

み戻す。（諸収入） 

基金の取崩方針 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、総合的に市町村を支援する

事業等に要する経費の財源に充てるため取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 
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担当課の考える課題 
基金残高が底をついた後の財源の確保（現在のペースで取り崩して

いくと約25年後） 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、総合的に市町村を支援する事業の選定のため、県民局

の担当者とともに各市町村を年 3回程度訪問し、現場意見の吸い上げや関連する事業の案内を行

い、市町村との連携を図っている。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県地域介

護活動支援等基金運用事務処理要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施し

た結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（853千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

一般会計に繰り入れ、事業費に充当したため（40,858千円） 

・地域包括ケア体制推進総合事業費5,737千円 ・認知症高齢者対策推進費24,001千円 

・老人福祉事業費7,554千円         ・介護保険施行事業費3,564千円 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和４年度及びの令和５年度の増加は、運用益のみである。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
1,214,157 

1,526 
1,215,683 

0 
1,171,410 

 

年度 0 44,273  

令和２ 
1,171,410 

1,015 
1,172,425 

920 
1,140,735 

 

年度 0 32,610  

令和３ 
1,140,735 

1,087 
1,141,822 

0 
1,102,562 

 

年度 0 39,260  

令和４ 
1,102,562 

720 
1,103,282 

0 
1,061,864 

 

年度 0 41,418  

令和５ 
1,061,864 

853 
1,062,717 

0 
1,021,859 

 

年度 0 40,858  
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令和元年度から令和５年度までの減少は、地域包括ケアシステムの構築に向けて、総合的に市

町村を支援する事業等に要する経費に充当したものである。令和５年度の事業のうち、認知症高

齢者対策推進費は、認知症疾患医療センターへの委託費が主な内容である。県内の保健医療圏

（県南東部、県南西部、高梁・新見、真庭、津山・英田）に８か所（その他、岡山市指定が１か

所）の認知症疾患医療センターが指定されており、認知症疾患の初期対応や急性期治療、専門医

療相談、医療介護関係者研修を委託している。平成29年度に実施した新規指定の際の関連資料

（岡山県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱、岡山県認知症疾患医療センター指定申請

書、岡山県認知症疾患医療センター検討委員会議事録、岡山県認知症疾患医療センター指定通知

書）を閲覧し、内容を把握した。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,171,410 1,140,735 1,102,562 1,061,864 1,021,859 

年度中平均残高（Ａ） 1,221,826 1,178,550 1,146,150 1,109,107 1,068,788 

運用益（Ｂ） 948 1,015 1,087 720 853 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 
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22. 国民健康保険財政安定化基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 国民健康保険財政安定化基金 

所管部署 
管理 運用 

長寿社会課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県国民健康保険財政安定化基金条例、国民健康保険法 

設置年月日 平成28年３月22日 

設置目的 国民健康保険の財政の安定化を図るため 

基金が充当される 

事業の概要 

保険料収納不足により財政不足となった市町村に対する貸付・交付

事業や、給付増による財源不足を補填するための取崩、国民健康保

険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の県等が行う国民健康保

険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合

の取崩に活用する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金、繰越金、財産収入 

予算計上会計 特別会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
運用利息を本体基金分として、また保険者努力支援交付金（予防・

健康づくり支援事業費連動部分）により生じる剰余金及び繰越金の

一部を翌年度に財政調整事業分として、積み立てる。 

基金の取崩方針 
納付金の著しい上昇の抑制や安定的な財政運営の確保を図るために

必要があると認められる場合、財政調整事業分を取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

平成27年５月の国民健康保険法の改正により、それまで市町村単位で行われていた国民健康保

険財政の運営について、平成30年度より都道府県単位で行うことになったことを契機に積立開始

も、積立金額に関して金額基準はないとのことであった。なお、積立金額が著しく不足している

との認識はないため、市町村からの財政安定化基金拠出金は徴収していない。 

基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県国民健

康保険財政安定化基金貸付・交付取扱要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を

実施した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円)  

年度初残

高 

増加(*1) 
３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
3,689,461 

2,896 
3,692,357 

0 
3,608,579 

 

年度 0 83,778  

令和２ 
3,608,579 

3,120 
3,611,698 

0 
3,527,920 

 

年度 0 83,778  

令和３ 
3,527,920 

3,361 
3,531,281 

0 
3,447,503 

 

年度 0 83,778  

令和４ 
3,447,503 

364,869 
3,728,594 

0 
3,728,594 

 

年度 83,778 0  

令和５ 
3,728,594 

322,668 
3,506,705 

0 
3,506,705 

 

年度 544,557 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

保険者努力支援交付金により生じる剰余金（319,690千円）、運用利息（2,978千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

基金の取崩（544,557千円） 
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＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和４年度及びの令和５年度の増加は、保険者努力支援制度の交付金である。保険者努力支援

制度は、平成27年の国民健康保険法の改正により、保険者（都道府県・市町村）における医療費

適正化に向けた取組等に対する支援を行うため、保険者の取組状況に応じて交付金を交付する制

度として創設された。保険者における医療費適正化の取組等を評価する指標を設定し、達成状況

に応じて交付金を交付する制度として、平成30年度より本格実施された（取組評価分）。令和２

年度からは上記に加え、予防・健康づくり事業の「事業費」として交付する部分を創設し、「事

業費」に連動して配分する部分と合わせて交付することにより、保険者における予防・健康づく

りの取組を抜本的に後押しすることとなった（事業費分・事業費連動分）。 

 県や市町村の取組状況や取組内容に応じて評価されることになっており、交付金の額を増やす

ことが可能となっている。岡山県は令和５年度で114点中47点を獲得し、全国順位は47都道府県

中38位となっている。得点できていない評価指標の多くは市町村分となっているため、県は市町

村が得点できるよう市町村の取組を支援している。なお、県としての目標額を設定していない。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、平成27年の国民健康保険法改正に対応した国庫から

の特例基金（激変緩和分418百万円と財政基盤強化分698百万円）の取崩である。当該取崩分は保

険料の負担軽減に利用している。また、基金設置以降、問い合わせはあるものの、取崩事由に該

当しないため、市町村に対する資金の貸付及び交付の実績はない。令和６年度以降、国民健康保

険事業費納付金の著しい上昇の抑制のために財政調整事業分の取崩が発生する可能性がある。 

上記手続の結果、発見された意見は以下のとおりである。 

 

【意見12】 

保険者努力支援制度では、取組状況や取組内容に応じて評価され交付金の額が決定する。都道

府県別獲得点について、岡山県は令和５年度で114点中47点を獲得し、全国順位は47都道府県中

38位となっている。保険者努力支援制度を有効活用できているとは言い難い状況である。目標額

を設定するなど、県を挙げての取組実施を積極的に検討することが望ましい。 

 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 3,608,579 3,527,920 3,447,503 3,728,594 3,506,705 

年度中平均残高（Ａ） 3,729,352 3,622,093 3,541,893 3,462,234 3,727,986 

運用益（Ｂ） 2,896 3,120 3,361 2,248 2,978 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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23. 国民健康保険保険者機能強化基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 国民健康保険保険者機能強化基金 

所管部署 
管理 運用 

長寿社会課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県国民健康保険保険者機能強化基金条例 

設置年月日 平成30年４月１日 

設置目的 
医療費の適正化等に関する施策を実施することにより国民健康保険

の財政の安定化を図り、もって国民健康保険の保険者としての機能

を強化するため。 

基金が充当される 

事業の概要 

医療給付専門指導員の配置に要する経費 

広域共同広報事業に要する経費 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源、財産収入 

予算計上会計 特別会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 運用利息を積み立てる。 

基金の取崩方針 

・医療給付専門指導員の人件費 

・広域共同広報事業（特定健診、特定保健指導の受診率向上や後発

医薬品の普及促進、収納率の向上など医療費適正化に繋がる効果

的な普及啓発事業等を市町村と共同で実施する事業）にかかる経

費について取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧の手続を実施した。 

平成29年度に国民健康保険広域化等支援基金を廃止し、県負担分約１億6,300万円を活用して

設置した。当初は、医療給付専門指導員の配置、広域共同広報事業の他、保健事業支援員の配置

もしていたが、保健事業支援員については国が実施する別の補助事業に移管した。 

医療給付専門指導員は２名体制で市町村の点検員への指導・助言や研修会を実施する。１年間

で県内の 31 保険者を巡回し指導する。市町村を跨ぐ保険利用が発生する場合は広域的・専門的

見地から給付点検を実施する。医療給付専門指導員は会計年度任用職員で、人事課と協議して報

酬単価を決定する。県のホームページ上で公募し、面接試験を実施する。 
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基金の積立て・取崩しに関する事務が関連規則等（基金条例、岡山県財務規則、岡山県国民健

康保険保険者機能強化基金運用要綱）に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施し

た結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（94千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

事業実施のための特別会計への繰出 

（医療給付専門指導員 7,573千円、広域共同広報事業交付金 2,192千円） 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

令和元年度から令和５年度までの増加は、運用益のみである。 

令和元年度から令和５年度までの減少は、主に医療給付専門指導員の人件費である。令和５年

度実施の採用試験の関連資料一式を閲覧し、内容を把握した。 

① 採用試験受験 

・応募資格 

医療保険事務に関する知識及び経験を有する者 

・報酬等 

基本報酬：日額12,940円 

・採用試験内容 

面接（業務遂行能力、人柄等に関する口述試験） 

・合否決定 

得点の高い順に決定。ただし、一定の基準に達しない場合は不合格。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
151,203 

119 
151,322 

0 
139,660 

 

年度 0 11,662  

令和２ 
139,660 

122 
139,782 

0 
132,062 

 

年度 0 7,720  

令和３ 
132,062 

126 
132,188 

0 
123,526 

 

年度 0 8,662  

令和４ 
123,526 

81 
123,608 

0 
116,963 

 

年度 0 6,645  

令和５ 
116,963 

94 
117,057 

0 
107,292 

 

年度 0 9,765  
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② 医療給付専門指導員選考の方法及び基準 

ロ述試験は、受験者１名に対して試験官（担当課職員等）２名以上で行い、所定の採点

表を用いて試験官１名につき25点を満点として採点し、試験官の採点の平均点を受験者の

得点とし、得点が高い者から順に必要な人数を合格させる。なお、得点が15点未満の者は

不合格とする。 

上記手続の結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況                       （単位：千円、％） 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 139,660 132,062 123,526 116,963 107,292 

年度中平均残高（Ａ） 153,283 141,540 133,349 124,970 118,074 

運用益（Ｂ） 119 122 126 81 94 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



105  

24. 工業振興特別基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 工業振興特別基金 

所管部署 
管理 運用 

企業誘致・投資促進課 － 

根拠例規 岡山県工業振興特別基金条例 

設置年月日 昭和57年３月24日 

設置目的 
県内への企業の導入及び県内の工業の近代化を促進し、県内の工業

振興を図る。 

基金が充当される 

事業の概要 
－ 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金（電力移出県等交付金） 

予算計上会計 － 

備考 令和６年度中に廃止する予定である。 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 － 

基金の取崩方針 － 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



106  

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
0 

0 
0 

0 
0 

 

年度 0 0  

令和２ 
0 

0 
0 

0 
0 

 

年度 0 0  

令和３ 
0 

0 
0 

0 
0 

 

年度 0 0  

令和４ 
0 

0 
0 

0 
0 

 

年度 0 0  

令和５ 
0 

0 
0 

0 
0 

 

年度 0 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

－ 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である企業誘致・投資促進課にヒアリングを実施した。 

当基金は、昭和57年に設置したもので、昭和56年施行の電力移出県等交付金交付規則によ

り、その用途は「発電施設の周辺地域又はこれに隣接する市町村の区域の住民が通常通勤す

ることができる地域への企業導入及び当該地域内における産業の近代化のための措置に要す

る費用に充てる」とされていることから、県営工業団地の造成などを行ってきた。 

しかしながら、平成５年の津山市久米産業団地の造成を最後に、当基金の積立、取崩実績

はないまま現在に至る。 

 当基金は、電力移出県等交付金（昭和56年に創設され、平成12年に電源立地特別交付金に

統合、さらに平成15年に電源立地地域対策交付金に統合された）を積立財源としている。当

該交付金は、県内の発電電力量が消費電力量の1.5倍以上である場合に国から交付されるもの

であるが、平成６年度に移出比率が1.5を下回ったため不交付となり、その後平成11年までは

継続して不交付の状態が続いた。しかし、平成12年の制度改正により、原子力発電関連施設

の係数見直し（1.2→1.6）により再び交付されることとなった。ただし、それ以降の交付金

は、当該基金に積立てられることなく、原子力発電関連施設の発電量が県全体の発電量の大

部分を占めたことから、その全額を所在地である鏡野町と隣接地である津山市に交付するこ

ととしている。 

以上のとおり、平成５年度以降基金の積立、取崩実績がない状態が続いており、平成23年

度において、管理所管部署は監査事務局から基金の今後の取り扱いについて説明を求められ

るものの、存廃について検討するとの回答に留まっている。また、平成25年度には、基金条
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例の改正（根拠法の廃止統合による）にあたり、「財源となる電力移出県等交付金は継続して

おり、今後、県が活用できる形で県に交付される場合には必要であり、存続させる」と決定

した。さらに、令和５年度において、令和４年度決算審査意見書に関連して、決算特別委員

会に向け、基金の存続意義や活用見込について整理するよう指示があり、「基金への新たな積

立の見込みがないことから、当基金の廃止について検討する」と回答している。これを受け

て、令和６年３月21日に管理所管部署では、部内協議を行い、当基金条例の廃止を令和７年

２月議会に上程することを決定している。 

 

【指摘事項２】 

当基金は、平成５年度以降、基金の積立、取崩の実績がなく、残高ゼロのままとなってい

る。積立財源である電力移出県等交付金の交付要件が緩和されるなど、今後積立てられる 

可能性があるため存続させたという経緯があり、令和６年３月に既に部内では廃止を議会に

上程することを決定しているものの、その意思決定に相当な時間を要しており、過去におい

て十分な検討がなされたとは言い難い。 

基金の設置目的に照らし、不要と考えられる場合には、適時に廃止の手続を取ることが望

ましい。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

基金残高に増減はない。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 － － － － － 

年度中平均残高（Ａ） － － － － － 

運用益（Ｂ） － － － － － 

利回り（Ｂ÷Ａ） － － － － － 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用を行っていないため該当なし。 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



108  

25. 総合展示場コンベックス岡山整備基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 総合展示場コンベックス岡山整備基金 

所管部署 
管理 運用 

企業誘致・投資促進課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県総合展示場コンベックス岡山整備基金条例 

設置年月日 平成21年12月22日 

設置目的 

岡山県総合展示場コンベックス岡山の施設及び設備を整備し、 

もって県内の産業の振興及び県民の文化の向上を図るため 

（条例第１条） 

基金が充当される 

事業の概要 

設置目的を達成するための経費の財源に充てる事業 

（条例第５条） 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 財産収入、諸収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 指定管理者からの納付金の一部と基金運用益 

基金の取崩方針 設置目的を達成するための事業の財源 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理担当部署である企業誘致・投資促進課へのヒアリングを実施した。 

 当基金は、岡山県総合展示場コンベックス岡山の施設及び設備を整備し、もって県内の産業の

振興及び県民の文化の向上を図るため、平成21年に設置されたものである。 

 岡山県総合展示場コンベックス岡山は、西日本の情報と物流を担う一大拠点である「岡山県総

合物流センター」のほぼ中央部に位置し、展示施設４か所、会議施設９か所を擁する西日本屈指

のコンベンション施設である。様々な用途に合わせて利用できる大・中・小展示場をはじめ、国

際会議場、中・小会議室、屋外展示場、約1,500台収容可能な無料駐車場を完備している。 

 当施設は、指定管理者（５年毎に選定）により管理されている。指定管理者は、展示場等の施

設や付属設備の使用料を利用者から収受し、管理を行い、その収入から、県に定額納付金（包括

協定書にて定額で定められ、指定管理者の収支の如何によらず納付すべきもの）及び業績連動納
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付金（指定管理者の管理業務に係る収支決算の結果、余剰が生じた場合に一定の計算式のもと納

付するもの）を納付し、定額納付金の一部を当基金に積み立てる方針である。 

一方で、基金の取り崩しは、施設・設備の修繕等によるものであるが、大規模修繕（１件が

500万円以上）は県が負担するものとしている。 

 令和５年度において、令和６年度から令和10年度までの期間の指定管理者の選定が行われてい

ることから、指定管理の公募から契約に至るまでの一連のプロセスについて以下の個別検証を実

施した結果、問題点は発見されなかった。 

 

No. 内容 日付 閲覧した書類 監査人コメント 

１ 第１回選定委員会 

（募集要項、審査基

準・配点等の審議） 

令和５年７月28

日 

第１回産業労働

部指定管理者候

補者選定委員会

（岡山県総合展

示場コンベック

ス岡山）議事概

要 

左記の文書を閲覧し

た結果、問題点は発

見されなかった。 

２ 第２回選定委員会 

（次期指定管理者候

補の選定） 

令和５年10月20

日 

第２回産業労働

部指定管理者候

補者選定委員会

（岡山県総合展

示場コンベック

ス岡山）議事概

要 

８月15日公募開始か

ら60日間の公募期間

を経て10月13日に公

募終了。応募は１団

体のみ。審査委員の

審査の結果、次期指

定管理者候補を決

定。 

選定プロセスについ

て問題点は発見され

なかった。 

３ 指定管理者との契約

前の起案文書 

令和６年２月22

日（決裁） 

岡山県総合展示

場コンベックス

岡山の管理に関

する包括協定の

締結について 

左記の文書を閲覧し

た結果、問題点は発

見されなかった。 

４ 指定管理者との契約

事務 

令和６年２月29

日 

岡山県総合展示

場コンベックス

岡山の管理に関

する包括協定書 

左記の文書を閲覧し

た結果、問題点は発

見されなかった。 

 

 

【意見13】 

施設全体のおおまかな修繕等の計画は存在するものの、金額については大規模修繕のみ、また

億円単位で示された簡易的なものである。平成３年に建設されて以降、30年以上経過しているこ

とから、今後も修繕の必要性が高まることが想定され、また基金からの充当についても具体的な

計画が必要となることから、より詳細な修繕計画を作成することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



110  

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
345,239 

26,566 
324,891 

0 
324,891 

 

年度 46,914 0  

令和２ 
324,891 

280 
313,074 

0 
313,074 

 

年度 12,096 0  

令和３ 
313,074 

20,235 
333,268 

0 
333,268 

 

年度 41 0  

令和４ 
333,268 

19,721 
352,565 

0 
352,565 

 

年度 424 0  

令和５ 
352,565 

31,532 
375,927 

0 
375,927 

 

年度 8,170 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用利息(282千円) 定額納付金の一部(31,250千円) 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

送風機更新工事及び中央監視制御装置設計への充当(8,170千円) 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

 主に、指定管理者からの納付金である。定額納付金は、原則、収支の如何に関わらず納付する

ものであるが、令和２年度から令和４年度までの期間は、新型コロナウイルスの影響で大幅な収

入減を余儀なくされたことから、県と指定管理者協議のもと、定額給付金を減額している。これ

は、包括協定書別表３で定めた県と指定管理者のリスク分担表には定めがないものとして別途協

議するという取り扱いに則ったものであり、特段問題はないと判断した。 

令和５年度の増加のうち、定額納付金のうち、31,250千円が基金に積み立てられている。 

当該金額の妥当性について、以下の個別検証を実施した結果、問題点は発見されなかった。 

・包括協定書を閲覧し、令和５年度の定額納付金は125,000千円であることを確かめた。 

・この定額納付金の一部（125,000千円×25%=31,250千円）が基金に積み立てられていることを

予算資料により確かめた。 

 

（減少） 

 毎年の基金の減少は、修繕等によるものである。令和元年度は、受変電設備、屋根・外壁の修
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繕があったことから金額が多額となっている。 

令和５年度の減少は送風機更新工事及び中央監視制御設備更新設計への充当(8,170千円)であ

る。 

以下の個別検証を実施した結果、問題点は発見されなかった。 

・送風機更新工事（入札から工事完成までの一連の種類の閲覧） 

・中央監視制御設備更新工事実施設計委託（入札から委託業務完了までの一連の種類の閲覧） 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 324,891 313,074 333,268 352,565 375,927 

年度中平均残高（Ａ） 345,202 324,858 313,129 333,321 352,629 

運用益（Ｂ） 264 280 297 216 282 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.077 0.086 0.095 0.065 0.080 

 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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26. 市町村営団地開発促進事業基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 市町村営団地開発促進事業基金 

所管部署 
管理 運用 

企業誘致・投資促進課 財政課 

根拠例規 岡山県市町村営団地開発促進事業基金条例 

設置年月日 平成27年３月20日 

設置目的 
市町村による工業団地、流通業務団地等の開発を促進し、もって地

域の産業の振興及び雇用の創出を図る。 

基金が充当される 

事業の概要 

市町村が産業団地の開発に関連して行う、道路や排水関係施設等の

公共施設整備などに対する補助事業 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金（電源立地地域対策交付金）、財産収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 基金の運用から生ずる収益を積み立てる。 

基金の取崩方針 
基金設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、取

崩しを行う。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である企業誘致・投資促進課にヒアリングを実施した。  

発電施設の周辺地域の住民が通勤できる地域における企業の立地を促進し、当該地域の雇

用の創出及び産業の振興を図るため、電源立地地域対策交付金を原資とし、立地企業が必要

とする設備取得資金について、金融機関を通じて融資を行うことを目的とする岡山県企業立

地資金貸付基金を昭和57年度に設置した。 

昭和58年度から計28社、24億４千万円の貸付を行ったが、平成11年度以降は新規の貸付実

績がなく、平成20年度で既貸付企業の返済が完了した。 

このため、平成25年１月29日付けの「電源立地地域対策交付金の運用通達の改正につい

て」の発出を契機に、基金の有効活用に向けた見直しを行うこととし、企業誘致を図るた

めの土台となる産業団地の開発に当該基金を活用し、引き続き発電用施設周辺地域の雇用

の創出と産業の振興を図る方針とした。 

なお、産業団地の開発については、地域の特色を生かした産業の活性化を目指して取り組
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む市町村を総合的に支援することとしており、市町村による団地開発の促進を図るための補

助制度の原資とするため、平成27年２月18日付け、20150130財資第３号の「電源立地地域対

策交付金で造成した基金の計画内容の変更承認について」を踏まえ、「岡山県企業立地資金貸

付基金」を廃止し、その残余財産を原資として「岡山県市町村営団地開発促進事業基金」を

平成27年３月に設置し、平成27年４月１日から市町村営団地開発促進事業を開始した。 

電源立地地域対策交付金を活用した岡山県市町村営団地開発促進事業基金は、平成27年度

から令和６年度を事業期間として基金の造成を認められており、事業の終了年度までに基金

を処分する予定としていたが、平成30年度に発生した西日本豪雨災害や新型コロナウイルス

感染症の拡大などにより、当初の予定よりも県内の市町村による産業団地の開発に遅れが生

じており、令和６年度末までに基金を全額処分できないことが見込まれた。 

産業団地開発を進めている県内の自治体は当基金事業による補助制度の利用を希望してお

り、遅くとも令和10年度までに事業の完了が見込まれることから、基金の処分期間を令和10

年度まで延長した。 

 

 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

基金の運用から生ずる収益を積み立てたもの。（209千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

産業団地を開発する市町村に対する補助の財源に充てるため、取崩しを行ったもの。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

運用益による増加のみである。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
379,816 

573 
380,389 

0 
380,389 

 

年度 0 0  

令和２ 
380,389 

133 
380,522 

0 
380,522 

 

年度 0 0  

令和３ 
380,522 

171 
311,063 

0 
311,063 

 

年度 69,630 0  

令和４ 
311,063 

6 
210,024 

0 
210,024 

 

年度 101,045 0  

令和５ 
210,024 

209 
208,733 

0 
208,733 

 

年度 1,501 0  
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（減少） 

各市区町村への補助金である。令和３年度は、高梁市、和気町、令和４年度は井原市、瀬戸内

市、令和５年度は井原市に対する補助金である。 

令和５年度の井原市に対する補助金について、以下の個別検証を実施した結果、問題点は発見

されなかった。 

・井原市に対する補助金の認定通知書・確定通知書（添付資料含む）を閲覧した。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 380,389 380,522 311,063 210,024 208,733 

年度中平均残高（Ａ） 379,793 380,389 380,332 308,260 210,021 

運用益（Ｂ） 573 133 171 6 209 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.151 0.035 0.045 0.002 0.100 

 
 
 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。なお、当基金は繰替運用が認めら

れないため、現預金にて個別運用している。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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27. 新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援基金 

所管部署 
管理 運用 

経営支援課 会計課 

根拠例規 岡山県新型コロナウイルス感染症対応中小企業支援基金条例 

設置年月日 令和２年10月６日 

設置目的 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の金利負担の軽

減等のための経費の財源を確保することにより、その事業の継続及

び経営の安定を支援することを通じ、地域経済の安定及び発展を図

る。 

基金が充当される 

事業の概要 

中小企業に新型コロナ関連融資を行った金融機関等に対し、利子相

当額等の一部を補助金として交付する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 基金の運用益を積み立てる 

基金の取崩方針 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の金利負担の軽

減等の事業へ充当する 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である経営支援課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の金利負担の軽減等のための経

費の財源を確保することにより、その事業の継続及び経営の安定を支援することを通じ、地域経

済の安定及び発展を図ることを目的として設置されたものである。 

当基金は、令和２年度に設置されており、その際に30億円が積立てられている。これは新型コ

ロナ関連融資のために国から交付された額を基金として積立て、その後の県内の金融機関に対す

る利息相当額の交付に備えたものである。対象となるものは、ゼロゼロ融資及び新型コロナ特別

対応による貸付に係る利息等である。 

ゼロゼロ融資：最長10年。最初の３年間を国が無利子とするもの。 
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岡山県は４年目以降についても利子補助を一部継続しており、基金活用は令和７年度で終了。 

新型コロナ特別対応：令和３年４月開始、最初の３年間を県が利子補助するもの。基金活用は

令和７年度で終了。 

基金の取崩しに関しては、金融機関が上記に関連する融資により貸出先に対して引き下げた利

息相当額について申請を行い、これを経営支援課において取りまとめ、集計された金額を取崩す

ものである。 

ゼロゼロ融資に関しては岡山県が独自に行っている４年目以降の利息の補助についての将来負

担が発生することになるが、基金の残高がゼロとなった場合には、一般財源から必要資金を交付

することが予定されている。なお、当該将来負担分については令和８年度から12年度まで継続す

ることから、基金の積増しを行うことも考えられるが、関連する融資残高も返済により減少する

ことにより利息の負担額についても漸減するため、一般財源での対応が想定されているものであ

り、基金の運営等についてはその設立の趣旨に鑑み、適切に行われているものと認められる。 

以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

 

年度 － －  

令和２ 
－ 

3,000,000 
3,000,000 

0 
3,000,000 

 

年度 0 0  

令和３ 
3,000,000 

111 
3,000,112 

0 
2,926,488 

 

年度 0 73,624  

令和４ 
2,926,488 

258,318 
3,184,806 

0 
3,084,600 

 

年度 0 100,206  

令和５ 
3,084,600 

356 
3,084,955 

0 
2,450,114 

 

年度 0 634,841  

  

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益(356千円) 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

中小企業者向け融資制度金融機関等補助金への充当(634,841千円) 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。また、令和５年度の基金の取崩しに

関し、県内金融機関から提出される岡山県中小企業特別対策資金利子補助金交付申請書他の書面

を閲覧し、申請額の合計と基金の取崩しが整合していることを確かめた。 

基金の積立てに関しては、令和２年度に国から当事業実施のために交付された30億円を積立て
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ており、令和４年度には物価高、エネルギー高騰に伴う融資に関する利息の負担額として約２億

５千万円が計上されている。その他の積増しについては、基金の運用による収益である。 

一方、基金の取崩しに関しては、大部分が金融機関への利息負担額の精算に伴うものである。 

事務の執行について関連資料の閲覧をした結果、指摘すべき事項は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 － 3,000,000 2,926,488 3,084,600 2,450,114 

年度中平均残高（Ａ） － 3,000,000 3,000,001 2,939,464 3,101,348 

運用益（Ｂ） － 0 111 159 356 

利回り（Ｂ÷Ａ） － 0 0.004 0.005 0.011 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、安全性の高い預金により運用を行っている。なお、当基金の性質として、令

和７年度までに基金の取崩しが行われることが想定されていることから、相対的に長期の投資と

なる債券の運用ではなく、預金で運用しているが、事業の特性として問題はないものと考えられ

る。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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28. 農業構造改革支援基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 農業構造改革支援基金 

所管部署 
管理 運用 

農村振興課 会計課 

根拠例規 岡山県農業構造改革支援基金条例 

設置年月日 平成26年２月28日 

設置目的 

国が県に交付する農地集積・集約化対策事業費補助金により、農業

経営の規模の拡大、耕作の事業の用に供される農用地の集団化、新

たに農業経営を営もうとする者の農業への参入の促進等による農用

地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の

向上に資するため、岡山県農業構造改革支援基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

担い手への農地集積と集約化を進めるため、農地の中間的受け皿と

なる「農地中間管理機構」を整備し、その活動を支援することで農

業構造の改革と生産コストの削減を図り、もって農業の生産性の向

上に資する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 
国庫支出金（農地集積・集約化等対策事業費補助金）、財産収入（

運用益） 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
農地集積・集約化等対策事業を進めていく上で、国と協議しなが

ら、必要な予算を積み立てていく。 

基金の取崩方針 
農地集積・集約化等対策事業を進めていく上で、国と協議しなが

ら、必要な予算を取り崩し活用する。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である農村振興課にヒアリングを実施した。 

国から基金の積立の配分が通知されることで、岡山県の当該基金の積立額が決まるため、国庫

支出金の積み立てについて、県に裁量権はない。令和元年～令和５年までの期間では、令和４年

度に44百万円の国庫支出金を受け入れているのみである（その他の年度はなし）。 

 基金の減少額については、年度ごとにかなりバラつきがあるが、農地中間管理事業の運営費

自体は年間140百万円程度とそれほど大きな変動はない。この運営費のうち、基金からの取崩額
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は、国からの指示のもと決定されるため、取崩しについても県に裁量はない。基金からの充当

で不足する部分は、国庫補助金及び一般財源からの支出となる。 

過去５年間の当基金の推移をみると、年度末残高は急激に減少しているが、上記のとおり不足

部分は、国庫補助金及び一般財源から支出することになるため、基金の残高不足は想定されてい

ない。 

減少は、農地中間管理事業の運営費の他、機構集積協力金交付額が含まれる（ただし、平成30

年度から令和４年度までは国庫補助金及び一般財源から支出しており、基金の取崩しはない）。

令和５年度においては、基金からの充当が発生している。 

機構集積協力金には、以下の3種類がある。 

いずれも農地を農地バンクに貸付け、農地バンクが必要に応じて条件整備などを行い、農地を

必要とする人にまとまりのある形で転貸する農地バンク事業として実施するものであり、農業の

生産性の向上に資することが目的である。 

① 地域集積協力金 

地域で話し合い、まとまった農地を農地バンクに貸し付けることで、貸し付けた農地の割

合に応じて地域に協力金を支払うもの。 

② 集約化奨励金 

   分散してる農地を集約化した地域に奨励金を支払うもの。 

③ 経営転換協力金 

農地部門の減少により経営転換する農業者、リタイヤする農業者、農地の相続人で農業

経営を行わない者が、農地バンクに貸し付ける場合に協力金を支払うもの。令和５年度で

終了している。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
112,612 

281 
112,893 

0 
110,941 

 

年度 0 1,952  

令和２ 
110,941 

1,318 
112,258 

0 
112,258 

 

年度 0 0  

令和３ 
112,258 

372 
112,631 

0 
48,894 

 

年度 0 63,737  

令和４ 
48,894 

45,305 
94,199 

0 
45,677 

 

年度 0 48,522  

令和５ 
45,677 

384 
46,061 

0 
36,616 

 

年度 0 9,445  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（６千円）、機構集積協力金交付事業の返還金（378千円）の積立による増 
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*2:令和５年度の基金減少理由 

農地集積・集約化等対策事業（9,445千円）の財源として取り崩したことによる減少 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

令和４年度は、増加額が多額になっているが、国庫支出金（農地集積・集約化等対策事業費補

助金）44百万円を基金に積み立てたことによるものである。 

令和５年度の増加は機構集積協力金交付事業の返還金（378千円）の積立が含まれる。 

機構集積協力金のうち経営転換協力金の交付は、農地バンクに対して10年以上農地貸付を行う

ことが条件であるが、一旦協力金を交付した後に事情が変わり、土地を売却する場合には、協力

金を返還することになる。協力金交付時に、基金から充当されたものについては、返還を受けた

場合に、当基金に戻される形で積み立てられる。 

（減少） 

令和元年から令和４年度の減少は、農地中間管理事業の運営費である。 

令和５年度は、減少9,445千円のうち、8,650千円が機構集積協力金、残額は農地中間管理事業

の運営費である。 

機構集積協力金について、以下の個別検証を実施した。 

・地域集積協力金 美作市 3,080千円 

美作市からの令和５年度岡山県農地集積・集約化等対策事業費補助金実績報告書一式を閲覧し

た結果、問題点は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 110,941 112,258 48,894 45,677 36,616 

年度中平均残高（Ａ） 114,071 111,259 112,260 59,640 53,787 

運用益（Ｂ） 6 4 4 3 6 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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29. おかやま森づくり県民基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 おかやま森づくり県民基金 

所管部署 
管理 運用 

林政課 会計課 

根拠例規 岡山県おかやま森づくり県民基金条例 

設置年月日 平成12年４月１日 

設置目的 

県土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、地球環境にやさし

い資源である木材の生産等に大きな役割を果たす森林が将来にわた

って守り育てるべき県民共有の財産であるとの認識に立ち、緑豊か

で健全な森づくりを県民の理解と協力の下に推進するため、岡山県

おかやま森づくり県民基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

○県民の森林活動への参加促進支援事業（おかやま共生の森事業） 

 県下３箇所に「おかやま共生の森」を設置し、県民を対象に作業

体験行事を実施。 

○森林活動促進への支援事業 

 県内で森づくり活動に取り組む団体等の自主的な活動や市町村等

が実施する森林体験活動等の行事を支援。 

○おかやま森づくり県民税事業 

 施策の基本方針に基づき、各種の森林保全施策を実施。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源（森づくり県民税）、寄附金、財産収入（運用益） 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 寄附金、おかやま森づくり県民税及びそれらに係る運用益を積立 

基金の取崩方針 
上記設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り基金

を処分することとし、森林保全施策、森づくりへの理解の推進に要

する経費を取崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 利用目的を明確にし、基金、森税の事業実績を広くＰＲする。 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である林政課にヒアリングを実施した。  
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当基金は、以下の３つの事業を行うために設置されている。 

① 県民の森林活動への参加促進事業（おかやま共生の森事業） 

県下３箇所（岡山市、井原市、美咲町）におかやま共生の森を設置し、県民を対象に作業

体験行事等を実施。 

② 森林活動促進への支援事業 

  森づくり活動に取り組む団体等に対して、上限30万円を補助する事業。 

③ おかやま森づくり県民税事業 

水源のかん養、県土保全などの森林の持つ公益的機能を高める森づくり、森林整備を推進

するための担い手の確保・育成と木材の利用促進、森林・林業に関する各種情報の提供と

森づくり活動の推進を行う。 

主な財源は、森づくり県民税である。納税者は個人（年額500円で県民税均等割1,000円

に加算して納付）、法人（年額1,000円～40,000円 均等割り額の５%相当額）である。 

 

 
（出典：岡山県HP 広報用リーフレットより抜粋） 
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（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
592,496 

588,582 
1,181,078 

0 
603,713 

 

年度 0 577,365  

令和２ 
603,713 

587,894 
1,191,607 

0 
598,310 

 

年度 0 593,297  

令和３ 
598,310 

601,035 
1,199,345 

0 
595,902 

 

年度 0 603,443  

令和４ 
595,902 

581,026 
1,176,927 

0 
515,390 

 

年度 0 661,537  

令和５ 
515,390 

591,757 
1,107,147 

0 
425,193 

 

年度 0 681,954  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（72千円）、寄附金（1,020千円）、県民税税収（590,665千円）の積み立てによる

増加 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

県民の森林活動促進への参加促進支援事業(3,368千円）、森林活動促進への支援事業（

11,916千円）、おかやま森づくり県民税事業（666,670千円）の財源として取り崩したこ

とによる減少 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

主な増加は、森づくり県民税である。個人、法人からの均等割部分であり、税収は安定してい

ることから、基金の積立額も安定している。その他は、運用益、寄附金等による増加。 

（減少） 

主な減少は、おかやま森づくり県民税事業の事業費である。 

令和５年度は 681,954 千円の減少のうち、666,670 千円がおかやま森づくり県民税事業の事業費

である。当該事業の事業費について、以下の個別検証を実施した。 

 令和５年度「おかやま森づくり県民税」事業別実績を閲覧し、基金を充当する事業及びその実

施内容、充当額について検討した結果、問題点は発見されなかった。 

また、令和５年度の減少額 681,954 千円のうち、11,916 千円が森林活動促進への支援事業で

ある。当該事業は、森づくり活動に取り組む団体等に対して、上限 30 万円を補助する事業であ

る。 
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 補助金の対象となった事業の一覧より任意に１件抽出したサンプルについて、補助金の申請か

ら実績報告書の提出に至るまでの一連の資料を閲覧した結果、問題点は発見されなかった。 

 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 603,713 598,310 595,902 515,390 425,193 

年度中平均残高（Ａ） 695,295 698,392 698,835 698,063 627,570 

運用益（Ｂ） 35 24 26 38 72 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 
 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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30. おかやまの森整備公社経営改善推進基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 おかやまの森整備公社経営改善推進基金 

所管部署 
管理 運用 

林政課 会計課 

根拠例規 岡山県おかやまの森整備公社経営改善推進基金条例 

設置年月日 平成11年12月21日 

設置目的 

県土の保全や水資源のかん養等森林の公益的機能に配慮しながら多

様な森林の整備を推進し、農山村経済の振興を図るため、その中核

的役割を担う公益社団法人おかやまの森整備公社の経営を改善し、

将来にわたり健全な経営を確保することを目的として、岡山県おか

やまの森整備公社経営改善推進基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

公社の森機能増進総合事業 

・公社の森機能増進事業 

公社の森を環境保全に優れた森林へ誘導する事業に対する補助 

・公社の森機能増進運営事業 

事業を実施するために必要な運営に対する補助 

・公社の森機能維持管理事業 

公社の森を環境林として維持管理するための補助金 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 諸収入（公益社団法人おかやまの森整備公社からの償還金） 

予算計上会計 岡山県造林事業等特別会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 長期貸付金の償還金及び基金の運用益を積み立てる。 

基金の取崩方針 
上記設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り基金

を処分することとし、公社の森機能増進総合事業に必要な金額を基

金から取り崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 公益社団法人おかやまの森整備公社の長期経営計画の確実な実行 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である林政課にヒアリングを実施した。 

昭和17年～40年の県行造林事業(*１)に替わる公的な森林整備機関として、昭和40年に社団法

人岡山県林業公社が設立された。 
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(*１)  県行造林事業とは…県が土地所有者と分収契約を締結して造林を行い、契約満期に達し

たときに収益を分け合うもので、森林資源の造成及び林野の保全を図ることを目的とした事業で

ある。 

 

県行造林事業は国の主導で進められてきたが、収益化するまでに40年程度かかるため、収益化

できる頃には、事業開始当初とは大きく情勢が変わり、木材の関税が大きく下がるなどして輸入

材が増加した。そのため、当初見込んでいた収益を得ることが困難になったことに加え、賃金上

昇も重なり採算がとれなくなった（国主導であったため、岡山県固有の問題ではなく、全国的に

同様の状況が起こっていた）。 

そこで、平成17年４月、岡山県の全面的な支援を受け、これまでの「皆伐方式」による経済性

の追求から「択伐方式」による環境保全優先へと経営方針を転換し、社名を「社団法人おかやま

の森整備公社」に変更した。 

その後、岡山県から公益社団法人の認定を受け、平成25年に社名を「公益社団法人おかやまの

森整備公社」と改めた。さらに、令和４年には、一般社団法人岡山県森林協会と合併して現在に

至る。 

上記のとおり、経営が非常に厳しい状況にあり、平成16年度から始まった公社改革により、経

営合理化を推進した。民間の金融機関、農林公庫、岡山県から借入があったが、岡山県以外の借

入を県が肩代わりする形で無利子貸し付けを受け、それを原資に有利子負債を返済した。 

 

 

 
（出典：公益社団法人 おかやまの森整備公社HPより抜粋） 

 

この公社改革により、経営方針を、環境保全を重視した森林の整備へと転換したため、皆

伐収入を前提とした借入金による経営から、択伐等による収入以外は、全て補助金による経

営へと移行した。 

基金への積み立ては、公社からの償還金が主である。また、基金が充当される事業は、森

機能増進総合事業である。 
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（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
10,975,365 

500,566 
11,475,932 

0 
10,257,564 

 

年度 0 1,218,368  

令和２ 
10,257,564 

500,358 
10,757,922 

0 
9,506,929 

 

年度 0 1,250,993  

令和３ 
9,506,929 

500,360 
10,007,289 

0 
8,752,852 

 

年度 0 1,254,437  

令和４ 
8,752,852 

500,485 
9,253,337 

0 
7,997,814 

 

年度 0 1,255,524  

令和５ 
7,997,814 

500,938 
8,498,752 

0 
7,232,032 

 

年度 0 1,266,720  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

長期貸付金の償還金（500,000千円）及び運用益（938千円）を積立てたことによる増 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

令和５年度の公社の森機能増進総合事業費（1,266,720千円）の財源として取り崩した

ことによる減 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

令和元年度から令和５年度までの増加のうち、500百万円は公社からの長期借入金の償還金で

ある。それ以外の増加は運用益である。 

 

（減少） 

令和元年度から令和５年度までの減少のうち、1,067百万円は償還補助金（うち、500百万円は長

期借入金の返済、567百万円は短期借入金の返済）である。それ以外は、経営補助金である。 

 おかやまの森整備公社作成の短期借入金及び長期借入金の返済シミュレーション資料を閲覧

し、返済シミュレーションの実現可能性について検討した。 

当該資料は、平成16年度からの公社改革に伴い、平成17年度から令和51年度までの期間で策定

された長期計画に基づくものであり、直近では令和元年度に改訂されている。 

シミュレーション資料によると、県からの償還補助金を原資とした借入金の返済に加えて、伐

採収入等からの公社自力の返済が予定されている。令和３年度以降は、伐採収入等が上振れした

ことから、当初計画を上回る償還実績を上げている。 

今後の公社の経営状況が悪化すると、公社自力返済額が計画を下回る可能性があるため、当該

返済シミュレーションの確実な実行が求められるが、現時点では返済シミュレーションの実現可
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能性について問題ないと判断した。 

また、当該返済シミュレーションが、当基金の残高に与える影響についても検討した。 

 当基金残高は、毎年の償還金による基金の積み立てよりも償還補助金による取り崩しの方が多

くなっていることから、過去５年間の残高の推移を見ても大きく減少している。 

返済シミュレーションによると、毎年の償還金による基金の積み立てよりも償還補助金による取

り崩しの方が大きくなる傾向が令和14年度まで続く見込みであり、令和14年度末には基金の残高

が550百万円まで減少するものの、その後は長期借入金の返済原資である償還補助金500百万円が

不要となる見込である（短期借入金に対応する償還補助金はあり）。また、令和19年度には、短

期借入金に対応する償還補助金も含め、基金からの償還補助金が完全に不要となり、経営補助金

のみの取崩となる一方で、長期借入金の償還500百万円を予定していることから、基金の残高は

増加に転じることとなる。 

その後、令和46年度には、短期借入金、長期借入金ともに残高がゼロとなる見込みであり、現

在の計画どおりに進めば、基金が枯渇することはない。 

以上より、当該返済シミュレーションを閲覧した結果から、計画の確実な実行が前提となる

が、基金の残高について問題点は発見されなかった。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 10,257,564 9,506,929 8,752,852 7,997,814 7,232,032 

年度中平均残高（Ａ） 11,206,792 10,455,334 9,716,795 8,963,293 8,209,014 

運用益（Ｂ） 566 358 360 485 938 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 
 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



129  

31. 森林整備地域活動支援基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 森林整備地域活動支援基金 

所管部署 
管理 運用 

林政課 会計課 

根拠例規 岡山県森林整備地域活動支援基金条例 

設置年月日 平成14年４月１日 

設置目的 

国が県に交付する森林整備地域活動支援交付金により、森林所有者

等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な地域活動を

支援し、適切な森林整備の推進を通じて森林の有する県土の保全、

水源のかん養等の多面的機能を確保するため、岡山県森林整備地域

活動支援基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

森林所有者や林業事業体等が行う、森林経営計画の作成や間伐の実

施に必要な森林情報の収集、森林の調査、森林所有者への合意形成

活動等の地域活動を支援する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金（森林整備地域活動支援交付金）、財産収入（運用益） 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 国から県に交付される森林整備地域活動支援交付金を積み立てる。 

基金の取崩方針 
設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合又は国庫に納付

する場合に限り、これを処分することができることとしている。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である林政課にヒアリングを実施した。 

近年の林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村化等を背景として、適時適切な森林

施業が十分に行われない森林が増加しており、森林の多面的機能の発揮に支障を来すことが懸念

されている。このため、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備を通じて、森林の有す

る多面的機能の発揮を図る観点から、市町村が行う交付金の事業に要する経費に対し、岡山県が

岡山県森林整備地域支援交付金を交付する。 
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当該交付金は、市町村を経由して、交付金申請者が受け取ることとなり、その負担割合は国庫

（1/2）、県(1/4)、市町村(1/4)である。交付金のうち、国庫負担分について当基金を取り崩し、

県負担分と合わせて、市町村に交付し、最終的に、交付金申請者に交付されることとなるもので

ある。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
24,656 

1 
24,657 

0 
24,622 

 

年度 0 35  

令和２ 
24,622 

1 
24,623 

0 
22,788 

 

年度 0 1,835  

令和３ 
22,788 

1 
22,789 

0 
21,434 

 

年度 0 1,355  

令和４ 
21,434 

1 
21,435 

0 
20,595 

 

年度 0 840  

令和５ 
20,595 

2 
20,598 

0 
19,898 

 

年度 0 700  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

令和５年度の運用益（２千円）の積立てによる増加 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

令和５年度の森林整備地域活動支援対策（700千円）の財源として取り崩したことによ

る減少 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

令和元年度から令和５年度までは増加は、運用益のみである。 

当基金の設置は平成14年であり、設置当初は必要に応じて県が国庫に申請し、交付を受けて基

金の積み立てを行っていたが、近年は一定程度、必要なところへの交付金が行き渡り、補助対象

が少なくなったことで、平成24年度を最後に、国庫への申請も行われていない。よって、直近５

年間では、国から県に交付される森林整備地域活動支援交付金の積み立て実績はない。 

（減少） 

直近５年間の減少は、全て交付金の交付による取り崩しである。 

令和５年度の減少700千円は全て津山市に対する交付金である。当該交付金について、以下の

個別検証を実施した。 
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・交付金の申請、交付金の確定、交付後の実績報告書までの一連の書類を閲覧し、岡山県森林整

備地域活動支援交付金等交付要綱に則って適切な事務手続が実施されていることを確かめた。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 24,622 22,788 21,434 20,595 19,898 

年度中平均残高（Ａ） 24,662 24,628 23,094 21,660 20,736 

運用益（Ｂ） 1 1 1 1 2 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 

 
 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。   
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32. 市町村森林経営管理支援基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 市町村森林経営管理支援基金 

所管部署 
管理 運用 

林政課 会計課 

根拠例規 岡山県市町村森林経営管理支援基金条例 

設置年月日 平成31年４月１日 

設置目的 

市町村による森林の経営管理に対する支援等を行うことにより、林業

経営の効率化及び森林の管理の適正化を促進し、もって林業の持続的

発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資するため、岡山県市町村

森林経営管理支援基金を設置する。 

基金が充当される 

事業の概要 

県が構築した森林クラウドの情報充実による市町村業務の効率化や、

市町村から森林経営管理を受託する林業経営体（民間事業者）に対す

る研修及び研修施設の整備など、市町村支援のための事業に充当す

る。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 一般財源（森林環境譲与税）、財産収入（運用益） 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところと

しており、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、国

から譲与される森林環境譲与税を予算化している。 

基金の取崩方針 
設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処

分することができることとしている。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

概要について、管理所管部署である林政課にヒアリングを実施した。 

当基金は、森林環境譲与税を主な財源としている。森林環境譲与税は以下のとおりである。 
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（出典：林野庁HP） 

 

森林環境譲与税は、令和元年度より創設され、当基金は、それに伴い設置されたものであ

る。 

 当基金の取崩は、市町村支援に限定される。県が構築した森林クラウドの情報を市町村に

共有し、専門的人員の紹介、派遣、及び市町村職員等を対象とした研修等を行うことで市町

村がより実効性のある林業経営体の支援を行うことが可能となる。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
0 

78,636 
78,636 

0 
1,718 

 

年度 0 76,918  

令和２ 
1,718 

117,954 
119,673 

0 
70,948 

 

年度 0 48,725  

令和３ 
70,948 

119,389 
190,337 

0 
78,900 

 

年度 0 111,437  

令和４ 
78,900 

119,283 
198,183 

0 
106,666 

 

年度 0 91,517  

令和５ 
106,666 

118,373 
225,039 

0 
135,529 

 

年度 0 89,510  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

令和５年度の森林環境譲与税（118,359千円）及び運用益（14千円）の積み立てによ

る増加 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

令和５年度の森林管理システム市町村等支援事業費（86,529千円）、森林研究所運営

費（1,975千円）、林業技術普及指導費（1,006千円）の財源として取り崩したことによ

る減少 
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＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。 

（増加） 

増加のほとんどが、国からの森林環境譲与税である。その他、少額であるが運用益も積み立て

られる。 

 

（減少） 

毎年の減少のうち、主なものは、森林管理システム市町村等支援事業費に係るものである。 

令和５年度の減少 89,510 千円のうち、86,529 千円が森林管理システム市町村等支援事業費に

充当されたものである。 

令和５年度の減少について、以下の個別検証を実施した。 

・令和５年度森林環境譲与税の使途一覧を閲覧し、事業メニュー、事業内容、充当額について

内容を検討した結果、問題点は発見されなかった。 

・令和５年度森林環境譲与税の使途一覧から、サンプルベースで以下の事業についての個別検

証（契約書の閲覧）を実施した結果、問題点は発見されなかった。 

事業メニュー 事業内容 

航空レーザー計測成果による森林資源解析 森林資源解析ができていない市町村の区域

を対象に、航空レーザー計測成果を活用し

て森林資源解析を実施し、森林資源及び地

形情報のデジタルデータを森林クラウドへ

登録する。 

・新見市、矢掛町 

 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 1,718 70,948 78,900 106,666 135,529 

年度中平均残高（Ａ） 78,636 14,440 79,395 97,799 122,285 

運用益（Ｂ） 0 1 3 5 14 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0 0.003 0.004 0.005 0.011 

 
 
 
＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、基金に属する現金は設置当初から金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しており、債券の一括運用を利用していない。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
 

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



135  

33. 県立学校施設等整備基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 県立学校施設等整備基金 

所管部署 
管理 運用 

教育庁財務課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県立学校施設等整備基金条例 

設置年月日 平成20年３月18日 

設置目的 岡山県立学校の施設、設備等を総合的かつ計画的に整備し、学校教

育の充実に資するため。 

基金が充当される 

事業の概要 

【ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業】 

ふるさと納税制度を活用し、学校を指定して寄附を募り、各学校が

策定した活用プランに基づき、よりよい学習環境の充実に活用す

る。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 寄附金 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 当該年度の寄附金を翌年５月末に一括積立 

基金の取崩方針 当該年度に事業執行で支出した額を翌年５月末に一括取崩 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である教育庁財務課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、岡山県立学校の施設、設備等を総合的かつ計画的に整備し、もって学校教育の充実

に資することを目的として設置されている。基金の設立時より、寄附された寄附金の額を基金の

積立原資とすることが条例においても明記されており、現在では岡山県に対するふるさと納税の

メニューの一つとしてふるさと岡山“学び舎”環境整備事業を設け、特定の学校に対する寄附を

行うことが可能となっている。当該ふるさと納税に参加する学校はそれぞれに希望する寄附金の

目標額を設定し、基金では、寄附金の額が目標額に達し事業が実行されるまでの間、基金におい

て集められた寄附金を一般会計から区分して管理が行われるものである。 

取崩しに関しては、目標額に達した事業について実際に事業を実行し基金を取り崩すこととな

る。また、個別の事業に対する目標額に達しない場合であっても、特定の学校を指定しない「ふ

るさと岡山“学び舎”環境整備事業」に関する寄附もあることから、不足分を学校指定のない寄
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附金で補てんして実行するケースもあるが、その場合も事業の実施により基金の取崩しが行われ

るものである。 

当基金においては、基本的に担当課が各校にふるさと納税への参加の意思を確認し、ふるさと

納税の寄附先としてメニューに加えるが、その時点で目標額と使途が明確となり、寄附が目標額

に達した場合には、当初の目標に則して事業が実行されるため、寄附金として集められた基金に

積み立てられた額と使途との関連が明確となっている事業である。 

当基金に関して、指摘すべき事項は特段認められず、適切に運営されているものと判断した。 

 

 

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業に係る寄附の増加。（36,110千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業の事業執行に係る経費の取崩。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施するとともに、担当課における寄附金の管

理資料の閲覧を実施した。 

当基金は、主にふるさと納税により集められた各学校に対する寄附金について、目標額に達す

るまでの期間において基金として一般財源と区別して管理されている。また、ふるさと納税によ

る寄附は、寄附者が特定の学校を指定していることから、原則として他の学校が希望する目標額

の補てんに流用されるものではないため、担当課においては学校別の寄附目標額及び寄附金の

額、事業の実施により執行された金額を個別に管理している。 

これらの業務に関して、特段指摘すべき事項は発見されなかった。ただし、基金として計上さ

れた資金の使用に関して、以下の意見を記載する。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
167,010 

122 
167,132 

54,463 
176,801 

 

年度 0 44,794  

令和２ 
176,801 

151 
176,952 

49,030 
203,262 

 

年度 0 22,720  

令和３ 
203,262 

189 
203,451 

21,589 
152,134 

 

年度 0 72,906  

令和４ 
152,134 

104 
152,238 

22,644 
148,739 

 

年度 0 26,143  

令和５ 
148,739 

119 
148,859 

36,110 
155,293 

 

年度 0 29,676  

令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号令和７年３月２８日　岡山県公報　第１２６８８号



137  

【意見14】 

担当課における寄附金の管理資料を閲覧したところ、学校の設定した目標額に達し、かつ目的

とした事業が完了したものについて、余剰金が生じているケースが散見される。令和５年度の時

点でこれに該当する残額が37,632千円となっている。寄附により集められた資金については、寄

附者の意思を尊重することが重要であるため、安易に他の学校の不足額の補てんに流用されるべ

きものではないが、一方で活用されないまま残置される状況も望まれないものと考えられる。 

したがって、余剰が生じた場合には、可能な限り対象となった学校において有効に活用される

ことが望ましいと考えられる。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 176,801 203,262 152,134 148,739 155,293 

年度中平均残高（Ａ） 158,299 175,243 198,878 160,687 149,324 

運用益（Ｂ） 122 151 189 104 119 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.077 0.086 0.095 0.065 0.080 

 
 
 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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34. 公立学校情報機器整備基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 公立学校情報機器整備基金 

所管部署 
管理 運用 

教育庁高校教育課 

教育情報化推進室 

会計課 

根拠例規 岡山県公立学校情報機器整備基金条例 

設置年月日 令和６年３月22日 

設置目的  国が県に交付する公立学校情報機器整備事業費補助金により、公

立学校における情報機器の計画的な整備等を促進し、もって教育環

境の整備を図るため。 

基金が充当される 

事業の概要 

・公立学校（義務教育段階）の児童生徒の１人１台端末の整備等 

・障害のある児童生徒の障害に対応した入出力支援装置の整備等 

・都道府県において上記事業に関連して生じる事務費 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 国庫支出金（公立学校情報機器整備事業費補助金） 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 国からの国庫支出金（端末等の整備に必要な経費） 

基金の取崩方針 市町村への補助金交付等 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 
－ 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である教育庁高校教育課教育情報化推進室に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、国が県に交付する公立学校情報機器整備事業費補助金により、公立学校における情

報機器の計画的な整備等を促進し、もって教育環境の整備を図ることを目的として設置されてい

る。具体的には、国が主導するＧＩＧＡスクール構想に基づく機器取得から５年程度が経過し、

機器の更新のために設立されたものである。国主導の事業であるため、国から原資が出ており基

金の設置が求められるものであり、公立学校情報機器整備事業費補助金として入金された金額の

全額を基金に積み立てたものである。 

当基金が対象となる機器の更新は令和６年度以降に予定されていることから、取崩しは生じて

いない。なお、現時点で国の事業の実施見込期間が５年であることから同様の期間で完了する想

定となっている。 
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以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初

残高 

増加(*1) 
３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

 

年度 － －  

令和２ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

 

年度 － －  

令和３ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

 

年度 － －  

令和４ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

 

年度 － －  

令和５ 
0 

0 
0 

1,196,403 
1,196,403 

 

年度 0 0  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

国からの国庫補助金の交付による積立 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

－ 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。また、積立原資となる公立学校情報

機器整備事業費補助金の申請書の閲覧を実施した。 

国からの補助金の積算は１台当たり55,000円（消費税込）の３分の２であり、県全体の児童生

徒数の20%を乗じて算定されている。公立学校情報機器整備事業費補助金は令和７年度までの予

算が確保されているとのことであり、令和６年度以降においても基金の積立が予定されている。

また、国の計画では、令和７年度までに岡山県全体で交付されている機器の７割を令和７年度ま

でに交付し、残りの３割に関する部分については令和８年度以降に国から手当されるものと見込

まれている。 

 

（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 － － － － 1,196,403 

年度中平均残高（Ａ） － － － － 0 

運用益（Ｂ） － － － － 0 

利回り（Ｂ÷Ａ） － － － － 0 
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＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問を実施した。 

基金条例に則り、安全性の高い預金により運用を行う予定であり、補助金の交付による積

立後、事業の実施による取崩しが短期間に行われる予定のため、預金での運用が想定されて

いる。 

以上の結果、基金の運用等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 
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35. 図書館等整備基金 

 

（１） 基金の概要 

基金名 図書館等整備基金 

所管部署 
管理 運用 

教育庁生涯学習課 財政課、会計課 

根拠例規 岡山県図書館等整備基金条例 

設置年月日 平成元年３月31日 

設置目的 岡山県立図書館等の整備及び図書館資料等の充実を図り、県民の教

育と文化の発展に寄与するため。 

基金が充当される 

事業の概要 

市町村立図書館等への支援、郷土資料の収集、調査・研究や課題解

決など県民への直接サービス、子供読書活動推進、より幅広い情報

の提供による県民サービスの充実のために図書資料を購入する。 

基金の種別 
基金の種類 使用形態 

特定目的 取崩型 

主な積立財源 財産収入、寄附金、諸収入 

予算計上会計 一般会計 

備考 － 

 

（２） 基金の積立・取崩方針及び課題等 

基金の積立方針 毎年度の基金運用による運用益、ふるさと納税等の寄附金、自動販

売機収入を積み立てる。 

基金の取崩方針 予算及び執行状況に応じた金額を取崩す。 

基金の目標額 － 

目標額に対する不足額 

不足の場合今後の方針 

令和５年度までは特定財源のみ（寄附金等の事業充当、繰入金）で

あったが、令和６年度からは一般財源を投入した。また新たな歳入

確保対策を検討しており、予算確保について財政課と協議をしなが

ら方針を決めていく。 

担当課の考える課題 － 

その他 － 

 

 

＜基金の概要、方針に関する手続＞ 

管理所管部署である教育庁生涯学習課に対してヒアリングを実施した。 

当基金は、岡山県立図書館等の整備及び図書館資料等の充実を図り、県民の教育と文化の発展

に寄与することを目的として設置されている。 

当基金の設立に際しては一般財源から23億円が拠出されており、その後、県立図書館等の資料

拡充のための費用等を負担するために用いられている。なお、購入した蔵書については、他の市

町村立図書館等に対して貸し出す支援用図書としても活用されている。 

基金の積立原資としては、運用益、自動販売機収入、平成29年からふるさと納税に参加するこ

とによる寄附金の受入が経常的なものであり、臨時のものとしてふるさと納税以外の寄附・遺贈

がある。基金の取崩しについては、主に蔵書の拡充ための図書購入であるが、近年は基金残高の
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減少傾向が継続しており、令和５年度までは基金により書籍を購入していたものの、令和６年度

からは一般財源も充当する状況となっている。 

ただし、図書館に関しては、図書館の充実のための県民からの寄附等が行われることもあるこ

とから当該寄附を受け入れ、寄贈者等の意図に沿った運用ができるよう基金自体は今後も継続し

て存続させる方針である。 

以上の結果、基金の概要等について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 

 

（３） 基金の残高推移 
  

     
(単位：千円) 

 

年度初残高 
増加(*1) 

３月末残高 

出納整理期間 

年度末残高 
 

増加(*1) 
 

減少(*2) 
 

減少(*2) 
 
 

令和元 
618,527 

494 
619,021 

782 
520,386 

 

年度 0 99,417  

令和２ 
520,386 

463 
520,849 

237 
445,534 

 

年度 0 75,552  

令和３ 
445,534 

434 
445,968 

482 
446,450 

 

年度 0 0  

令和４ 
446,450 

290 
446,740 

1,520 
448,260 

 

年度 0 0  

令和５ 
448,260 

358 
448,618 

55,976 
429,428 

 

年度 0 75,167  

 

*1:令和５年度の基金増加理由 

運用益（358千円）、寄附金（49,027千円）、自動販売機収入（773千円）、ふるさと納税

（6,177千円） 

 

*2:令和５年度の基金減少理由 

基金取崩し（75,167千円）。図書資料の購入。 

 

＜基金残高の増減に関する手続＞ 

過去の基金の増減内容について、ヒアリングを実施した。また、令和５年度における遺贈によ

る積立額について関連資料の閲覧を行った。 

令和３年度及び令和４年度については、国の交付金を図書館の書籍購入費に充当したことか

ら、基金の取崩しが生じていないものである。 

令和５年度の取崩しに関しては、県立図書館資料関係執行状況を閲覧し、取崩額との一致を確

かめた。 

基金の積立及び取崩しに関する事務について、指摘すべき事項等は発見されなかった。 
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（４） 運用益の状況  

                 （単位：千円、％） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度末残高 520,386 445,534 446,450 448,260 429,428 

年度中平均残高（Ａ） 635,391 536,288 458,088 446,370 448,007 

運用益（Ｂ） 494 463 434 290 358 

利回り（Ｂ÷Ａ） 0.078 0.086 0.095 0.065 0.080 

 

＜基金の運用に関する手続＞ 

基金の運用について、所管課に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 

基金条例に則り、債券の一括運用を利用し、できるだけ効率的な運用を行っている。 

基金の運用に関する事務が関連規則等に基づいて執行されているかという観点で、手続を実施

した結果、指摘事項及び意見は発見されなかった。 
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第７ 基金残高の実在性の検討 

 

１ 基金管理簿「基金関係計算書」の整備及び運用状況 

(1) 実施した手続 

基金に関する管理簿として、月次で「基金関係計算書」が適切に作成され、決裁の上、

代表監査委員に適切に提出されているかという観点で、会計課に対する質問、基金計算書

及び決裁書の閲覧を実施した。 

 

(2) 結果 

会計課が、令和５年度４月～令和６年３月の毎月「基金関係計算書」を作成し、決裁の

上、代表監査委員へ例月出納検査資料として提出されていることを確かめた。 

さらに、令和６年３月末については、監査事務局が作成した「令和５年度現金出納検査

結果報告書（一般会計・特別会計・基金）」が、岡山県知事に対して結果報告されているこ

とも確かめた。 

 

２ 基金管理簿上の残高の実在性 

 

(1) 実施した手続 

令和６年３月末日時点において、基金に属する普通預金残高、大口定期残高、債券残高

及び繰替運用残高が実在するかという観点で、基金関係計算書上の残高について、金融機

関等が作成した外部証憑との照合を実施した。 

 

(2) 結果 

資産種類 残高 外部証憑 結果 

普通預金 67,621,526円 岡山県指定金融機関

発行 

「基金収支対照表」 

一致 

なお、令和６年３

月中の受入額及び

払出額についても

一致していた。 

大口定期

預金 

208,000,00円 預け先金融機関発行 

「残高証明書」 

一致 

債券 55,413,039,305円 各証券会社発行 

「残高証明書」 

一致 

繰替運用 124,405,516,203円 岡山県指定金融機関

発行 

「出納日計表（その

４）」 

一致 
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第８ おわりに 

 

国において、行財政改革の一環として、政府は国の基金に基づく200の事業すべてを対

象に、無駄がないかなどを点検してきた。令和６年４月に、政府はすでに役割を終えたと

して15の事業を廃止する方針を固め、合わせて5,400億円余りを使う見込みがなくなったと

して基金から国庫に返納させるとした。 

さらに、基金自体のあり方について、対象事業の終了時期が設定されず、必要性も十分検

討されないまま存続され、行政の透明性や効率性の低下につながった可能性もあるとして、

今後は、事業に原則10年の期限を設け、効果を検証する仕組みもつくるとしている。 

 

国における基金に関しての、上記の事象は、県においても例外ではなく、近年における

基金残高の増加傾向やいわゆる「休眠基金」に近しい基金の存在を完全に否定できる状況

ではないと考え、今回の監査において、すべての基金を対象に個別に検討を実施し、指摘

事項及び意見を列挙したところである。 

一方、国内外をはじめ、金利上昇局面の環境下にあることから、残高にスケールがある

基金について、より安全かつ効率的な運用を実現する効果はより一層増す状況にあること

から、今後の運用の在り方についても検討を実施していただきたい。 

 

監査人としては、今回の監査において、指摘事項又は意見とした点については、岡山県

において真摯に受け止めて改善を検討することをお願いするとともに、今後の検討の一助

となれば幸甚である。 

 

最後に、本件の包括外部監査において対象となった担当職員各位及び岡山県行政改革推

進室の担当職員に多大なるご協力をいただいたことについて、心より感謝を申し上げて、

本件の包括外部監査を終えることとする。  

 

 

以 上 
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令和５年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況  

 
選定した特定の事件（監査テーマ） 

「持続可能な中山間地域等形成プログラム及び儲かる農林水産業加速化プログラムに

関する財務事務の執行及び事業の管理について」 
 

監査の結果等（要約） 措置状況 

【持続可能な中山間地域等形成プログラム】 

２  生活交通確保対策事業 

【意見１－１】地方バスの運行事業者の生産性を向上させる施策について、更なる検討が

必要である。 

 

令和４年度の国の地域公共交通確保維持事

業による地域間幹線系統確保維持費国庫補助

金の対象路線に係る定量的な目標の達成率は

約 95％にとどまっており、22 系統のうち７系

統 の 収 益 改 善 率 が マ イ ナ ス と な っ て い る 上

に、地域振興特定バス系統補助金の対象路線

について、具体的な目標設定は明らかではな

い。 

本事業は、地域公共交通を確保するために

重要な事業であることから、事業の目標設定

及び目標達成のための施策は効果的になされ

る必要がある。 

制度変更により、令和６年度から地域間幹

線系統確保維持費国庫補助金の対象路線につ

いては、県の地域協議会ではなく、市町村に

設置された法定協議会において協議を行うこ

ととなるため、県が法定協議会に積極的に関

与し、地域振興特定バス系統補助金の対象路

線も含め、地方バス路線の生産性を向上させ

るための支援を行うべきと考える。 

 

 

 地域間幹線系統及び地域振興特定バス

系統などの広域的・幹線的なバス路線に

ついては、国、市町村、事業者と役割分担

しながら維持・確保するとともに、県民の

公 共 交 通 利 用 を 促 進 し 、 地 域 公 共 交 通

ネットワークの活性化を図ることとして

いる。  
 また、令和６年度からの制度変更後も、

地域住民や交通事業者等で構成する市町

村の法定協議会に参画し、専門的・広域的

な 観 点 か ら 必 要 な 助 言 を 行 う こ と に よ

り、県としての役割を果たしていくこと

としている。 

 

10 持続可能な中山間地域等形成事業 

【指摘事項１－１】契約の締結にあたっては、可及的に競争性のある契約方法を検討する

必要がある。 

 

業 務 委 託 に 係 る 随 意 契 約 ガ イ ド ラ イ ン の

「第４  運用に当 た っての留意事 項」に おい

て、「(６ )これまでに特命随意契約を行って

いる場合においては、前例や経緯、既成概念

にとらわれることなく、競争性のある契約方

法がとれないかを検討すること。」と定めら

れていることから、契約内容が特殊であると

の理由で、安易に委託先を固定してはならな

いと思われる。 

委託先が限られるとの理由で特命随意契約

 
事業実施に必要 な要 件等を示し、技術

提案型契約方式による競争性のある契約

方法とすることとした。 
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としている契約については、競争性のある契

約方法を検討する余地があると思われる。 

 

11 地域と暮らしの維持応援事業 

【意見１－２】本事業のうち補助金の交付がない事業について、積極的に補助金が活用さ

れる取組を検討する必要がある。 

 

本事業のうち、令和４年度には補助金の交

付がない事業が複数あることを確認した。 

補助金の交付がない事業についても、要望

調査の段階では市から活用希望が出ており、

スマート集落促進事業については、市町村か

ら問い合わせを複数受けていること及び集落

再編支援事業については、令和元年度から令

和４年度まで年１回、集落の在り方を考える

シンポジウムを開催し、地域において、集住

や集落移転を視野に入れた集落の在り方につ

いて検討する機運を醸成したことは認められ

るものの、補助金が積極的に活用される取組

を検討する必要があると考える。 

 

 
市町村担当者向 け説 明会等を開催し周

知を図るとともに、令和６年度は、活用市

町村による好事例の紹介や、商工会等関

係団体への周知、地域づくりに関するシ

ンポジウムでの周知により、活用促進を

図った。 

 

15 小中学生離島の魅力発見・発信事業 

【意見１－３】本事業の成果指標として、離島振興を担う人材や交流人口の増加数等を用

いることを検討すべきである。 

 

本事業は、小中学生に対し、離島の魅力を

伝える事業であり、中山間地域の活性化を図

る上で重要な事業である。 

事業の性質上、事業内容が夏のレクリエー

ションにとどまり、中山間地域の振興という

本来の目的を果たせないおそれがある。 

本事業の成果指標として、離島振興を担う

人材や交流人口の増加数を用いることで、本

事業が、中山間地域の振興に貢献しているこ

とを定量的に明らかにすることを検討すべき

と考える。 

 

 
 本事業では、体験学習後に小中学生が

記入した離島振興に関する提案書、絵日

記等を、成果物として県に提出すること

を要件としているが、さらにアンケート

を実施し、効果を測定した。 

17(４ ) ワーケーション・二地域居住等の推進事業 

【意見１－４】本事業の効果測定について検討する必要がある。 

  

本事業により、市町村に関係人口を受け入

れるための官民連携組織が設立されたほか、

特徴的なコワーキングスペースの設置が進む

など、県内において、関係人口の受入体制の

整備が進んでいるという成果は認められる。 

また、本事業により、直接的に移住・定住

件数が増加するとの関係性はないことから、

移住・定住件数を成果指標とすることは必ず

しも適当ではない。 

 
本事業の効果測 定に ついては、事業参

加者へのアンケートのほか、地域のキー

パーソン等の評価等を分析し、検証した。 
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しかしながら、本事業を通じた最終的な目

標は、岡山県への移住・定住を促進すること

であり、移住・定住の促進と関連性のある成

果指標を用いた上で、事業効果を検証する必

要があると考える。 

そのため、本事業の効果測定について検討

する必要があると思われる。 

 

【儲かる農林水産業加速化プログラム】 

２(２ ) 黒大豆枝豆産地力強化対策事業 

【意見２－１】生産者の所得向上を県として推進していくのであれば、現在の事業の内

容及び予算配分について見直すことが望ましい。 

 

産地では、栽培者募集のチラシを配布する

など新規栽培者の確保を促進しているが、枝

豆栽培に手間がかかることや農家の高齢化に

より、面積・生産者ともに減少傾向にある。 

予算額は少額であり、現状の事業の効果は

限定的と言わざるを得ない。目標年度を事業

実施年度の３年後としているが、現状の事業

を継続しても効果は期待しがたいと考える。 

黒大豆生産者の所得向上を県として推進し

ていくのであれば、事業の内容及び予算配分

について見直すことが望ましい。 

 

 
黒大豆生産につ いて は、気候変動によ

る不作を主な原因として、所得向上がで

きていない。  
こうした状況の 中、 抜本的な対策をと

るためには、新技術の確立などに期間を

要することから、令和７年度事業は緊急

的に単年で低収対策の取組を支援するこ

ととし、令和８年度以降に、生産者の所得

向上につながる、より具体的な目標を設

定 し て 事 業 を 新 た に 検 討 す る こ と と し

た。  

 

７  産地ブランド育成事業 

【意見２－２】委託業務の効果について、年度ごとに慎重に検討し、次年度以降の委託

の要否、委託金額の妥当性について検討することが望ましい。 

 

産地ブランド育成事業エキスパート派遣業

務に係る業務委託は、委託金額が 466 万 5,000

円と高額であり、その費用対効果については、

年度毎に慎重に検証を行い、次年度以降の委

託の要否、委託金額の妥当性について検討す

ることが望ましいと考える。 

 

 
事業効果については、数年後に中・長期

的な評価を行うこととしていたが、令和

６年度からは、これまでの事業の費用対

効果について検証を行った上で、より効

果が上がるよう事業を実施することとし

た。 

 

９(４ ) 新規就農者がっちりゲット事業  

【意見２－３】相談件数を増加させるため、広報や開催の在り方について検討すべきで

ある。 

 

本事業は、関西圏から新規就農者を募るこ

とを目的とする事業であって、事業の意義は

認められる。 

しかしながら、他の事業と比較して一部の

相談会の相談数は低廉となっており、広報や

開催の在り方について改善の余地があると思

われることから、これらの点を検討すべきと

考える。 

 

 
 本事業は令和４年度に終了したが、同

様の趣旨で実施する事業の広報活動につ

いては、検索連動型広告を実施し、関西圏

でのナイター相談会の開催方法について

は、予約制によるオンライン相談とする

など広報や開催方法を見直した。 
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14(４ ) 農福連携普及啓発推進事業 

【意見２－４】農福連携普及啓発推進事業委託業務の委託先の選定について、プロポーザ

ル方式を検討すべきである。 

 

農福連携普及啓発推進事業委託業務は、特

命随意契約により契約を締結しているが、委

託金額が 100 万円を超過することや事業の内

容から必ずしも委託先が固定されるとは言え

ないと思われることを踏まえると、特命随意

契約による必然性はないと思われる。 

そのため、農福連携普及啓発推進事業委託

業務の委託先の選定については、プロポーザ

ル方式を検討すべきと考える。 

 

 
令和６年度から 、契 約方法を特命随意

契約からプロポーザル方式に変更した。  
 

 

14(６ ) 集落営農活性化プロジェクト促進事業 

【意見２－５】本事業に基づく補助金をより一層活用するため、広報を充実させる取組等

について検討すべきである。 

 

本事 業 の 予算 に 対 す る執 行 率 は 19％ に 過

ぎず、補助金が十分に活用されているとは認

められないと考える。 

本事業の意義に照らせば、集落営農の組織

化を進めるためには、補助金は十分に活用さ

れるべきである。 

そのため、広報の体制等を検証し、補助金

の活用を進め、集落営農の組織化を進めるべ

きと考える。 

 

 

令和６年度から 、集 落営農の組織化を

支援する農業普及指導センター、農協等

に 会 議 等 を 通 じ て 事 業 内 容 を 十 分 説 明

し、集落営農組織に対し、事業の活用を周

知した。 

 

 

22(２ ) 農地中間管理機構農地集積推進事業 

【意見２－６】本事業の補助金をより一層活用するための取組について検討すべきであ

る。 

 

本事業は、担い手への農地集積・集約化を

加速し、生産コストの削減を目的とする事業

であり、事業成果が認められることから、補

助金は積極的に活用されるべきである。 

現状では、予算に対する執行率は約４％で

あり、執行率が高いとは言い難い。 

本事業の補助金に関する広報・周知活動を

充実させるなど、補助金の活用を促す取組を

検討すべきと考える。 

 

 
事業の認知度向 上に 向け、県ＨＰ等で

広く周知するとともに、市町村等の関係

機関に対して会議等を通じて事業を説明

した。  
また、今年度新たに、市町村等の関係機

関が地域等へ説明しやすいように、事業

一覧ＰＲ資料を作成し、市町村へ周知し

た。  
 

25 晴れの国おかやまの林業就業促進事業 

【指摘事項２－１】本事業の成果をあげるため、委託の契約方式の見直しを含め、県の取

組について検討すべきである。 

 

本事業は、特命随意契約により委託してい

るものの、その委託業務の内容を踏まえれば、

 
令和６年度から 、契 約方法を特命随意

契約からプロポーザル方式に変更した。  
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委託先が限定されることは理解できる。 

本事業の委託金額は 1,094 万 5,000 円と高

額である上に、相談窓口やガイダンスでの相

談者数は低調であることを踏まえると、受託

者に対して、積極的な取組を促す必要がある

と考えられる。 

受託者に対し、就業相談者を増加させるな

ど、新規就業者の確保について積極的な取組

を検討することを促すために、岡山県として

の対応（例えば、特命随意契約を締結するの

ではなく、プロポーザル方式による公募の実

施又は特命随意契約を締結するとしても、受

託先に積極的な取組の提案を求める等）につ

いて検討すべきと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

【指摘事項２－２】本事業の成果をあげるため、委託の契約方式の見直しを含め、県の取

組について検討すべきである。 

 

林業の新規就業者は、減少傾向にあること

から、就業希望者を確保することは容易では

ないものの、岡山県は新規就業者の確保に向

けて、全力を尽くしていることが、監査の過

程を通じて十分に理解することができた。 

本事業の委託金額は 1,094 万 5,000 円と高

額であることから、一定の成果を確保するこ

とは、極めて重要である。 

林 業 が 重 要 な 産 業 で あ る こ と を 踏 ま え る

と、林業の新規就業者を確保することは、岡

山県にとって重要かつ喫緊の課題である。 

こうした状況を踏まえ、本事業の委託先の

選定方法や林業の新規就業者の確保に向けた

積極的な取組について検討すべきと考える。 

 

 
委託先からの提 案に より、令和６年度

からＳＮＳを利用した就業ＰＲ、おかや

ま就職応援センターの移住支援コーディ

ネーターとの連携など、新規就業者確保

に向けた新たな取組を行った。  
 

 

26 林業担い手育成総合対策事業 

【意見２－７】新規就業者をより一層確保するとともに、離職者を減少させること等も考

慮した積極的な取組を検討する必要がある。 

 

本事業の実施により、一定の林業就業者を

確保できていることから、本事業の成果を認

めることができる。 

将来にわたって岡山県の林業を持続的に成

長させるためには、林業の就業者が増加傾向

に転じることが望ましいことはいうまでもな

い。 

本事業の更なる成果を期待し、新規就業者

を確保するとともに、離職者を減少させるた

めの積極的な取組を検討すべきと考える。 

 

 
令和６年度から 新た な取組として、夏

場の炎天下で負担のかかる下刈り作業に

対する手当の一部を助成するなど、林業

事業体による不安定な就労条件の改善や

林業労働災害の防止対策を支援すること

で、定着率の向上を図った。 

 

 

30(１ ) ６次産業化支援事業 

【意見２－８】本事業の補助金の更なる活用を促す取組について検討すべきである。 
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令 和 ４ 年 度 の 補 助 金 交 付 実 績 は １ 件 で あ

り、予算に対する執行率は 35％にとどまって

いる。 

本事業の目的に鑑みると、補助金は積極的

に 活 用 さ れ る べ き で あ る と 思 わ れ る こ と か

ら、本事業の補助金の更なる活用を促す取組

を検討すべきと考える。 

 

 
本事業は、国の 要望 調査に合わせて年

１回要望調査を実施していたが、広く事

業を周知するとともに、円滑な事業申請

を行うための準備期間を確保するため、

従来の要望調査に加えて、事前に要望調

査を実施した。 

 

 
30(３ ) ６次産業化による地域ビジネス創出支援事業 

【意見２－９】おかやま６次化ふぇを活用したオープンセミナーを積極的に開催すると

ともに、定量的な成果指標の設定を検討すべきである。 

 

おかやま６次化ふぇを活用したオープンセ

ミナーは、事業者とバイヤー、飲食店、ソム

リエ等との交流会を開催することを内容とす

る事業であり、６次産業化を進める上で有効

な事業と思われる。 

本事業が生き活きプランの定める県産農産

物の首都圏販売金額及び輸出金額に貢献して

いることを明らかにするため、これらに関連

した定量的な成果指標を設定することを検討

すべきと考える。 

 

 
本事業について は令 和４年度に終了し

たが、今後同様の事業を実施する場合は、

定量的に把握できるような成果指標を設

定し、事業の実施効果を検証することと

する。  
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則

第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
又
は
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
講
師
」
を
「
又
は
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
に
限

る

」
に
改
め
る
。

。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規

則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
生
徒
指
導
班
」
の
下
に
「
、
不
登
校
児
童
生
徒
支
援
班
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
二
条
の
八

第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
状
失
効
者
等
が
免
許
状
の
再
授
与
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
授
与
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

免
許
状
の
失
効
の
原
因
、
再
授
与
審
査
の
申
請
歴
、
免
許
状
の
失
効
後
の
職
歴
、
社
会
的
活
動

歴
、
再
犯
防
止
策
並
び
に
被
害
者
等
に
対
す
る
慰
謝
措
置
及
び
示
談
等
に
関
す
る
自
己
申
告
書

二

治
療
、
更
生
等
の
程
度
に
関
す
る
証
明
書

様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

禁
錮

拘
禁
刑

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
七
号
の
改
正
規
定
は
、

同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岡
山
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
教
育
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
様
式
第
九
号
）
」
の
下
に
「
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
を

加
え
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

申
請
年
月
日

二

申
請
人
の
住
所
、
氏
名
及
び
連
絡
先

三

使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
育
財
産
の
所
在
地
、
名
称
及
び
数
量

四

使
用
目
的
及
び
申
請
理
由

五

使
用
許
可
を
希
望
す
る
期
間

六

そ
の
他
参
考
事
項

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

財
産
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
重
要
な
も
の
又
は
異
例

に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
使
用
許
可
に
つ
い
て
の
意
見
、
使
用
料
の
算
定
方
法
そ

の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
添
え
て
教
育
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

こ
の
規
則
に
定
め
る
台
帳
、
台
帳
副
本
及
び
教
育
財
産
使
用
台
帳
に
関
す
る
手
続
に
つ
い

第
十
八
条

て
は
、
公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
台
帳
、
台
帳
副
本
及
び
教
育
財
産
使

用
台
帳
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

別
表
第
一
の
表
立
木
竹
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
の
表
立
木
竹
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
中

｢

岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校
（
蒜
山
校
地
に
限
る

）

白
雲
寮

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
一
四
一

男
子

四

。

女
子

四

」

を

｢

二
○

岡
山
県
立
勝
山
高
等
学
校
（
蒜
山
校
地
に
限
る

）

白
雲
寮

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
四

一
四
四

男
子

。

－

）

女
子

」

に
改
め
、
同
表
岡
山
県
立
和
気
閑
谷
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
岡
山
県
立
和
気
閑
谷
高
等
学
校
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
規
則

（
趣
旨
）こ

の
規
則
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

第
一
条

則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

岡
山
県
教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）審

査
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

第
二
条

２

委
員
は
、
省
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る

者
と
し
て
、
医
療
、
心
理
、
福
祉
又
は
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
そ
の

他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

（
会
議
）審

査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

第
三
条

２

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
く
こ
と

が
で
き
る
。

３

議
事
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
委
員
は
、
当
該
議
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

審
査
会
の
会
議
は
、
非
公
開
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
守
秘
義
務
）

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同

第
四
条

様
と
す
る
。

（
庶
務
）審

査
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁
教
職
員
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
五
条

（
委
任
）こ

の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査

第
六
条

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

県

立

学

校

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
一
表
Ｃ
財
務
の
表
２
財
務
の
部
Ｂ
補
助
金
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
３
給
与
管
理
の
部
１
給
与
の
項
中

被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
基
金
事
業

被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等

「

「
を

に
改
め
、
同
表
５
助
成
の
部
１
助
成
の
項
中

３
給
与
減
額

５
３

」

」

「

「

1
2

3
0

を

1
2

に
改
め
る
。

財
産
処
分

財
産
処
分

５

」

」

「

第
一
表
Ｅ
高
校
教
育
の
表
２
振
興
の
部
２
国
庫
補
助
の
項
中

を

３
県
立
学
校
Ｉ
Ｔ
基
盤
整
備
事
業
費

1
0

４

」

「

「

1
3

・

を

３
県
立
学
校
Ｉ
Ｔ
基
盤
整
備
事
業
費

1
0

グ
ロ

バ
ル

リ
ダ

育
成
拠
点
構
築
事

３

業
４

高
等
学
校
Ｄ
Ｘ
加
速
化
推
進
事
業
費

Ｄ
Ｘ

（

1
0

に
改
め
、
同
表
３
指
導
の
部
１
国
際
理
解
教
育
の
項
中

」

ハ
イ
ス
ク

ル

）

ー

」

「

1
3

「

グ
ロ

バ
ル
・
リ

ダ
育
成
拠
点
構
築
事

３

に
改
め
、
同
部
３
科
学
教
育
の
項
中

を

業
１

次
世
代
お
か
や
ま

夢
育

ネ
ト
ワ

ク
３

２
理
科
総
括

３
1
4

「

」

ッ
ー

」

事
業

」

「

１
高
等
学
校
Ｄ
Ｘ
加
速
化
推
進
事
業

Ｄ
Ｘ
ハ

５

（

）

に
改
め
、
同
表
５
管
理
の
部
Ｃ
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
項
中

イ
ス
ク

ル
ー

２
理
科
総
括

３

」
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「

「

を

に
改
め
、
同
部
Ｌ
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
の
項
中

４
学
力
検
査
答
案

１
４

学
力
検
査
答
案

１

５
全
国
募
集

５

」

」

「

６
高
校
と
地
域
で
創
る
未
来
の
学
び
プ
ロ
ジ

５

「

ェ

を

に
改
め
る
。

６
高
校
と
地
域
で
創
る
未
来
の
学
び
プ
ロ
ジ

５
ク
ト

ェ

ク
ト

７
高
校
コ

デ
ネ

タ
に
よ
る
高
校
と
地

５
ィ

ー
ー

ー

域
の
連
携
・
協
働
推
進
事
業

」

」

「

第
一
表
Ｆ
保
健
体
育
の
表
３
保
健
の
部
２
健
康
管
理
の
項
中

を

６
感
染
症
食
中
毒
等
発
生
報
告

３

」

「

「

に
改
め
、
同
表
４
学
校
給
食
の
部
２
栄
養
衛
生
の
項
中

を

６
感
染
症
食
中
毒
等
発
生
報
告

３
２

栄
養
報
告

３

」

７
応
援
医

５

」

「

「

２
栄
養
報
告

３

に
改
め
、
同
表
５
学
校
体
育
の
部
１
指
導
の
項
中

を

３
衛
生
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
に
係
る
指
導

５
３

部
活
動
指
導
員
配
置
事
業

３

」

者
派
遣
事
業

」

「

「

に
改
め
、
同
部
２
体
力
づ
く
り
の
項
中

を

３
部
活
動
指
導
員
配
置
事
業

５
４

全
国
体
力
・
運
動
能
力
・
運
動
習
慣
等
調
査

３

」

４
体
罰
・
不
適
切
な
指
導
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

５

」

「

「

に
改
め
、
同
部
５
体
育
関
係
事
故
防
止
の
項
中

を

４
全
国
体
力
・
運
動
能
力
・
運
動
習
慣
等
調
査

５
２

水
泳
指
導

３

」

５
体
力
向
上
推
進
リ

ダ
派
遣
事
業

５
ー

ー

」

「

２
水
泳
指
導

３

に
改
め
る
。

３
熱
中
症

３

４
登
山

３

」
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「

第
一
表
Ｇ
生
涯
学
習
の
表
１
総
括
の
部
２
各
種
審
議
会
の
項
中

を

３
社
会
教
育
委
員
の
会
議

５

４
生
涯
学
習
審
議
会

５

」

「

に
改
め
、
同
部
６
登
録
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
３
企
画
推
進
の
部
６
学
校

３
生
涯
学
習
審
議
会

５
博
物
館
登
録

登
録
博
物
館
・
指
定
施
設
登
録
原
簿

」

「

「

２
２

青
少
年
劇
場
巡
回
公
演

５

文
化
の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
７
文
化
庁
の
項
中

３
地
元
オ

ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
学
校
公
演

５
３

地
元
オ

ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
学
校
公
演

５
ー

」

４
文
化
部
活
動
指
導
者
派
遣

３

」

「

「

２
学
校
に
お
け
る
文
化
芸
術
鑑
賞
・
体
験
推
進

５
２

文
化
芸
術
に
よ
る
子
供
育
成
総
合
支
援
事
業

５

を

に
改
め
、
同
部
Ａ
国
際
交
流
の
項
中

３
地
域
部
活
動
推
進
事
業

５
事
業

３
部
活
動
の
地
域
移
行

５

」

」

「

「
を

に
改
め
、

Ａ
国
際
交
流

１
国
際
交
流
総
括

３
Ａ

」

」

「

「

同
表
４
社
会
教
育
の
部
１
家
庭
・
地
域
教
育
の
項
中

を

に
、

５
５

地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
事
業

５

」

」

「

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
部
３
青
少
年
教
育
の
項
中

を

家
庭
教
育
応
援
マ
ト
リ

ク
ス
会
議

家
庭
教
育
支
援
施
策
等
推
進
会
議

３
子
ど
も
ほ

と
ラ
イ
ン
事
業

５
ッ

っ

」

「

に
改
め
る
。

３

」

「

「

1
0

３３
５

３
５

「

「

３
５

第
一
表
Ｈ
文
化
財
の
表
３
埋
蔵
文
化
財
の
部
１
総
括
の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
２
届
出
・
通
知
の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
３
遺

３
５

1
0

3
0
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1
0

3
0

３
５

1
0

1
0

」

」

1
0

3
0

1
0

3
0

３
５

」

」

「

「

跡
の
項
中

を

に
改
め
る
。

３
５

3
0

3
0

」

」

第
一
表
Ｌ
人
権
教
育
・
生
徒
指
導
の
表
３
人
権
教
育
の
部
１
総
括
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

第
４
次
岡
山
人
権
教
育
推
進
プ
ラ
ン

岡
山
人
権
教
育
推
進
プ
ラ
ン

「

５
人
権
啓
発
マ
ト
リ

ク
ス

３

「

ッ

５
人
権
啓
発
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

３
市
町
村
教
育

を

に
改
め
、
同
部
３
人
権
教
育
推
進
の
項
中
「

６
通
知
・
事
務
連
絡

３

７
調
査
・
照
会

３

」

８
研
修
・
会
議

３

」

「

」
を
「

」
に
改
め
、

1
4

を

委
員
会
教
育
長
等
人
権
教
育
連
絡
会

市
町
村
人
権
教
育
担
当
指
導
主
事
等
連
絡
会

「

」

わ
た
し
の
人
権
メ

セ
ジ

動
画
チ
ャ
レ

３
ッ

ン
ジ

」

「

２
調
査
・
研
究

５

「

ネ
ト
パ
ト
ロ

ル
事
業

５
３

学
校
適
応
推
進
事
業

５
1
4

ッ
ー

1
5

に
改
め
、
同
表
４
生
徒
指
導
の
部
１
総
括
の
項
中

を

１
人
１
台
端
末
を
活
用
し
た
心
の
健
康
観
察

５
４

各
種
研
修
講
座
連
絡
協
議
会

３

調
査
研
究
事
業

５
県
外
派
遣

５

６
機
関
連
携

３

」

」

「

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
生
徒
指
導
対
応

５

」

２
調
査
・
研
究

１
問
題
行
動
等
調
査

５

２
そ
の
他
調
査

３
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３
学
校
適
応
推

１
い
じ
め
問
題
関
係

３

進
事
業

２
不
登
校
関
係

５

３
暴
力
行
為
・
学
級
崩
壊
関
係

３

４
ス
マ
ホ
サ
ミ

ト
問
題
関
係

３
ッ

５
教
育
相
談
関
係

５

６
職
員
採
用
関
係

５

７
そ
の
他
業
務

３

４
各
種
研
修
講

１
各
種
研
修
等
総
括

３

座
連
絡
協
議
会

５
県
外
派
遣

１
県
外
派
遣
・
職
員
研
修
総
括

３

６
機
関
連
携

１
機
関
連
携
総
括

３
「

「

第
二
表
１
共
通
の
表
９
経
理
の
部
２
収
入
の
項
中

を

に
、

４
収
入
証
紙
貼
付
実
績
簿

１
４

」

」

「

「

を
2
4

に
改
め
る
。

2
4

公
金
領
収
票
受
払
簿

１
公
金
領
収
票
受
払
簿
受
払
簿

１

」

2
5

収
入
証
紙
貼
付
実
績
報
告

１

」

第
二
表
２
教
育
事
務
所
の
表
２
総
務
の
部
８
企
画
調
整
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
４
学
校
支
援
の
部
２
研
修
の
項
中
「

」
を
「

」

教
育
問
題
懇
談
会

お
か
や
ま
教
育
懇
談
会

初
任
者
研
修

経
験
年
数
別
研
修

「

「

に
改
め
、

を

に
改
め
、
同
表
５
生
涯
学
習
の
部
２
社
会
教
育

７
県
外
派
遣
・
海
外
派
遣

３
７

県
外
派
遣
・
海
外
派
遣

３

８
そ
の
他
研
修

３

」

」

「

「

の
項
中

を

に
改
め
、
同
部
Ｃ
補
助
・
委
託
事
業
の
項
中

７
地
域
連
携
担
当

３
７

地
域
連
携
担
当

３

８
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
事
業

５

」

」

「

「

３
３

訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
推
進
事
業

５

を

に
改
め
る
。

４
地
域
学
校
協
働
活
動
推
進
員
レ
ベ
ル
ア

プ
５

ッ
４

地
域
学
校
協
働
活
動
分
任
事
業
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」

講
座
及
び
地
域
学
校
協
働
活
動
研
修
会

」

「

第
二
表

県
立
学
校
の
表
２
庶
務
の
部
７
補
助
金
の
項
中

1
5

を

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
受
給
資
格
消
滅

５

11

」

「

に
改
め
る
。

1
5

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
受
給
資
格
消
滅

５

要
保
護
及
び
準
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費

５
1
6

」

「

第
二
表

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
表
３
企
画
の
部
２
教
員
等
研
修
事
業
の
項
中

を

５
事
務
職
員
研
修

３

14

」

「

「

３
担
当
者
研
修

３
５

事
務
職
員
研
修

３

に
改
め
、
同
表
４
研
修
の
部
１
教
員
等
研
修
事
業
の
項
中

を

６
手
引
等
作
成

３
４

専
門
研
修

３

５
手
引
等
作
成

３

」

」

「

「

に
改
め
、
同
部
中

を

３
担
当
者
研
修
・
専
門
研
修

３
２

教
育
課
程

１
教
育
課
程
総
括

３

」

」

「

に
改
め
る
。

２

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
度
以
降
に
お
い
て
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
。
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岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
号

◎
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
第
二
条
の

、

、

表
の
六
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
り

岡
山
県
公
安
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
交
通
誘
導
警
備
業
務
は

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
路
線
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
間
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

路

線

区

間

一

一
般
国
道
二
号

岡
山
県
の
全
域

二

一
般
国
道
三
〇
号

岡
山
県
の
全
域

三

一
般
国
道
五
三
号

岡
山
県
の
全
域

四

一
般
国
道
一
八
〇
号

岡
山
県
の
全
域

五

一
般
国
道
一
八
一
号

岡
山
県
の
全
域

六

一
般
国
道
二
五
〇
号

岡
山
県
の
全
域

七

一
般
国
道
三
一
三
号

岡
山
県
の
全
域

八

一
般
国
道
三
七
四
号

岡
山
県
の
全
域

九

一
般
国
道
四
三
〇
号

岡
山
県
の
全
域

十

主
要
地
方
道
岡
山
児
島
線

岡
山
県
の
全
域

十
一

主
要
地
方
道
岡
山
吉
井
線

岡
山
県
の
全
域

十
二

主
要
地
方
道
岡
山
牛
窓
線

岡
山
県
の
全
域

十
三

主
要
地
方
道
岡
山
港
線

岡
山
県
の
全
域

十
四

主
要
地
方
道
岡
山
赤
穂
線

岡
山
県
の
全
域

十
五

一
般
県
道
寒
河
本
庄
岡
山
線

岡
山
県
の
全
域

十
六

一
般
県
道
倉
敷
西
環
状
線

岡
山
県
の
全
域

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
二
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号
の
廃
止
）
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警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条

２

令
和
二
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号
（

の
表
の
六
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
公
安
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
交
通
誘
導
警
備
業

務
）
は
、
廃
止
す
る
。
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土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

岡

山

県

収

用

委

員

会

一

起
業
者
の
名
称

岡
山
県
岡
山
市
北
区
大
供
一
丁
目
一
番
一
号

岡
山
市

右
代
表
者

岡
山
市
長

大
森

雅
夫

二

事
業
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
岡
三
〇
九
上
石
井
岩
井
線

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
す
る
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

地

目

地

積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う

所

在

地

番

摘

要

と
す
る
土
地

公
簿

現
況

公

簿

実

測

（

）

の
面
積

㎡

岡
山
県
岡

二
〇
八

宅
地

宅
地

五
四
・
三

五
四
・
七

三
八
・
四
三

収
用
し
よ
う

山
市
北
区

六
番
二

一

二

と
す
る
土
地

寿
町

六

は
別
図
の
と

お
り
（
別
図

は
省
略
）

二
〇
八

宅
地

宅
地

十
六
・
〇

十
六
・
〇

な
し

同

右

六
番
二

〇

〇

七

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

難
波

和
郎

岡
山
県
岡
山
市
北
区
寿
町
一
番
七
号

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
七
日
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〔
三
〕
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
教
育
委
員
会
文
書
保
存
分
類
表
の
一
部
改
正
（
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

十
九
・
四

「

「

「

「

５
７

５
７

５
５

５
５

５
７

５
７

を

５
７

５
７

を

５
７

５
７

」

」

」

」
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